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は じ め に

この交通安全実施計画は、交通安全対策基本法（昭和45年法律第110号）第25条第１項に

基づいて作成した「第10次愛知県交通安全計画」（2016年度～2020年度）の基本方針に従っ

て、2019年度における県内の陸上交通の安全に関し、国、県、警察、公社等が講ずべき施

策を計画的に推進するために作成したものです。

本県における交通事故情勢は、2018年中の交通事故死者数が189人と、前年に比べ11人減少

し、また、負傷者数及び人身事故件数についても８年連続で減少いたしました。

しかしながら、死者数は、16年連続の全国ワースト１位であり、依然として厳しい状況

にあります。

交通事故を取り巻く情勢は、超高齢社会を迎え、高齢者に対する交通安全対策が特に重

要な課題となっております。

一瞬にして尊い命を奪い、平和な暮らしを脅かす交通事故をなくすことは、私たち愛知

県民の切なる願いであり、人命尊重の理念の下に、「交通事故のない社会」を実現するため

には、交通安全の諸施策を効果的かつ強力に推進していかなければなりません。

このため、愛知県交通安全対策会議を構成する各実施機関は、相互に緊密な連携を図り

つつ、市町村を始め関係機関・団体の協力の下に、第10次愛知県交通安全計画に掲げた目

標の達成に向けて、この実施計画の着実な推進に努めてまいります。

2019年６月

愛知県交通安全対策会議会長

愛知県知事 大 村 秀 章
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Ⅰ 2019年度愛知県交通安全実施計画の目標

１ 実施計画推進への取組

本計画は、第10次愛知県交通安全計画（2016年度～2020年度）に従い、2019年度に

おける本県の交通安全の具体的な施策を定めたもので、関係する機関、団体等は、相

互に連携をとって、この計画に定める諸施策を総合的かつ効果的に推進していくもの

とする。

２ 実施計画の目標

交通事故のない社会を実現することが究極の目標であるが、本県の交通事故情勢等

を踏まえ、本計画に定める諸施策を確実に実施することにより、死者数及び死傷者数

を第10次愛知県交通安全計画に掲げる目標の達成に向けて着実に減少させることを目

標とする。

第10次愛知県交通安全計画に掲げる目標

「2020年までに年間の24時間死者数を155人以下、

交通事故死傷者数を39,000人以下とする。」



Ⅱ 愛知県の交通事故の現況
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Ⅱ 愛知県の交通事故の現況

１ 過去５年間における交通事故発生状況

本県の交通事故発生状況の推移を見ると、過去５年間における交通事故死者数（以下「死

者数」という。）は、2015年の213人をピークに減少へと転じたほか、人身事故件数及び死傷者数

は年々減少傾向にある。

2018年中の死者数は189人と、前年と比べ11人減少し、1950年以来、68年ぶりに200人を下回

る結果であったものの、16年連続で全国ワースト１位であった。

全国ワースト１位の要因としては、

・ 自動車保有台数、道路実延長及び運転免許人口の交通関係指標が全国的に見て

高いこと

・ 自家用自動車の利用割合が、他の大都市圏に比べて高いこと

等の本県特有の交通環境が影響していると考えられる。

【過去５年間における交通事故発生状況等】

（注） ・ 自動車保有台数は、各年12月末現在（愛知運輸支局：自動車保有車両数）

・ 運転免許人口は、各年12月末現在（愛知県警察：愛知県の運転免許人口）

・ 人口は、各年10月１日現在（愛知県：あいちの人口（推計））

・ （ ）内は、指数を示し、2014年を100とする。

・ ○数字は、全国ワースト順位を示す。

【愛知県】

年

区分

(103) (102) (101) (101) (100)

(102) (101) (101) (100) (100)

(101) (101) (101) (100) (100)

高 齢 者 （ 千 人 ） (108) (107) (105) (103) (100)

件 数 （ 件 ） ① 35,258 (76) ① 39,115 (85) ① 41,551 (90) ① 44,369 (96) ① 46,131 (100)

死 者 数 （ 人 ） ① 189 (93) ① 200 (98) ① 212 (104) ① 213 (104) ① 204 (100)

負 傷 者 数 （ 人 ） ① 42,548 (74) ① 47,832 (84) ① 51,087 (89) ① 55,070 (96) ① 57,183 (100)

5,145

2014年2018年

5,294

7,526

1,829

5,1045,123

2017年

5,220

7,507

1,798

5,084

5,252

人
身
事
故

運転免許人口（千人）

1,713

7,462

5,040

自動車保有台数 （千台）

7,539

1,851

人 口 （ 千 人 ）

1,760

5,062

2016年 2015年

7,483

5,177
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２ 2018年中の交通事故発生状況

県内の死者は189人で、前年と比べ11人の減少であった。

【2018年中の交通事故発生状況】

人（件）数
区分 前年比 増減率

2018年 2017年 （％）

死 者 数 189 200 -11 -5.5

負 傷 者 数 42,548 47,832 -5,284 -11.0

人身事故件数 35,258 39,115 -3,857 -9.9

３ 2018年中の交通死亡事故の特徴

(1) 年齢別

高齢者の死者数は103人（前年比－７人）で、全死者数に占める高齢者死者の割合

は54.5％と、人口構成比24.6％の約2.2倍と高い割合となった。

高齢者死者のうち、当事者別では、歩行者（49人）と自転車（30人）を合わせると、

高齢者死者全体の約８割を占め、そのうち、免許の未保有者が約７割であった。

また、高齢者の歩行者死者49人のうち、道路横断中（33人）が多発した。

【年齢別の死者数及び人口構成比】

【高齢者の交通死亡事故発生状況】

死者数 構成率 死者数 構成率

歩 行 者 49人 47.6% 横 断 中 33人 32.0%

自 転 車 30人 29.1% 出 合 頭 21人 20.4%

原 付 5人 4.8% 車 両 単 独 11人 10.7%

自 動 二 輪 １人 1.0% 正 面 衝 突 5人 4.9%

四 輪 車 18人 17.5% そ の 他 33人 32.0%

そ の 他 ０人 0.0%

当

事

者

別

事

故

類

型

別
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(2) 時間帯別

昼間と夜間では、昼間の割合が52.9％を占める。

【時間帯別の交通事故死者数】

時間帯別では、前夜（午後６時～午後10時）に多発

(3) 道路形状別

交差点内での死亡事故件数は99件（99人）と、全死亡事故件数の半数（52.4％）を

占め、そのうち、当事者別では、歩行者が31人と約３割（31.3％）を占めた。

また、交差点内のうち、事故類型別では、出合頭事故による死亡事故が34件（34.3

％）と多発した。

【道路形状別の交通死亡事故発生状況】

（注） 大 交 差 点 ・ 第一当事者進入路の道路幅員が13ｍ以上

中 交 差 点 ・ 第一当事者進入路の道路幅員が5.5ｍ以上13ｍ未満

小 交 差 点 ・ 第一当事者進入路の道路幅員が5.5ｍ未満

交差点付近 ・ 交差点から30ｍ以内

その他 ・ 大交差点、中交差点、小交差点、交差点付近以外のもの

死 者 数 構 成 率 増 減 数

朝（A6～A9) 24 12.7% 2

昼（A9～P0 ) 29 15.3% 0

昼過ぎ（Ｐ0～P4) 33 17.5% 7

夕方（P4～P6) 14 7.4% -19

前夜（P6～P10） 42 22.2% 3

中夜（P10～A0） 12 6.3% -4

深夜（A0～A4） 24 12.7% 3

早朝（AM4～AM6） 11 5.8% -3

昼
 
間

夜
 
間

89人
（47.1％）

100人
（52.9％）

区　　分

　

交差点以外90件（47.6％）交差点内　99件（52.4%）

32件
16.9％

58件
30.7%

中
交
差
点

交
差
点
付
近

50件
26.4％

９件
4.8%

30人
15.9%

そ
の
他

10件
5.3%

大
交
差
点

小
交
差
点

単

路
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(4) 事故類型別

道路横断中の死者数は39人（前年比－19人）と最多であった。

また、右左折時における死者数は、前年比９人の増加（＋52.9％）であった。

【事故類型別の交通事故死者数】

（注） その他は、追突、路上作業中、踏切等

(5) シートベルト着用状況

2018年中の四輪車死者42人のうち、シートベルト非着用者は20人（47.6％）で、こ

のうち、シートベルトを着用していれば助かった思われる人は10人であった。

【四輪車乗車中死者のシートベルト着用状況】

（注） 「効果有」は、シートベルトを着

用していれば助かった思われる人の

ことをいう。
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Ⅲ 講じようとする施策
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第 １ 節 道路交通環境の整備

項目 １ 生活道路等における人優先の安全・安心な （実施機関） 中部地方整備局、県道路

歩行空間の整備 維持課、警察本部交通部

細目 (1) 生活道路等における交通安全対策の推進

１ 計画の実施方針及び重点施策

科学的データや地域の顕在化したニーズ等に基づき抽出した交通事故の多いエリアにおいて、

国、県、市町村、地域住民等が連携し、幹線道路へ自動車交通を転換させるとともに、徹底し

た通過交通の排除や車両速度の抑制等のゾーン対策に取り組み、子供や高齢者等が安心して通

行できる歩行空間の確保を図る。

２ 計画の内容

（中部地方整備局）

(1) ビッグデータ化したプローブ情報※１を活用して、登録された生活道路の対策エリアにお

ける自動車の速度に関する情報や抜け道利用に関する情報、急挙動情報を提供するとともに、

交通安全の現地診断を行いうる有識者等の斡旋（あっせん）を行う。

（県道路維持課）

(2) 歩行者と自転車の通行を優先するエリアの形成に向け、外周幹線道路の交通を円滑化する

交差点改良やエリア進入部におけるハンプや狭窄の設置等により、エリア内への通過車両を

抑制する対策を推進する。また、公安委員会が決定する交通規制や交通管制との連携を強化

し、エリア内の生活道路において、市町村等によるハンプやクランクの整備等、車両速度を

抑制する対策を促進する。

扶桑町始め 27市町 35地区

（警察本部交通部）

(3) 自動車の通行よりも歩行者と自転車の安全確保が優先されるべき一定の区域について、最

高速度30km/hの区域規制等を始め、道路管理者の事業も組み合わせ、通過交通や自動車の走

行速度の抑制をコンセプトとする生活道路対策を推進する。（施策名：ゾーン30）

(4) ゾーン30の区域内を中心に道路標識・道路標示の整備等の安全対策を推進する。

(5) 生活関連経路を構成する道路を中心に視覚障害者用付加装置、高齢者等感応化等のバリア

フリー対応型信号機を整備する。

(6) 歩行者と自動車の流れを分離して、歩行者と自動車の事故を防止する歩車分離式信号を整

備する。
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項目 １ 生活道路等における人優先の安全・安心な （実施機関） 中部地方整備局、県県民

歩行空間の整備 安全課、県道路維持課、県教委保健体

育課、警察本部交通部

細目 (2) 通学路等における交通安全の確保

１ 計画の実施方針及び重点施策
通学路における交通安全を確保するため、教育委員会、学校、警察、ＰＴＡ、道路管理者等

が連携し、通学路交通安全プログラムに基づき、定期的な合同点検を実施するとともに、ＰＤ
ＣＡサイクルを構築し、ハード・ソフト両面から、対策の検討・実施・効果把握・改善の取組
を継続的に推進する。
また、通学路における児童、生徒等の交通安全を確保するため、通学路におけるドライバー

に対する交通安全対策普及啓発活動を推進する。

２ 計画の内容
（中部地方整備局）
(1) 通学路安全推進協議会に参画し、合同点検等の機会において危険箇所を抽出して対策を実
施するなど、公安委員会、教育委員会、学校及び道路管理者等の関係機関・団体と連携した
継続的な通学路の交通安全確保に向けた取組を推進する。

(2) 歩道拡幅整備等により通学路の安全確保を図る。
・ 国道153号 小田木歩道整備事業（豊田市）
・ 国道155号 山口地区歩道整備事業（瀬戸市）
（県県民安全課）
(3) 通学路の交通安全対策を円滑に実施するため、市町村通学路安全推進会議の効果的な運用を県教
育委員会と連携し、市町村に働き掛けていく。

(4) 通学時間帯における企業等の交通安全活動の推進 234千円
児童の通学時間帯に、サイン板等を活用した立哨活動により啓発活動を実施する企業等を

募集し、啓発資材を提供することで企業等の交通安全活動の支援を行い、通学路における交
通事故の防止を図る。

(5) 広報啓発活動の推進
ドライバーに対して、広報媒体の活用、啓発キャンペーンの実施及び「交通安全スリーＳ

運動」の推進により効果的な広報啓発を実施する。
Ｓｔｏｐ（ストップ） ・ 赤信号は確実にストップ、一時停止場所では自転車もストップ

・ 横断歩道や交差点では歩行者優先
・ 飲酒運転の根絶

Ｓｌｏｗ（スロー） ・ 子供や高齢者を見かけたらスローな運転
・ 見通しが悪い交差点では徐行

Ｓｍａｒｔ（スマート） ・ 全ての人に対して思いやりをもった運転と、運転中はスマート
フォン等を絶対使用しないスマートな運転

・ シートベルトの全席着用の徹底
（県道路維持課）
(6) 通学路の歩道整備を推進するとともに、防護柵の設置等の対策を機動的に実施する。

主要地方道安城碧南線 安城市始め 45か所
（県教委保健体育課）
(7) 市町村教育委員会に対して、関係機関と連携した市町村通学路安全推進会議の効果的な運
用を働き掛け、同会議を中心に対策を検討するよう依頼する。

(8) 学校安全総合支援事業（文部科学省委託事業） 1,000千円

常滑市をモデル地域とし、通学路等における交通安全の組織的取組と外部専門家の活用を

進めるとともに、市内での学校間の連携を促進する取組を行い、成果発表会等の機会を通し

て市町村に情報提供する。
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（県警察本部交通部）

(9) ゾーン30の整備

通学路を含む生活道路が集積する一定の区域において、生活道路における交通安全対策で

あるゾーン30の整備が効果的と認められる場合、道路管理者と連携し、通学路対策を視野に

入れたゾーン30の整備を積極的に推進するとともに、ゾーン30の区域内を中心に道路標識・

標示の整備等の安全対策を推進する。

(10) 運転者教育の推進

自動車運転者に対する交通安全教育として、運転免許更新時の講習や企業等における交通

安全教室等により、通学路での安全な通行方法等に係る交通安全教育を推進する。

(11) 通学路等における交通指導取締り

自動車運転者に対して児童に対する保護意識を醸成し、より安全な通学路を確保するため

通学路を始め、通学児童が利用する生活道路及び周辺道路において、通行禁止違反等の各種

交通指導取締りを実施する。

項目 １ 生活道路等における人優先の安全・安心な （実施機関） 中部地方整備局、県道路

歩行空間の整備 維持課、警察本部交通部

細目 (3) 高齢者、障害者等の安全に資する歩行空間

等の整備

１ 計画の実施方針及び重点施策

高齢者や障害者等を含め、全ての人が安全に安心して参加し活動できる社会を実現するため、

駅、公共施設、福祉施設、病院等の周辺を中心に平坦（へいたん）性が確保された幅の広い

歩道等を積極的に整備する。

２ 計画の内容

（中部地方整備局、県道路維持課）

(1) 歩行者空間等の整備

歩行者及び自転車利用者の道路交通環境をより安全・安心なものとするため、歩行空間の

整備、改善及び自転車利用環境の整備等を推進する。

国道155号山口歩道整備ほか

一般県道名古屋豊山稲沢線 北名古屋市始め 80か所

（警察本部交通部）

(2) 高齢者対策の推進

高齢者の安全を確保するための通行禁止規制、高齢運転者等専用駐車区間の設置等の交通

規制のほか、道路標識・標示の整備、信号灯器のＬＥＤ化、視覚障害者用付加装置の整備を

推進する。
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項目 ２ 高速道路の更なる活用促進による生活道路 （実施機関）警察本部交通部、中日本高

との機能分化 速道路株式会社、愛知県道路公社、名古

屋高速道路公社

細目

１ 計画の実施方針及び重点施策

高規格幹線道路（自動車の高速交通の確保を図るために必要な道路で、全国的な自動車交通

網を構成する自動車専用道路であり、高速自動車国道及び一般国道の自動車専用道路で構成）

から生活道路に至る道路ネットワークを体系的に整備し、道路の適切な機能分化を推進する。

２ 計画の内容

高規格幹線道路等、事故率の低い道路の利用を促進するため、インターチェンジ等の増設に

よる利用しやすい環境を整備するとともに、生活道路においては、車両速度の抑制や通過交通

を排除し、歩行者、自転車中心の道路交通を形成する。

項目 ３ 幹線道路における交通安全対策の推進 （実施機関）中部地方整備局

細目 (1) 愛知県事故ゼロプランの推進

１ 計画の実施方針及び重点施策

交通安全に資する道路整備事業の実施に当たって、効果を科学的に検証しつつ、マネジメン

トサイクルを適用することにより、効率的・効果的な実施に努め、最少の予算で最大の効果を

獲得できるよう、次の手順により「愛知県事故ゼロプラン（事故危険区間重点解消作戦）」を推

進する。

２ 計画の内容

(1) 事故ゼロプランの取組

事故発生状況の分析結果と地元の声をもとに抽出した改善すべき道路構造に対し、重点対

策メニューの検討・対策を実施する。また、対策実施箇所に対して、事前・事後調査に基づ

く評価を行い、重点対策メニューの見直しを行うなど、継続的に改善を行う。

(2) ビッグデータの活用

交通事故対策について、ＥＴＣ2.0プロープデータ（ビッグデータ）を用いた科学的分析

により計画立案・評価・見える化を推進する。
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項目 ３ 幹線道路における交通安全対策の推進 （実施機関） 中部地方整備局、県道路

維持課、警察本部交通部

細目 (2) 事故危険箇所対策等の推進

１ 計画の実施方針及び重点施策

幹線道路において、特に、事故の発生割合の大きい幹線道路の区間や自動車の走行データを

活用し、潜在的な危険区間にも着目して事故危険箇所として指定し、公安委員会と道路管理者

が連携して重点的・集中的に事故抑止対策を実施する。対策の実施に際しては、交通事故の発

生状況や危険な運転行動の抑制状況に着目して、対策の立案・実施・効果検証・改善のＰＤＣ

Ａサイクルにより効率的・効果的な実施に努める。

２ 計画の内容

（中部地方整備局）

(1) 近年の事故データを基に、事故の発生割合の大きい区間とビッグデータ化したプローブ情

報※１の活用から抽出された潜在的な危険区間より2016年度に新たに選定した事故

危険箇所について、2020年度までに事故データの客観的な分析による事故原因の検証を実施

し、効果的な事故防止対策を実施する。

（県道路維持課）

(2) 事故危険箇所について、交通事故データや自動車の走行データに基づき、事故原因等を分

析し、交差点改良を推進するとともに、カラー舗装や路面標示等の事故抑制対策を推進する。

主要地方道あま愛西線 あま市始め 38か所

また、事故危険箇所対策を補完するために、計画期間内に道路交通の変化などにより新た

に生じる事故多発交差点を監視・抽出し、緊急事故多発交差点対策を機動的に実施する。

本年度は、2017年度に死傷事故が多発した交差点の対策を実施する。

一般国道248号 岡崎市 １か所

（警察本部交通部）

(3) 事故多発地点の重点的整備

交通事故が多発している交差点と路線を重点に、街頭活動の強化を図るほか、速度規制を

遵守させるための信号制御の見直しや信号交差点における多現示化などの信号機改良、交通

規制、交通安全施設の整備を実施するなど、必要な交通事故防止対策を推進する。

また、重大事故につながりやすい出合頭、側面衝突及び歩行者横断中の人身交通事故が多

発している交差点について、交通事故等の分析結果に基づき、道路交通環境の改善のほか、

交通指導取締りや広報啓発活動も含めた総合的な交通事故多発交差点対策（ＡＣＴ－45）を

推進する。
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項目 ３ 幹線道路における交通安全対策の推進 （実施機関）県道路維持課、警察本部交

通部、中日本高速道路株式会社、愛知県

道路公社、名古屋高速道路公社、中部地

細目 (3) 幹線道路における交通規制 方整備局

１ 計画の実施方針及び重点施策

交通需要実態に応じた総合的、抜本的な交通渋滞解消対策を推進する。

高速自動車国道等の安全を確保するため、交通の状況に応じた交通規制を実施する。

特に、異常気象、重大事故発生時等の交通事情の変化に対応した最高速度規制、通行禁止規

制を迅速かつ的確に実施する。

２ 計画の内容

(1) 幹線道路ネットワーク等の総合的交通管理の推進

幹線道路の交通実態に即していない交通規制の見直しを実施するとともに、交差点におけ

る適正な交通処理、中央分離帯開口部の閉鎖及び道路改良の促進の働き掛け等の諸対策を

講じ、幹線道路ネットワーク等の総合的交通管理を推進する。

(2) 道路法に基づく通行禁止又は制限

道路の損壊又は異常気象等により交通の危険が認められる場合及び道路に関する工事のた

めやむを得ないと認められる場合は、通行の禁止又は制限を実施する。

(3) 交通障害発生時における交通規制の実施

交通事故、交通渋滞等の交通障害が発生した場合は、二次障害を防止するため、その状況

に応じた交通規制を迅速かつ的確に実施し、交通情報板等による広報活動を行う。

(4) 道路交通渋滞の解消及び利用者へのサービスの向上等、より良い環境を整備する。

項目 ３ 幹線道路における交通安全対策の推進 （実施機関）中部地方整備局、県道路維

持課、警察本部交通部、中日本高速道路

細目 (4) 重大事故の再発防止 株式会社、愛知県道路公社、名古屋高速

道路公社

１ 計画の実施方針及び重点施策
交通死亡事故等の重大事故が発生した場合には、速やかに当該箇所の道路交通環境等の事故

発生の要因について調査するとともに、交通安全施設の整備等必要な措置を講じる。

２ 計画の内容
交通死亡事故等の重大事故が発生した場合、道路管理者と合同で現場点検、現地検討会（一

次点検）を実施し、その結果等を警察本部、警察署等と共有することにより、同様に道路交通
環境の改善を図るべき危険箇所を発見し、当該危険箇所において交通事故を防止するための予
防的措置を講じる「二次点検プロセス」を推進する。
また、道路管理者において進める「愛知県事故ゼロプラン」との連携を図り、計画的かつ効

果的な再発防止策を推進する。
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項目 ３ 幹線道路における交通安全対策の推進 （実施機関） 中部地方整備局、県都市

整備課、県道路建設課、中日本高速道路

細目 (5) 適切に機能分担された道路網の整備 株式会社、愛知県道路公社、名古屋高速

道路公社

１ 計画の実施方針及び重点施策

基本的な交通の安全を確保するため、高規格幹線道路から生活道路に至る道路ネットワーク

によって適切に機能が分担されるよう道路の体系的整備を推進するとともに、他の交通機関と

の連携強化を図る道路整備を推進する。

また、一般道路に比べて安全性が高い高規格幹線道路等へ交通の転換を促進し、死傷事故の

減少を図る。そのため、高規格幹線道路等のネットワークの整備の推進、都市高速道路のネッ

トワークの整備推進、渋滞対策、インターチェンジの増設等を実施し、高規格幹線道路等をよ

り利用しやすい環境の整備を推進する。

２ 計画の内容

（中部地方整備局）

＜高規格幹線道路等の自動車専用道の整備＞

一般国道474号三遠南信自動車道（佐久間道路・三遠道路）

Ｌ（延長）＝27.9km（県内14.5㎞）

近畿自動車道伊勢線 名古屋環状２号線（名古屋西～飛島）

Ｌ（延長）＝12.2km（県内12.2km）

一般国道247号西知多道路（東海ジャンクション）

Ｌ（延長）＝2.0km（県内2.0km）

＜バイパス及び環状道路の整備＞

一般国道23号名豊道路（豊橋東バイパス、豊橋バイパス、蒲郡バイパス、岡崎バイパス、

知立バイパス） Ｌ（延長）＝72.7㎞

一般国道41号（名濃バイパス（６車線化））Ｌ（延長）＝7.0㎞

一般国道153号（豊田北バイパス） Ｌ（延長）＝5.7km

一般国道155号（豊田南バイパス） Ｌ（延長）＝12.9㎞

一般国道302号（南部Ⅰ、南部Ⅱ、西南部、西北部、北部、東北部、東部、東南部）

Ｌ（延長）＝58.6km

（県都市整備課）

都市計画道路北尾張中央道 一宮市地内

都市計画道路名古屋半田線 東海市地内

都市計画道路名古屋津島線 あま市地内 等

（県道路建設課）

バイパス整備

一般国道247号西知多道路（(仮)常滑JCT～(仮)日長IC）常滑市、知多市地内

一般国道301号 豊田市地内

一般国道151号 新城市地内、豊川市地内

主要地方道瀬戸大府東海線 長久手市地内

主要地方道東三河環状線 豊橋市、豊川市地内 等

（愛知県道路公社）

＜地域高規格道路の整備＞

武豊北ＩＣ（仮称）の新設計画



- 14 -

りんくうＩＣ出口追加

＜道路ネットワーク全体の安全性の向上＞

知多半島道路において、ＥＴＣを活用した通勤時間帯の料金割引を実施することによって、

通勤時間帯の交通量をより多く分担させ、道路ネットワーク全体の安全性を向上させる。

（名古屋高速道路公社）

＜都市高速道路の整備＞

名二環西南部連絡路

＜道路ネットワーク全体の安全性の向上＞

都市高速道路の整備の推進、ＥＴＣを活用した料金施策等を図ることによって、より多く

の交通量を分担させることで、道路ネットワーク全体の安全性を向上させる。

項目 ３ 幹線道路における交通安全対策の推進 （実施機関）警察本部交通部、中日本高

速道路株式会社、愛知県道路公社、名古

細目 (6) 高速自動車国道等における事故防止対策の 屋高速道路公社

推進

１ 計画の実施方針及び重点施策

高速自動車国道等においては、緊急に対処すべき交通安全対策を総合的に実施する観点から、

交通安全施設等の整備を計画的に進めるとともに、渋滞区間における道路の改築事業、適切な

道路の維持管理、道路交通情報の提供等を積極的に推進し、安全水準の維持、向上を図る。

２ 計画の内容

（警察本部交通部）

(1) 逆走及び歩行者等による立入り事案対策の推進

高速自動車国道等における逆走及び歩行者等の立入り行為は、重大事故に直結しかねない

危険な行為であることから、道路管理者等と連携し、逆走及び歩行者等の立入り事案発生箇

所の現場点検を行うとともに、道路管理者に対して、誤進入防止のための標識や路面標示等

の整備を申し入れるほか、逆走や歩行者等の立入りの危険性に関する広報啓発活動及び交通

安全教育を推進する。

（中日本高速道路株式会社）

(2) 二次的交通事故防止対策の推進

車両故障若しくは交通事故により停止中の車両から降車し、又は車内にとどまった運転者

等が被害に遭う交通事故が後を絶たないことから、車両故障等で運転が困難となった場合の

避難や停止表示器材の表示等の措置について、広報啓発及び交通安全教育を推進する。

(3) 高速道路における安全かつ円滑な交通の確保及び道路構造保全のため、照明、高機能舗装、

防護柵改良、施設の改良等を各種集中工事等において実施する。

(4) 交通安全対策として、雨天時の交通事故防止や重大事故防止のため、高機能舗装・強化型

防護柵等の整備をするとともに、信頼性の高い道路の確保のため、既設橋梁の耐震補強や冬

期交通確保を推進する。

（愛知県道路公社）

(5) 交通安全対策として、交通事故防止のため、高機能舗装の整備を行うとともに、道路情報

板等の高機能化を行う。

（名古屋高速道路公社）

(6) 安全で円滑な自動車交通の確保及び道路構造保全のために、高機能舗装の整備等を進める。
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項目 ３ 幹線道路における交通安全対策の推進 （実施機関） 中部地方整備局、県都市

整備課、県道路維持課、県道路建設課

細目 (7) 改築による道路交通環境の整備

１ 計画の実施方針及び重点施策
交通事故の多発等を防止し、安全かつ円滑・快適な交通を確保するため、道路の交安事業及

び改築事業を強力に推進する。

２ 計画の内容
（中部地方整備局）
(1) 局部改良

一般国道153号（伊勢神改良） Ｌ（延長）＝2.4km
同 上 （平戸橋西交差点改良）
一般国道302号（松河戸北交差点事故対策）

（県都市整備課）
(2) 現道拡幅

都市計画道路瀬戸大府東海線 瀬戸市地内
都市計画道路豊田則定線 豊田市地内
都市計画道路伏見町線 清須市地内
都市計画道路西今宿東条線 あま市地内 等

（県道路維持課)
(3) 交差点改良

一般県道斉藤羽黒線 大口町始め 33か所

（県道路建設課）

(4) 現道拡幅

〈主な事業〉

一般国道155号 小牧市地内

一般国道301号 豊田市地内

主要地方道瀬戸大府東海線 大府市地内

主要地方道名古屋江南線 岩倉市地内 等

項目 ３ 幹線道路における交通安全対策の推進 （実施機関）県道路維持課、警察本部

交通部

細目 (8) 交通安全施設等の高度化

１ 計画の実施方針及び重点施策
交通の実態、道路の構造等に応じた交通の安全を確保するために、信号機や道路標識等の交

通安全施設の高度化を図る。

２ 計画の内容
（県道路維持課）
(1) 道路標識の高輝度化、高視認性区画線の整備等を推進する。
（警察本部交通部）
(2) 既設の信号機については、交通状況の変化に合理的に対応できるように、集中制御化、系
統化、プログラム多段化、多現示化等の高度化を図る。また、道路利用者の安全通行の確保
を図るため、信号灯器のＬＥＤ化を推進する。

(3) 交通事故多発路線における信号制御を見直し、制限速度の遵守を図る。
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項目 ４ 交通安全施設等整備事業の推進 （実施機関） 警察本部交通部

細目 (1) 交通安全施設等の戦略的維持管理

１ 計画の実施方針及び重点施策
交通安全施設等の老朽化対策が課題となっていることから、中長期的な視点に立った老朽施

設の更新、施設の長寿命化、ライフサイクルコストの削減などを推進する。

２ 計画の内容

交通安全施設等の維持管理・更新等を着実に推進するため、他の対策で代替可能な信号機の

撤去や交通規制の見直しと簡素合理化による道路標識の削減、信号灯器のＬＥＤ化等を積極的

に推進する。

また、交通安全施設の点検等により老朽化した交通安全施設の把握に努めるとともに、簡易

補修器材を活用した効率的な維持管理を推進する。

項目 ４ 交通安全施設等整備事業の推進 （実施機関） 中部地方整備局、県道路

維持課、警察本部交通部

細目 (2) 歩行者・自転車対策及び生活道路対策の推進

１ 計画の実施方針及び重点施策
生活道路において人優先の考えの下、ゾーン30等の車両速度の抑制、幹線道路への交通転換、

通過交通の抑制・排除等の面的かつ総合的な交通事故対策を推進するとともに、少子高齢社会
の進展を踏まえ、歩行空間のバリアフリー化及び通学路における安全・安心な歩行空間の確保
を図る。また、自転車利用環境の整備、無電柱化の推進等による歩行者・自転車の安全な通行
空間の確保を図る。

２ 計画の内容
（中部地方整備局）
(1) 歩行者空間・自転車走行空間等の整備

歩行者及び自転車利用者の道路交通環境をより安全・安心なものとするため、通学路等に
おける歩行空間の整備、改善及び市町村が策定する自転車ネットワーク計画と整合を図りな
がら自転車走行空間の整備等を推進する。

（県道路維持課）
(2) 歩行空間等の整備
ア 歩行者及び自転車利用者の安全で快適な通行を確保するため、歩道及び自転車道等の

整備を図る。

イ 歩行空間のバリアフリー対策として、歩道の段差、勾配等の改善等、高齢者、障害者等

に歩きやすい平坦で幅の広い歩道の整備を図る。

ウ 児童、幼児の通行の安全を確保するため、通学路等の整備を図る。

一般県道名古屋豊山稲沢線 北名古屋市始め 80か所

（警察本部交通部）

(3) 生活道路において、信号灯器のＬＥＤ化、視覚障害者用付加装置、高齢者等感応化等の
バリアフリー対応型信号機、道路標識の整備等、交通弱者に優しい道路環境の整備を推進する。
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項目 ４ 交通安全施設等整備事業の推進 （実施機関） 中部地方整備局、県道路

維持課、警察本部交通部

細目 (3) 幹線道路対策の推進

１ 計画の実施方針及び重点施策
幹線道路では交通事故が特定の区間に集中して発生していることから、事故危険箇所等の事

故の発生割合の大きい区間において重点的な交通事故対策を実施する。

２ 計画の内容
（中部地方整備局）
(1) 交差点のコンパクト化、路面標示、エスコートマーク等による減速・注意喚起対策、道
路照明、高輝度区画線による視認性確保等を行い、事故危険箇所対策等の推進を図る。

（県道路維持課）
(2) 右折車線の設置や交差形状の改良等の抜本的な交差点改良を推進するとともに、現道内で
の速効対策として、1.5車右折帯※２の確保や交差点のコンパクト化、カラー舗装や路面標示
などによるドライバーへの注意喚起対策を行う。

（警察本部交通部）
(3) 交通実態に応じた交通規制の見直し等により、道路標識・標示の整備を推進するとともに、
信号灯器のＬＥＤ化を積極的に推進する。

項目 ４ 交通安全施設等整備事業の推進 （実施機関） 中部地方整備局、県道路

維持課、県道路建設課、警察本部交通部

細目 (4) 交通円滑化対策の推進

１ 計画の実施方針及び重点施策
安全で円滑な道路交通環境を確保するため、交差点の立体化、開かずの踏切の解消、右折車

線の整備や信号機の改良等を推進するほか、駐車対策を実施することにより、交通容量の拡大
を図り、交通の円滑化を推進する。

２ 計画の内容
（中部地方整備局）
(1) 交通事故対策として右折車線の整備等の交差点改良を行い、円滑化に寄与する。
（県道路維持課・県道路建設課）
(2) 交差点の立体化、右折車線の整備等の交差点改良を推進する。

交差点の立体化 一般国道151号 豊川市地内（宮下立体）
交差点改良 一般県道斉藤羽黒線 大口町始め 33か所

（警察本部交通部）
(3) 交通に関する情報の収集・分析及び伝達並びに信号機の操作を広域的かつ総合的に行うた

め、交通管制エリアの拡大等交通管制システムの充実・高度化を図る。

(4) 幹線道路において、交通の変動実態を的確に把握し、予想される変動に対応した信号制御

を行うため、系統化、半感応化、多現示化等の信号機の高度化を図る。

また、交通流の変動にきめ細かく対応した信号制御等を可能とする交通管制システムの高

度化の推進を図る。

(5) 安全で円滑な交通の確保を図るため交通監視カメラ、交通情報板等の整備を図る。

(6) 違法駐車抑止システム等の運用

違法駐車抑止システム 中警察署管内の主な交差点に９基を運用

交通監視カメラ 県内に72基を運用
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項目 ４ 交通安全施設等整備事業の推進 （実施機関） 中部地方整備局、警察本

部交通部

細目 (5) 高度道路交通システム（ＩＴS）の推進による

安全で快適な道路交通環境の実現

１ 計画の実施方針及び重点施策

交通事故、交通渋滞、環境汚染等の道路交通問題を解決し、安全・快適な道路環境を実現す

るため、信号機の高度化、交通管制センターの高度化等の推進を図るとともに、情報収集・提

供環境の拡充等により、道路交通情報提供の充実等の推進を図る。

２ 計画の内容

（中部地方整備局）

(1) 統合道路管理情報センターを活用し、情報収集・提供を行う。

(2) 道路情報板の設置（交通情報板の設置）

新設 ２か所

(3) 道路監視用カメラの設置

新設 12か所、更新 一式

（警察本部交通部）

(4) 交通管制センターの高度化、集中制御エリアの拡大、交通管制システムの拡充等を図り、

交通の実態に的確に対応した交通管制を行う。

ア 集中制御機の拡大及び更新

千種区覚王山交差点始め 100交差点

イ 交通監視カメラの更新

国道153号始め ６か所

ウ 交通管制センターの高度化

本部センター、都市センター等

項目 ４ 交通安全施設等整備事業の推進 （実施機関） 中部地方整備局、県道路

維持課、県教委保健体育課、警察本部

細目 (6) 道路交通環境整備への住民参加の促進 交通部

１ 計画の実施方針及び重点施策

地域住民や道路利用者の主体的な参加の下に、交通安全施設等の点検を行う交通安全総点検

を積極的に推進するとともに、標識ＢＯＸ、信号機ＢＯＸ等を活用して、道路利用者等からの

意見を道路交通環境の整備に反映する。

２ 計画の内容

（県道路維持課・県教委保健体育課・警察本部交通部）

(1) 交通安全総点検の実施
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地域住民、学校、県警、県市町村の道路管理者が協力して、交通安全総点検や通学路交通

安全プログラムに基づく合同点検を実施するとともに、ＰＤＣＡサイクルを構築し、対策の

立案・実施・効果の把握・改善の取組を継続的に実施する。

（中部地方整備局・県道路維持課）

(2) 住民の意見の道路交通環境整備への反映

標識ＢＯＸに寄せられる道路利用者の意見を道路交通環境の整備に反映する。

（警察本部交通部)

(3) 住民等からの意見を反映した交通安全施設の整備

標識ＢＯＸ等による意見・要望に対しては、現場調査等を行い、その措置について要望者

に対して説明を行うなど、住民等の意見を反映した交通安全施設の整備を推進する。

項目 ４ 交通安全施設等整備事業の推進 （実施機関） 中部地方整備局、県道路

維持課、警察本部交通部

細目 (7) 連絡会議等の活用

１ 計画の実施方針及び重点施策

警察と道路管理者等により連絡会議を組織し、学識経験者等の意見を聞き、相互連携の下で、

施策の企画、評価、進行管理等に関して協議を行い、的確かつ着実に安全な道路交通環境の実

現を図る。

２ 計画の内容

中部地方整備局の愛知県道路交通環境安全推進連絡会議、警察本部の交通死亡事故抑止対策

アドバイザー会議、県道路維持課の愛知県交通安全対策推進連絡会議により、相互の連携を図

り、交通事故対策を推進する。

項目 ５ 歩行者空間のバリアフリー化 （実施機関） 中部地方整備局、県道路

維持課、警察本部交通部

細目

１ 計画の実施方針及び重点施策

高齢者や障害者等を含めた全ての人が安全に、安心して活動できる社会を実現するため、駅、

公共施設、福祉施設、病院等の生活関連施設を結ぶ経路の歩行空間のバリアフリー化を推進する。

２ 計画の内容

（中部地方整備局）
(1) 歩行者空間の整備

歩行者の道路交通環境をより安全・安心なものとするため、歩行空間の整備、改善を推進

する。
（県道路維持課）
(2) 歩行空間のバリアフリー化

一般国道155号 瀬戸市始め ９か所
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（警察本部交通部）
(3) 視覚障害者用付加装置、高齢者等感応化等のバリアフリー対応型信号機、エスコートゾー

ン等の整備を推進する。

項目 ６ 無電柱化の推進 （実施機関） 中部地方整備局、県道路
維持課、県都市整備課

細目

１ 計画の実施方針及び重点施策
歩道の幅員の確保や、歩行空間のバリアフリー化等により歩行者の安全を図るため、安全で快

適な通行空間の確保、道路の防災性の向上、良好な景観の形成、情報通信ネットワークの信頼性
の向上、観光振興の観点から、無電柱化を推進する。

２ 計画の内容
（中部地方整備局）
(1) 電線共同溝の整備

一般国道１号（豊橋市地内） Ｌ（延長）＝1.3km
一般国道１号（岡崎市地内） Ｌ（延長）＝2.2km
一般国道22号（一宮市地内） Ｌ（延長）＝0.4km 等

（県道路維持課）
(2) 電線共同溝の整備

一般県道花蔵寺花ノ木線 西尾市内 0.32km
一般県道岡崎幸田線 岡崎市内 0.4km 等

（県都市整備課）
(3) 電線共同溝の整備

都市計画道路刈谷知立線 刈谷市地内 0.5km 等

項目 ７ 効果的な交通規制の推進 （実施機関） 警察本部交通部

細目

１ 計画の実施方針及び重点施策
地域の交通実態等を踏まえ、交通規制や交通管制の内容について常に点検・見直しを図ると

ともに、交通事情の変化を的確に把握してソフト・ハード両面での総合的な対策を実施するこ
とにより、安全で円滑な交通流の維持を図る。

２ 計画の内容
速度規制について、最高速度規制が交通実態に合った合理的なものになっているかどうかの

観点から、点検・見直しを進めることに加え、一般道においては、実勢速度、交通事故発生状
況等を勘案しつつ、規制速度の引上げ、規制理由の周知等の措置を計画的に推進し、生活道路
においては、速度抑制対策を積極的に推進する。
駐車規制について、駐車需要への対応が十分でない場所を中心に、地域住民等の意見要望を

十分に踏まえた上で、道路環境、交通量、駐車需要等に即応したきめ細やかな駐車規制を推進する。

また、訪日外国人が増加を続けていることや、2020年東京オリンピック・パラリンピック

競技大会の開催を控えていることを踏まえ、規制標識「一時停止」等の新設又は更新に際して

は、英字を併記したものの整備を確実に推進する。
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項目 ８ 自転車利用環境の総合的整備 （実施機関） 中部地方整備局、県道路

維持課、警察本部交通部

細目 (1) 安全で快適な自転車利用環境の整備

１ 計画の実施方針及び重点施策
自転車活用促進法に基づき、クリーンかつエネルギー効率の高い持続可能な都市内交通体系

の実現に向け、自転車の役割と位置付けを明確にし、自動車から自転車への転換を促進する。
また、自転車道や普通自転車専用通行帯、自転車の通行位置を示した道路等の自転車走行空

間ネットワークの整備により、自転車利用環境の総合的な整備を推進する。
また、自転車通行の安全性を向上させるため、普通自転車専用通行帯の設置区間や自転車と

自動車を混在させる区間では、周辺の交通実態等を踏まえ、必要に応じて、駐車禁止又は駐停
車禁止の規制を実施する。併せて、普通自転車専用通行帯をふさぐなど悪質性、危険性、迷惑
性の高い違法駐停車車両については、取締りを積極的に実施する。
各地域において道路管理者や警察などの関係機関が、自転車ネットワークの作成や道路空間

の整備、通行ルールの徹底を図るために「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」
（2016年７月一部改定。国土交通省・警察庁）の周知を図り、さらに、自転車を共同で利用す
るコミュニティサイクルなどの自転車利用促進策やルール・マナーの啓発活動などのソフト施
策を積極的に推進する。

２ 計画の内容
（中部地方整備局）
(1) 自転車走行空間の整備
「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」に基づき、市町村が策定する自転車ネッ
トワーク整備計画と整合を図りながら、自転車走行空間の整備を進める。

（県道路維持課・警察本部交通部）
(2) 自転車走行空間の整備

大規模自転車道の整備や、市町村が策定する自転車ネットワーク計画に基づく自転車走行
空間の整備を進める。
主要地方道豊橋湖西線 豊橋市始め 10か所

項目 ８ 自転車利用環境の総合的整備 （実施機関） 県交通対策課

細目 (2) 自転車等の駐車対策の推進

１ 計画の実施方針及び重点施策
自転車等の駐車対策については、鉄道の駅周辺等における放置自転車等の問題の解決を図る

ため、市町村、道路管理者、警察、鉄道事業者等と適切な協力関係を保持し、地域の状況に応
じ、放置自転車クリーンキャンペーン等により、駅前広場及び道路に放置されている自転車等
の整理・撤去等の推進を図る。

【放置自転車の実態】 （2018年度調査）

駐車台数 駐車場利用台数 放置台数 放置率

251,898台 239,389台 12,509台 5.0％

２ 計画の内容
自転車駐車対策の実態調査を行うとともに、関係行政機関等の連絡調整を密にし、自転車利

用者のマナーの向上を図るための啓発活動を実施する。
・ 自転車駐車等に関する実態調査の実施
・ 放置自転車クリーンキャンペーンの実施
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項目 ９ 高度道路交通システムの活用 （実施機関） 東海総合通信局、中部地

方整備局、警察本部交通部、中日本高速

細目 (1) 道路交通情報通信システムの整備 道路株式会社、愛知県道路公社、名古屋

高速道路公社

１ 計画の実施方針及び重点施策
道路交通情報に対する道路利用者のニーズは、高度化・多様化してきており、情報板、情報

ターミナル等、道路交通情報システムの高度化が求められている。
このような道路交通を巡る諸問題や利用者ニーズに対応するためには、量的な道路及び道路

関連施設の整備を進めるとともに、道路の利用率を高める対応が必要である。
このため、道路交通情報を収集、処理及び編集して車載器との通信により個々の車両に道路

情報を直接かつリアルタイムに提供し、ドライバーが的確に情報の活用を行うことができる道
路交通情報通信システム（ＶＩＣＳ※３）の整備と高度化を図る。
安全で円滑な道路交通を確保するため、リアルタイムな渋滞情報、所要時間、規制情報等の

道路交通情報を提供するＶＩＣＳの整備・拡充を推進するとともに、高精度な情報提供の充実
及び対応車載器の普及を図る。
また、より高精度な道路交通情報の収集・提供のため、光ビーコン※４、ＥＴＣ2.0※５等のイ

ンフラの整備を推進するとともに、インフラからの情報を補完するものとして、ＶＩＣＳ車載
器を活用した自動車からの情報（プローブ情報※1）の収集等について産・学・行政の連携の下、
実現を図る。

２ 計画の内容
(1) 安全で円滑な道路交通を確保するため、渋滞情報、所要時間、規制情報等の道路交通情報
をドライバーに対して、リアルタイムに提供するＶＩＣＳの高度化を推進する。

(2) ＶＩＣＳを活用し、精度の高い交通情報をドライバーに提供するための情報収集提供装置
等の運用を行う。

(3) 1997年４月24日からビーコン送信機の運用をしている。本年度も情報提供内容等の検討・

改良を引き続き行う。

項目 ９ 高度道路交通システムの活用 （実施機関） 警察本部交通部

細目 (2) 新交通管理システムの推進

１ 計画の実施方針及び重点施策
最先端の情報通信技術を用いて総合交通管理を目指すとともに、交通の安全、円滑、快適性

を確保するための新交通管理システムの整備を推進する。

２ 計画の内容
交通管制センターの高度化、集中制御エリアの拡大、交通管制システムの拡充等を図り、

交通の実態に的確に対応した交通管制を行う。
(1) 集中制御機の拡大及び更新

千種区覚王山交差点始め 100交差点
(2) 交通監視カメラの更新

国道153号始め ６か所
(3) 交通管制センターの高度化

本部センター、都市センター等
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項目 ９ 高度道路交通システムの活用 （実施機関） 東海総合通信局、警察本

部交通部

細目 (3) 交通事故防止のための運転支援システムの

推進

１ 計画の実施方針及び重点施策

安全運転支援システム（ＤＳＳＳ※６）の検証を行い、その高度化を図る。

２ 計画の内容

右左折時歩行者横断見落とし防止システム及び追突防止・信号見落とし防止システムの実証

実験を継続し、効果的なサブシステムの在り方等について検証を行い、その高度化を図る。

項目 ９ 高度道路交通システムの活用 （実施機関）中部地方整備局、中日本高
速道路株式会社、名古屋高速道路公社

細目 (4) ETC2.0の推進

計画の実施方針及び重点施策
ＥＴＣの通信技術をベースとしたＥＴＣ2.0※５サービスの普及・促進を官民一体となって展開

するとともに、ＥＴＣ2.0を利用した渋滞回避支援、安全運転支援、災害時の支援といった情報
提供サービスを充実する。

項目 ９ 高度道路交通システムの活用 （実施機関） 中部運輸局、警察本部

交通部

細目 (5) 道路運送事業に係る高度情報化の推進

計画の実施方針及び重点施策

環境に配慮した安全で円滑な自動車の運行を実現するため、道路運送事業においてＩＴＳ※７技

術を活用し、公共交通機関の利用促進や物流の効率化を進める。

項目 10 交通需要マネジメントの推進 （実施機関） 中部運輸局、県交通対策

課、警察本部交通部

細目 (1) 公共交通機関利用の促進

１ 計画の実施方針及び重点施策

道路交通の混雑が著しい一部の道路について、バス専用・優先レーンの設定を推進するほか、

鉄道、バス等、公共交通機関の確保・維持を図るための施策を展開する。

また、クルマ（自家用車）と公共交通、自転車、徒歩などをかしこく使い分けるライフスタ

イルである「エコ モビリティ ライフ」（以下「エコモビ」という。）を県民運動として推進する。

そのため、エコモビの実践を呼び掛ける普及啓発活動に取り組むとともに、エコ通勤への

転換やパークアンドライドの普及を促進するなど、公共交通機関への転換を図る。

２ 計画の内容

（中部運輸局）
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(1) 地域公共交通確保維持改善事業等に基づき、陸上交通、離島航路等の確保・維持を支援する。

（県交通対策課）

(2) エコモビの普及・定着を目的として、県民への意識啓発活動を行うとともに、県内事業所

を対象に、エコ通勤への転換を促進するためのエコモビ実践キャンペーンを実施する。

（警察本部交通部）

(3) 交通混雑が著しい道路について、必要に応じ、バス専用・優先レーンの設置を推進すると

ともに、現在設置しているバス専用レーン等について、バスの運行状況、渋滞状況等に応じ、

見直しを図る。

項目 10 交通需要マネジメントの推進 （実施機関） 警察本部交通部

細目 (2) 自動車利用の効率化

１ 計画の実施方針及び重点施策

貨物自動車の積載率の向上等により効率的な自動車利用を推進するため、共同配送システムの構

築等による物流の効率化等の促進を図る。

２ 計画の内容

交通情報板、光ビーコン※４等を活用して、交通渋滞状況、迂回道路、所要時間等の交通情報

をタイムリーに提供し、交通の分散・誘導を図る。

項目 11 災害に備えた道路交通環境の整備 （実施機関） 中部地方整備局、県道路

維持課

細目 (1) 災害に備えた道路の整備

１ 計画の実施方針及び重点施策

地震・津波、豪雨等・豪雪異常気象による災害が発生した場合においても、社会機能を維持

し、安全で安心な生活を支える道路交通を確保するため、「愛知県地域強靱化計画」及び「第３

次あいち地震対策アクションプラン」に基づき、被災地の救援・救護活動や緊急物資輸送に不

可欠な緊急輸送道路等の通行の確保に向け、橋梁の耐震補強、無電柱化及び落石等危険箇所に

おける法面対策などの道路防災対策を推進する。

２ 計画の内容

（中部地方整備局）

(1) 道路構造物の耐震補強

国道１号、19号、22号、23号、41号、153号、155号、302号

(2) 法面等防災対策

国道153号

(3) 道路法第37条に基づく電柱の道路占用の禁止

国道１号、19号、22号、23号、41号、153号、155号、302号

（県道路維持課）

(4) 橋梁の耐震補強

尾濃大橋（一般県道大垣江南線）始め15橋
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(5) 無電柱化

一般県道花蔵寺花ノ木線（西尾市） Ｌ（延長）＝0.32km

一般県道岡崎幸田線（岡崎市） Ｌ（延長）＝0.4km 等

(6) 落石等危険箇所対策

一般国道151号（豊根村）始め 13路線

(7) 道路法第37条に基づく電柱の道路占用の禁止

県が道路法に基づいて管理する緊急輸送道路（136路線）

項目 11 災害に備えた道路交通環境の整備 （実施機関） 警察本部交通部

細目 (2) 災害に強い交通安全施設等の整備

１ 計画の実施方針及び重点施策

地震、豪雨、豪雪等による災害が発生した場合の、安全な道路交通の確保に向けた交通管制

センターを始めとした交通安全施設の整備と、通行禁止等の交通規制の迅速かつ効果的な実施

に向けた交通規制資機材の整備を推進する。

２ 計画の内容

交通監視カメラ、交通情報板等の交通管制機器の整備を推進するほか、災害発生時の停電に

起因する信号機の機能停止による混乱を防止するため、信号機電源付加装置及び同接続箱の整

備を推進する。

項目 11 災害に備えた道路交通環境の整備 （実施機関） 中部地方整備局、警察本

部交通部

細目 (3) 災害発生時における交通規制

１ 計画の実施方針及び重点施策

災害発生時においては、被災地域への車両の流入抑制を行うとともに、被害状況を把握した

上で、「災害対策基本法」（昭和36年法律第223号）の規定に基づく通行禁止等の必要な交通規制

を迅速かつ的確に実施する。

２ 計画の内容

（中部地方整備局）

(1) 災害時における放置車両等の移動

災害時に緊急車両の通行を確保する緊急の必要がある場合、区間を指定して、道路管理者

自ら放置車両等の移動を実施する。

（警察本部交通部）

(2) 災害時における緊急交通路の確保

災害発生時等には、高速道路を始め、災害応急対策に必要な路線を指定し、緊急交通路と

して交通規制を実施する。

(3) 交通規制計画等に基づく各種訓練の実施

関係機関と緊密に連携し、緊急通行車両確認標章の交付、交通検問所の設置、信号機の滅
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灯対策、広域緊急援助隊（交通部隊）の運用等について、交通規制計画等に基づき、総合的

かつ実践的な訓練を実施する。

(4) 南海トラフ巨大地震等における被害想定等を踏まえ、関係機関と連携し、道路交通環境の

変化に即した広域的な交通規制計画の見直しを行う。

項目 11 災害に備えた道路交通環境の整備 （実施機関） 中部地方整備局、県道路

維持課、警察本部交通部

細目 (4) 災害発生時における交通情報提供の充実

１ 計画の実施方針及び重点施策

災害発生時において、道路の被災状況や道路交通状況を迅速かつ的確に情報収集し、緊急交

通路の確保及び交通情報の提供等を実施する。

２ 計画の内容

（中部地方整備局）

(1) 情報連絡員（リエゾン）及び緊急災害対策派遣隊（ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ）等を派遣し、被

災地方公共団体等が行う被害状況の迅速な把握、被害の発生及び拡大の防止、被災地の早期

復旧その他被害応急対策に対する支援を行うとともに、緊急車両の通行を確保するため関係

機関と調整を図りつつ、道路啓開を実施する。また、道路情報提供装置等の整備拡充を推進

する。

（県道路維持課）

(2) 災害発生時における道路の被災状況の的確な情報収集を行い、日本道路交通情報センター

等を通じて情報提供を行う。

（警察本部交通部）

(3) 大規模災害発生時において、リアルタイムな交通情報の提供により交通の分散、誘導を

促し、交通の安全と円滑を図るため、交通情報板等の整備・拡充を図る。

項目 12 総合的な駐車対策の推進 （実施機関） 警察本部交通部

細目 (1) きめ細かな駐車規制の推進

１ 計画の実施方針及び重点施策

地域住民等の意見要望等を十分に踏まえつつ、駐車規制の点検・見直しを実施するとともに、

物流の必要性や自動二輪車の駐車需要等にも配意し、地域の交通実態等に応じた規制の緩和を

行うなど、きめ細かな駐車規制を推進する。

２ 計画の内容

時間、曜日、季節等による交通流・量の変化等の時間的視点と、道路の区間（片側）ごとの

交通環境や道路構造等の場所的視点の両面から、個々の道路の機能と区域の特性に十分配意し

た上で個々の交通実態等を確実に把握して駐車規制の見直しを行う。



- 27 -

項目 12 総合的な駐車対策の推進 （実施機関） 警察本部交通部

細目 (2) 違法駐車対策の推進

１ 計画の実施方針及び重点施策

(1) 地域の実態に応じた駐車監視員活動ガイドラインの策定

違法駐車の取締りについては、地域の駐車実態、地域住民の意見・要望等に即した「駐車

監視員活動ガイドライン」を警察署ごとに策定・公表し、当該ガイドラインに基づいた悪質

性・危険性・迷惑性の高い駐車違反に重点を置いた取締りを推進する。

駐車監視員活動ガイドラインについては、常に警察署管内における違法駐車実態を反映し

たものになるように定期的な見直しを行う。

(2) 駐車違反に対する責任追及の徹底

駐車監視員による放置車両の確認等に関する事務の適切かつ円滑な運用、悪質な運転者に

対する責任追及の徹底、放置違反金制度による使用者責任の追及等に努めることにより、地

域の駐車秩序の確立を図る。

２ 計画の内容

(1) 駐車監視員による適正かつ効果的な確認事務の推進

駐車実態に応じた駐車監視員の効果的運用を図るとともに、指導を徹底して適正かつ円滑

な確認事務を推進する。

(2) 使用者に対する責任の追及の徹底

ア 車両使用制限命令制度の推進

６か月以内に同一車両について一定回数以上繰り返して放置違反金納付命令を受けた者

に対しては、３か月を超えない範囲内の車両使用制限処分を推進する。

イ 放置違反金の未納付者に対する納付の推進

放置違反金の納付命令を受けた者が、期限を経過しても納付しないときは、督促状による

督促、催促状・電話・訪問による催促、差押予告状の発送、滞納処分の執行により徴収する。

ウ 放置違反金収納事務の委託

2018年１月から導入を開始した放置違反金収納事務の（コンビエンスストア等）委託に

より、放置違反金の納付率の向上を図る。

項目 12 総合的な駐車対策の推進 （実施機関） 県都市計画課

細目 (3) 駐車場等の整備

１ 計画の実施方針及び重点施策

都市部における道路混雑を緩和し、安全かつ円滑な道路交通を確保するとともに、中心市街

地の活性化を図るため、必要な自動車駐車場の整備計画を検討する。

２ 計画の内容

駐車場整備計画の策定、駐車場条例の制定等について協力、支援を行う。

(1) 駐車場整備地区

自動車交通が著しくふくそうする地区で、道路の効用を保持し、円滑な道路交通を確保す

る必要があると認められる区域として都市計画で定めた地区。



- 28 -

・ 決定済み市町村（2019年１月末現在） 11市

名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、刈谷市、豊田市、

安城市、小牧市

(2) 駐車場整備計画

駐車場整備地区における駐車場の需要及び供給の現況及び将来の見通しを勘案し、その地

区における駐車場の整備に関する計画を定めるもの。

・ 策定済み市町村（2019年１月末現在） ９市

名古屋市、豊橋市、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、豊田市、安城市、小牧市

(3) 駐車場条例

駐車需要を発生させる建築物の建築主に対し、条例により建築の規模に応じた駐車施設の

設置を義務付ける制度

・ 制定済み市町村（2019年１月末現在）10市

名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、春日井市、豊田市、安城市、小牧市、

豊明市

項目 12 総合的な駐車対策の推進 （実施機関） 警察本部交通部

細目 (4) 違法駐車を排除しようとする気運の醸成・高

揚

１ 計画の実施方針及び重点施策

違法駐車の排除及び自動車の保管場所の確保等に関し、県民への広報啓発活動を行うととも

に、関係機関・団体等との緊密な連携により、違法駐車防止気運の醸成・高揚を図る。

２ 計画の内容

違法駐車防止気運の醸成

報道機関、地域交通安全活動推進委員等の協力を得て、違法駐車に起因する交通事故の実態、

交通渋滞の状況等違法駐車の悪質性・危険性・迷惑性に関する広報啓発活動を効果的に展開し、

違法駐車の排除に向けた気運の醸成を図る。

項目 12 総合的な駐車対策の推進 （実施機関） 中部地方整備局、警察本

部交通部

細目 (5) ハード・ソフト一体となった駐車対策の推進

１ 計画の実施方針及び重点施策

違法駐車により安全で円滑な道路環境が阻害されている都心部の違法駐車問題は、地元を始

め、関係機関、団体等と連携して、路外駐車場の整備促進、貨物の積み卸しのための停車帯の

設置、駐車場案内システムや駐車誘導システムの整備等を行うほか、パーキングメーター等の

有効な運用等、駐車の効用にも配意した駐車規制の見直しを積極的に推進する。

繁華街における違法駐車対策については、深夜時間帯にも駐車監視員を投入するなど違法駐

車の取締りを継続的に実施するとともに、道路管理者と連携し、歩道への乗り上げ防止対策や

道路の狭隘化などハード・ソフト一体となった駐車対策を推進し、交通環境の一層の改善を図る。
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２ 計画の内容

（中部地方整備局）

(1) 関係機関と連携しつつ、対策後の交通実態の変化等、状況把握に努める。

（警察本部交通部）

(2) 違法駐車の排除に向けた道路環境整備の働き掛け

ア 道路管理者に対しては、歩道へのガードレールの設置等歩道上への乗り上げ防止措置等

の違法駐車排除に向けた道路改良の働き掛けを行い、人優先の道路環境の整備に努める。

イ 自治体、道路管理者等と連携し、地域における駐車問題を協議・検討して、各種の駐車

対策を推進するほか、自治体に対する自動二輪車等の収容可能な駐車場の整備を含めた駐

車場附置義務条例の制定及び公共駐車場の整備等について積極的な働き掛けを行う。

項目 13 道路交通情報の充実 （実施機関） 東海総合通信局、中部地

方整備局、県道路維持課、警察本部交通

細目 (1) 情報収集・提供体制の充実 部、中日本高速道路株式会社、愛知県道

路公社、名古屋高速道路公社

１ 計画の実施方針及び重点施策
多様化する道路利用者のニーズに応えて道路利用者に対し必要な道路交通情報を提供するこ

とにより、安全かつ円滑な道路交通を確保するため、光ファイバーネットワーク等の新たな情
報技術を活用しつつ、光ビーコン※４、交通監視カメラ、車両感知器、交通情報板、道路情報提
供装置等の整備による情報収集・提供体制の充実を図るとともに、交通管制エリアの拡大等の
交通管制システムの充実・高度化を図るほか、交通規制情報のデータベース化を推進する。
また、高度道路交通システム（ＩＴＳ※７）の一環として、運転者に渋滞状況等の道路交通情

報を提供する道路交通情報通信システム（ＶＩＣＳ※３）やＥＴＣ2.0※５の整備・拡充を積極的
に図ることにより、交通の分散を図り、交通渋滞を解消し、交通の安全と円滑化を推進する。
また、収集した情報は、情報処理装置により処理し、道路利用者に対し、ＶＩＣＳ、路側通

信、日本道路交通情報センター、ロードテレフォン、道路情報板、ハイウェイラジオ・ハイウ
ェイテレホン等により迅速かつ的確に情報提供を行う。

２ 計画の内容
（東海総合通信局）
(1) 道路交通情報通信システム（ＶＩＣＳ）やＥＴＣ2.0の普及促進

ＩＴＳの一環として、運転者に渋滞状況等の道路交通情報を提供するＶＩＣＳやＥＴＣ2.0
の普及促進を図る。

(2) コミュニティ放送局の普及促進
コミュニティ放送局は、市町村の一部地域を対象に行うＦＭ放送局である。カーラジオ等

のＦＭラジオを通じて、地域住民や観光客等へ当該地域に密着したきめ細かな道路交通情報
の提供が可能なコミュニティ放送局の普及促進を図る。

（中部地方整備局）
(3) 道路情報の収集等

危険箇所、道路工事等に伴う道路障害を把握するとともに、道路パトロールカー、凍結検

知機、ＩＴＶカメラ（監視カメラ）、道路情報モニター、ＲＯＡＤパートナー※９、ロードセー

フティステーション※10等を活用して道路状況の常時把握に努め、通行規制、う回路の設定

など必要な措置を行う。

また、道路利用者に対し、道路情報板により、迅速かつ的確に情報提供を行う。
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（県道路維持課）

(4) 道路情報の収集・提供

道路パトロールにより道路状況の常時把握に努め、危険箇所、道路工事等に伴う道路障害

を把握するとともに、通行規制、う回路の設定など必要な処理を行う。

また、道路情報システム※11を用いて、迅速な道路情報収集・共有を行う。

（警察本部交通部）

(5) 道路交通情報の収集・提供

交通管制センターの機能を活用して交通事故、交通渋滞等の交通障害の情報を迅速かつ的

確に収集する。

収集した情報は、交通情報板、光ビーコン等により道路利用者にリアルタイムに提供して、

交通の分散誘導等を行うとともに、（公財）日本道路交通情報センターや、報道関係機関等

との連携を強化して迅速かつ的確な情報提供に努める。

（中日本高速道路株式会社）

(6) 高速道路における道路交通情報の充実

高速道路を利用するドライバーに対し、より正確で広域的な情報を即時に提供するため、

道路情報板、ハイウェイラジオ・ハイウェイテレホン、ハイウェイ情報ターミナル等で分か

りやすい情報を提供する。そのため、日本道路交通情報センターを中心とする情報提供機関

の活動の充実、車両感知器、情報板等、既存の情報収集・提供装置、広報媒体の活用等によ

り、情報提供サービスの充実を図るとともに、パトロール等による情報収集・提供の強化に

努める。

また、高速道路利用前でも交通情報を確認し、出発時間、走行ルート、休憩など走行計画

に役立てていただけるように、インターネットを活用し、パソコンや携帯電話、スマートフ

ォン等を通じて、通行止めや渋滞などの最新交通情報について、24時間提供を実施する。

・ 道路情報板（所要時間専用情報板）

主要インターまでの現在所要時間（本線通過時間）を提供する。

設置場所（県内）

東名高速道路 豊川ＩＣ～三ヶ日ＩＣ間（上り）

岡崎ＩＣ～音羽蒲郡ＩＣ間（上り）

東名三好ＩＣ～豊田ＩＣ間（上り）

名古屋ＩＣ～東名三好ＩＣ間（上り）

春日井ＩＣ～名古屋ＩＣ間（上り）

小牧ＩＣ～小牧ＪＣＴ間（上り）

豊川ＩＣ～音羽蒲郡ＩＣ間（下り）

岡崎ＩＣ～豊田ＩＣ間（下り）

豊田ＩＣ～東名三好ＩＣ間（下り）

東名三好ＩＣ～名古屋ＩＣ（下り）

名古屋ＩＣ～春日井ＩＣ間（下り）

小牧ＪＣＴ～小牧ＩＣ間（下り）

名神高速道路 一宮ＩＣ～小牧ＩＣ間（上り）

小牧ＩＣ～一宮ＩＣ間（下り）

一宮ＩＣ～一宮ＪＣＴ間（下り）

東名阪自動車道 七宝ＴＢ～蟹江ＩＣ間（下り）

名古屋第二環状自動車道 上社ＪＣＴ～上社ＩＣ間（下り）
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楠ＩＣ～勝川ＩＣ間（上り）

勝川ＩＣ～楠ＩＣ間（下り）

大治南ＩＣ～大治北ＩＣ間（上り）

新東名高速道路 豊田東ＪＣＴ～岡崎東ＩＣ間（上り）

岡崎東ＩＣ～豊田東ＪＣＴ間（下り）

・ 図形時間情報板

主要インターまでの所要時間（本線通過時間）とその他の道路交通情報（通行止め、渋

滞、事故等）を帯表示で提供する。

設置箇所（県内）

東名高速道路 音羽蒲郡ＩＣ～岡崎ＩＣ間（下り）、岡崎ＩＣ～豊田ＪＣＴ間（下り）

東海環状自動車道 豊田松平ＩＣ～豊田東ＪＣＴ（外回り）

伊勢湾岸自動車道 豊田南ＩＣ～豊田ＪＣＴ（上り）

また、名古屋高速環状線までの所要時間（本線通過時間）とその他の道路交通情報（通

行止め、渋滞、事故）を帯表示で提供する。

設置箇所（県内）

中央自動車道 小牧東ＩＣ～小牧ＪＣＴ間（下り）

伊勢湾岸自動車道 豊明ＩＣ～名古屋南ＪＣＴ（下り）

・ 休憩施設混雑情報板

休憩施設の駐車場の混雑状況を文字表示（満車、混雑、空き有）により提供する。

設置場所（県内）
東名高速道路 上郷ＳＡ（下り）、東郷ＰＡ（下り）、守山ＰＡ（下り）
新東名高速道路 岡崎ＳＡ（上・下）、長篠設楽原ＰＡ（上・下）

・ ハイウェイラジオ
カーラジオ（1620ＫＨｚ）を通じて、事故、渋滞、気象等の高速道路情報を本線で24時

間放送して提供する。
設置場所（県内）
東名高速道路 ハイウェイラジオ豊橋 ハイウェイラジオ豊川東

ハイウェイラジオ豊川 ハイウェイラジオ岡崎東
ハイウェイラジオ岡崎 ハイウェイラジオ岡崎西
ハイウェイラジオ豊田 ハイウェイラジオ東名三好
ハイウェイラジオ名古屋 ハイウェイラジオ春日井
ハイウェイラジオ小牧

名神高速道路 ハイウェイラジオ一宮 ハイウェイラジオ名神木曽川
東名阪自動車道 ハイウェイラジオ蟹江
名古屋第二環状自動車道 ハイウェイラジオ高針 ハイウェイラジオ上社

ハイウェイラジオ清州 ハイウェイラジオ有松
東海北陸自動車道 ハイウェイラジオ木曽川 ハイウェイラジオ一宮西
伊勢湾岸自動車道 ハイウェイラジオ豊明 ハイウェイラジオ刈谷

ハイウェイラジオ豊田南
東海環状自動車道 ハイウェイラジオ鞍ヶ池
中央自動車道 ハイウェイラジオ桃花台
新東名高速道路 ハイウェイラジオ新東名岡崎

ハイウェイラジオ新東名長篠設楽原
・ ハイウェイテレホン

最新の東海地区の高速道路情報を電話により24時間提供する。

名古屋ハイウェイテレホン 052(709)1620

豊川ハイウェイテレホン 0533(82)1620
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岐阜ハイウェイテレホン 058(259)1620

四日市ハイウェイテレホン 059(352)1620

・ ハイウェイ情報ターミナル、簡易情報ターミナル

サービスエリア・パーキングエリア内のインフォメーションパネルやハイウェイテレビ

等により広範囲にわたる道路交通情報を提供する。

設置場所（県内）

東名高速道路 新城ＰＡ （上・下） 上郷ＳＡ（上・下）

東郷ＰＡ （上・下） 守山ＰＡ（上・下）

赤塚ＰＡ （上・下） 美合ＰＡ（上・下）

名神高速道路 尾張一宮ＰＡ（上・下）

中央自動車道 内津峠ＰＡ （上・下）

伊勢湾岸自動車道 刈谷ＰＡ （上・下）

東海環状自動車道 鞍ヶ池ＰＡ （上・下）

新東名高速道路 岡崎ＳＡ （上・下） 長篠設楽原ＰＡ（上・下）

・ インターネットによる交通情報サイト

最新の東海地区の高速道路情報をインターネットにより24時間提供する。

iHighway中日本（アイハイウェイ中日本） http://c-ihighway.jp

（愛知県道路公社）

(7) 道路情報の収集・提供

・ 道路情報の収集

ＥＴＣ2.0の整備推進、道路パトロールカー、車両感知器、非常電話、監視テレビ、押

ボタン式通報装置（トンネル内）、気象観測装置、気象台からの情報及び110番通報による

高速道路交通警察隊からの連絡、利用者からの通報等により情報の収集を行う。

・ 道路情報の提供

収集した情報は、情報処理装置により処理し道路利用者に対し道路情報板、ラジオ再放

送設備（トンネル内）等により迅速かつ的確に情報を提供し、車両の安全確保に努める。

・ 交通状況等照会サービス

知多半島道路、南知多道路、知多横断道路、中部国際空港連絡道路、猿投グリーンロー

ド、名古屋瀬戸道路、衣浦トンネル、衣浦豊田道路の交通状況を電話により24時間提供する。

電話番号：0569（21）2721

（名古屋高速道路公社）

(8) 道路情報の収集・提供

・ 道路情報の収集

ＥＴＣ2.0の整備推進、道路パトロールカー、車両感知器、非常電話、監視テレビ、押

ボタン式通報装置（トンネル内）、気象観測装置、気象台からの情報、及び110番通報によ

る高速道路交通警察隊からの連絡、利用者からの通報等により情報の収集を行う。

・ 道路情報の提供

収集された情報は、コンピュータにより処理し、交通の安全と円滑の確保のため、通行

車両に対し、道路情報板（街路上、各入口、出口、JCT手前に設置）、ＶＩＣＳ※３、路側放

送1620ＫＨz（大高線上り 大高～星崎間、小牧線上り 小牧～小牧南間、東山線上り 新池

～東山換気所間）、渋滞末尾情報板（黒川出口、小牧北出口）、所要時間専用情報板（中部

空港までの所要時間提供：大高線上り他全５か所、経路比較所要時間情報提供：都心環状

線２か所）、日本道路交通情報センター等により迅速・的確な情報提供を行う。
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なお、全入口情報板では、主要出口及び都心環状線までの旅行時間を表示している。

また、トンネル内の車両火災を始めとする異常事態が発生したときには、非常警報板、

非常警告板、拡声放送、ラジオ再放送設備により情報を提供し、安全の確保に努める。
・ 名古屋高速お客様センターでの情報提供

名古屋高速道路の渋滞、混雑状況など最新の道路状況の案内及び料金やＥＴＣの各種割
引など、名古屋高速道路の利用に関する電話等での問い合わせに対し、情報とサービスの
提供を行う。

電話番号：052（919）3200（クイックさんに、まるまる）
受付時間：９：00～19：00（年末年始（12／29～１／３）を除く毎日）

・ 名古屋高速ハイウェイテレホン
名古屋高速道路の最新交通情報を提供する。（24時間自動音声、５分ごとに更新）
電話番号：052（919）3232

・ 名古屋高速携帯Ｗｅｂサイト
渋滞箇所や渋滞長、所要時間などの道路交通情報を提供する。
ＵＲＬ http://nex.nagoya-expressway.or.jp/m/
スマートフォンサイトＵＲＬ http://nex.nagoya-expressway.or.jp/sp/

・ ホームページでの情報提供
リアルタイムな道路交通情報、出入口案内、新着やプレスリリースなど、様々な情報を

掲載する。
ＵＲＬ http://www.nagoya-expressway.or.jp/

項目 13 道路交通情報の充実 （実施機関） 東海総合通信局、中部地

方整備局、警察本部交通部

細目 (2) ＩＴＳを活用した道路交通情報の高度化

１ 計画の実施方針及び重点施策

高度道路交通システム（ＩＴＳ※８）の一環として、運転者に渋滞状況等の道路交通情報を
提供するＶＩＣＳ※３やＥＴＣ2.0※５の整備・拡充を積極的に図るとともに、ビッグデータ化し
たプローブ情報※１を活用し、ＥＴＣのほか渋滞回避支援や安全運転支援、災害時の支援に関
する情報提供を行うＥＴＣ2.0サービスを開始することにより、情報提供の高度化を図り、交
通の分散による交通渋滞を解消し、交通の安全と円滑化を推進する。

２ 計画の内容
（東海総合通信局）
(1) 道路交通情報通信システム（ＶＩＣＳ）の推進

道路交通情報通信システムは、ＦＭ多重放送、電波ビーコン、光ビーコン※４の各種メディ
アを利用して、車との間でデータ通信を行い、渋滞情報、所要時間、規制情報等の道路交通
情報をリアルタイムにドライバーに提供し、運転負担の軽減、安全性の向上に寄与するシス
テムであり、今後は、システムの高度化を推進する。

（中部地方整備局）
(2) 道路情報の高度化

ＶＩＣＳの確実な運用と更なる道路情報の高度化を図るためＥＴＣ2.0を推進する。
（警察本部交通部）
(3) 交通管制システムの充実

高度化された交通管制センターを中心に、個々の車両等との双方向通信が可能な光ビーコ
ンを媒体とし、高度な交通情報提供、公共車両の優先、安全運転の支援、歩行者の安全確保
等を図ることにより、交通の安全及び快適性を確保しようとするＵＴＭＳ※８の構想に基づき、
システムの充実等を図る。
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項目 13 道路交通情報の充実 （実施機関） 中部地方整備局、県道路

維持課、警察本部交通部、愛知県道路

細目 (3) 分かりやすい道路交通環境の確保 公社

１ 計画の実施方針及び重点施策

時間別・車種別等の交通規制の実効を図るための視認性・耐久性に優れた大型固定標識等の

整備を推進する。また、主要な幹線道路の交差点及び交差点付近において、利用者のニーズに

即した系統的で分かりやすい標識の整備を推進する。さらに、ルート番号等を用いた案内標識

の設置及び案内標識の英語表記改善の推進等により、国際化の進展への対応に努める。

２ 計画の内容

(中部地方整備局、県道路維持課）

(1) 分かりやすい案内標識

主要地点標識（交差点において地名等を表示している標識）を身近な観光地等の名称へ

改善し、観光地への分かりやすい案内を推進する。

また、訪日外国人旅行者の円滑な移動などの環境整備のため、国土地理院の英語地図と連

携した統一ルールによる道路標識の英語表記を推進する。

(中部地方整備局、県道路維持課）

(2) 高速道路ナンバリング

訪日外国人をはじめ、すべての利用者にわかりやすい道案内の実現を進めるため、2017年

２月より高速道路ナンバリングが導入されており、道路標識改善対策協議会での調整を踏ま

え、案内標識へのナンバリング整備を推進する。

項目 14 交通安全に寄与する道路交通環境の整備 （実施機関） 中部地方整備局、県公園

緑地課、県道路維持課、警察本部交通部

細目 (1) 道路の使用及び占用の適正化等

１ 計画の実施方針及び重点施策
道路の使用及び占用の許可にあたっては、道路の構造を保全し、安全かつ円滑な道路交通を

確保するため、適正な運用を行う。
また、許可条件の履行状況、現状回復状況、占用物件等の維持管理の適正化について指導す

るとともに、不法占用等の防止のための啓発活動を積極的に行う。さらに、道路の掘り返しを
伴う占用工事等については、合理的な調整を行うとともに、共同溝等の整備を推進する。

２ 計画の内容
（中部地方整備局）
(1) 占用調整会議 １回／年
(2) 占用地区連絡会議（各出先機関） 随時
(3) 道路上の不法占用物件適正化対策

道路上の不法占用物件（のぼり旗や立看板等）の指導除去につき一層の強化を図る。
(4) 共同溝の整備

一般国道302号
（県公園緑地課）
(5) 屋外広告物の規制

違反広告物の除却 事業費 235千円
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（県道路維持課）
(6) 地下埋設占用工事等への対応
ア 地下埋設占用工事相互及び地下埋設占用工事と道路工事が計画的に行われるよう調整を
図り、反復した道路の掘り返しによる道路の構造及び交通に対する支障を防止するため、
下記の各連絡会議を設置している。
(ｱ) 愛知県道路占用連絡会議

道路の占用工事相互及び占用工事と道路工事についての基本的な連絡調整並びに占用

物件に起因する事故対策についての基本的な協議を必要に応じて行う。

(ｲ) 愛知県道路占用地域連絡会議

地域的事項について、愛知県の各建設事務所の管轄ごとに設置し、具体的な連絡調整

を行う。連絡調整の内容は、道路工事計画と道路占用埋設工事計画との調整を図り、工

事の施行時期、工事の実施方法、埋設位置等について協議を行う。

イ 道路工事等の完了後は、下記期間について道路の掘り返しを規制する。

(ｱ) 高級舗装（アスファルトコンクリート舗装） ３年

(ｲ) 高級舗装（セメントコンクリート舗装） ５年

(ｳ) オーバーレイ（一層式５cm以下） ２年

(ｴ) オーバーレイ（多層式5.1cm以上） ３年

(ｵ) 歩道舗装・簡易舗装 ２年

(ｶ) その他道路占用埋設工事等に伴う舗装復旧工事完了後の同一道路区間 ２年

ウ 掘り返し規制期間満了後においても当該場所の舗装状態が良好な場合は、愛知県の各建

設事務所において相当の期間について道路の掘り返しを抑制する。

(警察本部交通部）

(7) 道路使用許可条件の履行について調査及び指導を実施する。

(8) 地域活性化等を目的とする道路使用許可は、許可申請に係る行為の公益性、交通への影響、

地域住民、道路利用者等の合意形成の状況等を総合的に判断し、より弾力的かつ透明性の高

い運用を図る。

項目 14 交通安全に寄与する道路交通環境の整備 （実施機関） 中部地方整備局、県道路

維持課、愛知県道路公社

細目 (2) 休憩施設等の整備の推進

１ 計画の実施方針及び重点施策

過労運転に伴う事故防止や近年の高齢運転者等の増加に対応して、都市間の一般道路におい

て追越しのための付加車線や道の駅等の休憩施設等の整備を推進する。

２ 計画の内容

（中部地方整備局）

(1) 道の駅等の休憩施設等の整備

夜間運転、過労運転による交通事故が多発もしくは、多発するおそれのある路線で、休憩

施設が相当区間にわたって整備されていない区間において休憩施設等の検討を行う。

（県道路維持課）

(2) 愛知県道の駅推進調整会議により、市町村が取り組む道の駅の新設及びリニューアルにつ

いて、企画検討段階から多角的に支援を行う。
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(愛知県道路公社)

(3) 大府パーキング（下り）及び阿久比パーキング(上り）の新設の整備を推進する。

項目 14 交通安全に寄与する道路交通環境の整備 （実施機関） 県公園緑地課

細目 (3) 子どもの遊び場等の確保

１ 計画の実施方針及び重点施策

都市化の進展による遊び場の不足を解消するとともに、幼児や小学生を路上遊戯等による交

通事故から守るために住区基幹公園の設置促進に努める。

２ 計画の内容

住区基幹公園等の整備

社会資本整備総合交付金事業の事業計画に基づき、住区基幹公園等の整備を行う。

県事業 大高緑地始め ７公園 事業費約22億円

市町村事業 豊橋市始め 14市町村 事業費約40億円

項目 14 交通安全に寄与する道路交通環境の整備 （実施機関） 中部地方整備局、県道路

維持課、警察本部交通部、中日本高速道

細目 (4) 道路法に基づく通行の禁止又は制限 路株式会社、愛知県道路公社、名古屋高

速道路公社

１ 計画の実施方針及び重点施策

道路の破損、欠壊又は異常気象等により交通が危険と認められる場合及び道路に関する工事

のためやむを得ないと認められる場合、通行の禁止又は制限を実施する。

２ 計画の内容

（中部地方整備局）

(1) 道路法に基づく通行禁止又は制限

異常気象時における通行規制区間

一般国道153号（豊田市） １か所 7.4km

一般国道23号 （豊川市） １か所 3.7km

(2) 車両制限令等の啓発

大型車通行適正化に向けた中部地域連絡協議会により、喫緊の課題である道路の老朽化に

ついて、適切に道路の維持修繕を実施する一方で、道路の劣化に与える影響が大きい重量を

違法に超過した大型車両の対策が必要とされている。このような状況を踏まえ、大型車両の

適正かつ安全な走行のために、東海商工会議所連合会、（一社）中部経済連合会等官民の関係

機関がパートナーとなって連携し、情報共有や意見交換、広報活動を実施する。

(3) 車両制限令等違反車両の指導

車両制限令違反車両をなくすため、愛知運輸支局、警察本部等関係機関との連携を図り、

指導・取締りに努める。さらに、法令遵守の啓発活動、講習会の開催、反復違反者に対する

指導を実施する。
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（県道路維持課）

(4) 道路法に基づく通行禁止又は制限

異常気象時における通行規制区間

一般国道151号始め 101か所 559.0km

（愛知県道路公社）

(5) 道路法に基づく通行禁止又は制限

異常気象時における通行規制区間

８路線 72.5km

項目 14 交通安全に寄与する道路交通環境の整備 （実施機関） 県道路維持課

細目 (5) 地域に応じた安全の確保

１ 計画の実施方針及び重点施策

積雪寒冷特別地域等において、冬期の安全な道路交通を確保するため、冬期積雪・凍結路面

対策として適時適切な除雪や凍結防止剤散布の実施を行う。

２ 計画の内容

冬期における除雪・凍結防止剤散布を実施する。

項目 14 交通安全に寄与する道路交通環境の整備 （実施機関） 警察本部交通部

細目 (6) 自動車運転技術の進展を支援する取組の推進

１ 計画の実施方針及び重点施策

自動運転技術は、将来における交通事故の削減や渋滞の緩和等を図る上で不可欠な技術にな

ると考えられることを踏まえ、自動運転技術の進展を支援する取組を推進する。

２ 計画の内容

「自動走行システムに関する公道実証実験のためのガイドライン」に沿った実証実験を行お

うとする実施主体に対する必要な助言・指導、「遠隔型自動運転システムの公道実証実験に係る

道路使用許可の申請に対する取扱いの基準」に沿った道路使用許可の申請に対する適切な対応

等を行う。
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項目 14 交通安全に寄与する道路交通環境の整備 （実施機関） 警察本部交通部

細目 (７) ２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会等

に伴う交通対策の推進

１ 計画の実施方針及び重点施策

2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会、天皇陛下の御退位及び皇太子殿下の御

即位に伴う式典、Ｇ20サミット並びにラグビーワールドカップ2019日本大会の開催に伴う一般

交通に与える影響を最小限に抑えるための交通対策の推進を図る。

２ 計画の内容

関係機関・団体等と連携を図り、交通安全施設の整備をはじめとする交通規制等各種交通対

策の準備を的確に推進する。
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第 ２ 節 交通安全思想の普及徹底

項目 １ 段階的かつ体系的な交通安全教育の推進 （実施機関） 県県民安全課、県教委義

務教育課、県教委特別支援教育課、警

細目 (1) 幼児に対する交通安全教育の推進 察本部交通部

１ 計画の実施方針及び重点施策

心身の発達段階や地域の実情に応じて、基本的な交通ルールを遵守し、交通マナーを実践す

る態度を習得させるとともに、日常生活において安全に道路を通行するために必要な基本的な

技能及び知識を習得させることを目標とする。

幼稚園・保育所及び認定こども園・特別支援学校幼稚部においては、家庭及び関係機関・団

体等と連携・協力を図りながら、日常の教育・保育活動のあらゆる場面を捉えて交通安全教育

を計画的かつ継続的に行う。

また、市町村単位あるいは周辺市町村（ブロック）単位で、それぞれの地域の特性に応じた

独自の研修会の開催に向けた体制づくりを通じ、自主的に幼児交通安全教育指導に取り組める

土壌を育て、より活動の充足を図るとともに、幼児交通安全クラブの結成を促進する。

警察署単位でチャイルドシート使用徹底モデル園を指定し、モデル園を中心として、園児、

幼児及び保護者を対象に参加・体験・実践型の交通安全教室を開催する。

２ 計画の内容

（県県民安全課）

(1) 交通安全教育ボランティア「かけ橋」派遣事業 1,350千円

マジックや人形劇などの特技を持ち、交通安全活動に関心、意欲のある人材を県民から広

く募集、交通安全教室ボランティア「かけ橋」の構成員として登録し、地域の団体等の要請

に応じて派遣する。

・ 登録証明書の発行

・ ベスト、帽子などの資材を提供

（警察本部交通部）

(2) チャイルドシート使用徹底モデル園の指定

・ 指定園数 44園

・ モデルプレート 44本 57千円

(3) 園児を対象とした交通安全教室の開催

・ 交通安全約束手形 39千円

・ 交通安全約束手形 無色掌紋スタンプ 26千円
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項目 １ 段階的かつ体系的な交通安全教育の推進 （実施機関） 県県民安全課、県教委義

務教育課、県教委特別支援教育課、県

細目 (2) 小学生に対する交通安全教育の推進 教委保健体育課、警察本部交通部

１ 計画の実施方針及び重点施策

心身の発達段階や地域の実情に応じて、歩行者及び自転車の利用者として必要な技能と知識

を習得させるとともに、道路及び交通の状況に応じて、安全に道路を通行するために、道路交

通における危険を予測し、これを回避して安全に通行する意識及び能力を高めることを目標と

する。

小学校・義務教育学校・特別支援学校においては、家庭及び関係機関・団体等と連携・協力

を図りながら、体育、道徳、総合的な学習の時間、特別活動など学校の教育活動全体を通じて、

歩行者としての心得、自転車の安全な利用、危険の予測と回避、交通ルールの意味及び必要性

等について重点的に交通安全教育を実施する。特に、通学路における交通事故を防止するため

には、自ら安全を守る意識を醸成する必要があることから、小学生が通学路の危険な場所を考

えながら安全マップを作成したり、危険予知トレーニングをしたりするなど、小学生が主体的

に取り組む安全学習を積極的に取り入れるための「あいちの学校安全マニュアル」の活用を推

進する。

このため、自転車の安全な利用等を含め、安全な通学のための教育教材等を作成・配布する

とともに、交通安全教室の開催を一層推進するほか、教員等を対象とした心肺蘇生法(ＡＥＤ

使用法を含む。）の実技講習会等を実施する。

関係機関・団体は、小学校・義務教育学校・特別支援学校において行われる交通安全教育の

支援を行うとともに、小学生に対する補完的な交通安全教育の推進を図る。また、小学生の保

護者が日常生活の中で模範的な行動をとり、歩行中、自転車乗用中等の実際の交通の場面で、

小学生に対し、基本的な交通ルールや交通マナーを教えるための保護者を対象とした交通安全

講習会等を開催する。

さらに、交通ボランティアによる通学路における小学生に対する安全な行動の指導、学校安

全ボランティアによる見守り活動、小学生の保護者を対象とした交通安全講習会等の開催を推

進する。

２ 計画の内容

（県県民安全課）

(1) 交通安全教育ボランティア「かけ橋」派遣事業 1,350千円

マジックや人形劇などの特技を持ち、交通安全活動に関心・意欲のある人材を広く募集、

交通安全教育ボランティア「かけ橋」の構成員として登録し、地域の団体等の要請に応じて

派遣する。

・ 登録証明書の発行

・ ベスト、帽子などの資材を提供

(2) 自転車安全利用対策推進事業 1,488千円

自転車を運転する際に起こりうる危険を体験できる自転車シミュレータを活用した参加体

験型の出張講座を引き続き実施する。

(3) 交差点事故防止啓発事業 6,046千円

道路の横断に必要な判断力をチェックできる歩行環境シミュレータを活用した出張講座を

開催する。
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（警察本部交通部）

(4) 交通事故実態の周知

歩行中の小学生の死傷者数は、低学年が多い傾向にあることから、こうした実態について、

その保護者等への理解が浸透するよう周知等を推進する。

項目 １ 段階的かつ体系的な交通安全教育の推進 （実施機関） 県県民安全課、県教委義

務教育課、県教委特別支援教育課、県

細目 (3) 中学生に対する交通安全教育の推進 教委保健体育課、警察本部交通部

１ 計画の実施方針及び重点施策

日常生活における交通安全に必要な事柄、特に、自転車で安全に道路を通行するために必要

な技能と知識を十分に習得させるとともに、道路を通行する場合は、思いやりをもって、自己

の安全ばかりでなく、他の人々の安全にも配慮できることを目標とする。

中学校・義務教育学校・特別支援学校において交通安全教育を実施するにあたっては、家庭、

関係機関・団体等と連携、協力を図りながら、保健体育、道徳、総合的な学習の時間、特別活

動など、学校の教育活動全体を通じて行う。内容としては、歩行者としての心得、自転車の安

全な利用、自動車等の特性、危険の予測と回避、標識等の意味、応急手当等について重点的に

取り扱う。

中学校・義務教育学校・特別支援学校における交通安全教育を計画的に実施し、効果的なも

のとするため、自転車の安全な利用等を含め、安全な通学及び日常生活における交通安全意識

向上のための教育教材等を作成・配付するとともに、交通安全教室の推進、教員等を対象とし

た心肺蘇生法の実技講習会等（ＡＥＤを含む。）を実施する。

関係機関・団体は、中学校・義務教育学校・特別支援学校において行われる交通安全教育が

円滑に実施できるよう指導者の派遣、情報の提供等の支援を行うとともに、地域において、保

護者対象の交通安全講習会や中学生に対する補完的な交通安全教育の推進をする。

２ 計画の内容

（県県民安全課）

(1) 自転車安全利用対策推進事業 1,488千円

自転車を運転する際に起こりうる危険を体験できる自転車シミュレータを活用した参加体

験型の出張講座を引き続き実施する。

(2) ながらスマホ対策事業 7,547千円

車両運転中の「ながらスマホ」は極めて悪質で危険な行為であり、法令に違反しているこ

とをより広く県民に周知するため、若年層向け啓発ＤＶＤ及びＶＲ動画を作成し、「ながら

スマホ」を行いがちな若年層を中心に、広報を実施する。また、ＶＲを活用して、参加体験

型の啓発キャンペーンを実施し、「ながらスマホ」の危険性を再認識させることで、交通安

全意識の譲成を図る。

（警察本部交通部）

(3) 自転車無事故無違反ラリー等の開催

警察署主催による「自転車無事故・無違反ラリー」を通じた自転車の交通法令の習得、交

通安全意識の高揚や安全利用の促進を図る。

(4) 効果的な教育技法を取り入れた自転車交通安全教室の開催

ダミー人形を活用した衝突再現等、生徒に危険性を疑似体験させる自転車交通安全教室を

開催し、自転車の安全利用を促進する。
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項目 １ 段階的かつ体系的な交通安全教育の推進 （実施機関） 県県民安全課、県教委高

等学校教育課、県教委特別支援教育課、

細目 (4) 高校生に対する交通安全教育の推進 県教育委保健体育課、警察本部交通部

１ 計画の実施方針及び重点施策
日常生活における交通安全に必要な事柄、特に、二輪車の運転者及び自転車の利用者として

安全に道路を通行するために、必要な技能と知識を十分に習得させるとともに、交通社会の一
員として交通ルールを遵守し自他の生命を尊重するなど、責任を持って行動することができる
健全な社会人を育成することを目標とする。
高等学校・特別支援学校においては、家庭及び関係機関・団体等と連携、協力を図りながら、

保健体育、総合的な探求（学習）の時間、特別活動など学校の教育活動全体を通じて、自転車
の安全な利用、二輪車・自動車の特性、危険の予測と回避、運転者の責任、応急手当等につい
て更に理解を深めるとともに、生徒の多くが、近い将来、普通免許等を取得することが予想さ
れることから、免許取得前の教育としての性格を重視した交通安全教育を行う。特に、二輪車
・自動車の安全に関する指導については、生徒の実態や地域の実情に応じて、安全運転を推進
する機関・団体やＰＴＡ等と連携しながら、安全運転に関する意識の高揚と実践力の向上を図
るとともに、実技指導等を含む実践的な交通安全教育の充実を図る。
このため、自転車の安全な利用等を含め、安全な通学のための教育教材等を作成し、Ｗｅｂ

上に掲載するとともに、交通安全教室を一層推進するほか、教員等を対象とした心肺蘇生法(Ａ
ＥＤ使用法を含む。）の実技講習会等を実施する。
関係機関・団体は、高等学校・特別支援学校において行われる交通安全教育が円滑に実施で

きるよう指導者の派遣、情報の提供等の支援を行うとともに、地域において、高校生及び相当
年齢者に対する補完的な交通安全教育の推進を図る。また、小中学校等との交流を図るなどし
て高校生の果たしうる役割を考えさせるとともに、交通安全活動への積極的な参加を促す。

２ 計画の内容
（県県民安全課）
(1) 自転車安全利用対策推進事業 1,488千円

自転車を運転する際に起こりうる危険を体験できる自転車シミュレータを活用した参加体
験型の出張講座を引き続き実施する。

(2) ながらスマホ対策事業 7,547千円
車両運転中の「ながらスマホ」は極めて悪質で危険な行為であり、法令に違反しているこ

とをより広く県民に周知するため、若年層向け啓発ＤＶＤ及びＶＲ動画を作成し、「ながら
スマホ」を行いがちな若年層を中心に、広報を実施する。また、ＶＲを活用して、参加体験
型の啓発キャンペーンを実施し、「ながらスマホ」の危険性を再認識させることで、交通安
全意識の譲成を図る。

（県教委高等学校教育課）
(3) 地域協働生徒指導推進事業 609千円

県内12地域に生徒指導推進地域を設け、各高等学校が核になり、中学校と緊密な連携を図
るとともに、家庭・地域と協働して生徒指導を推進し、社会性を身に付け自立した若者を育
成する。

（県教委保健体育課）

(4) 県立学校交通安全指導者研修会（６月） 91千円

県立学校の交通安全担当者（約200名）を対象に、県警職員の講話、研究協議等を行う。

（警察本部交通部）

(5) 自転車無事故無違反ラリー等の開催

企業主催による「200日間無事故無違反ラリー」及び警察署主催による「自転車無事故無

違反ラリー」を通じた生徒自身による自主的かつ効果的な交通安全活動の促進を図る。
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(6) 効果的な教育技法を取り入れた自転車交通安全教室の開催

ダミー人形を活用した衝突再現等、生徒に危険性を疑似体験させる自転車交通安全教室を

開催し、自転車の安全利用を促進する。

項目 １ 段階的かつ体系的な交通安全教育の推進 （実施機関） 県県民安全課、県教委生

涯学習課、警察本部交通部

細目 (5) 成人に対する交通安全教育の推進

１ 計画の実施方針及び重点施策

交通安全意識の高揚と交通マナーの向上を図り、社会教育の場等を利用した交通安全教育を

推進する。

若者に対しては、交通安全意識の高揚を図るとともに、二輪車等の安全利用を確保するため、

マンツーマン（個別）指導を強化するほか、関係機関・団体と協力し、若者の交通安全思想の

普及徹底に努める。

２ 計画の内容

（県県民安全課）

(1) 県政お届け講座

県職員が無料で集会などの場に出向き、県政の様々な分野について分かりやすく説明を行う。

・ テーマ名「ストップ・ザ 交通事故」

交通事故に関するデータを交え、身近なところに潜む危険性や交通事故の回避方法を

説明するとともに、交通事故死者数減少に向けた愛知県の取組について紹介する。

(2) 自転車安全利用対策推進事業 1,488千円

自転車を運転する際に起こりうる危険を体験できる自転車シミュレータを活用した参加体

験型の出張講座を引き続き実施する。

(3) 交差点事故防止啓発事業 6,046千円

ア 道路の横断に必要な判断力をチェックできる歩行環境シミュレータを活用した出張講座

を開催する。

イ 交差点での人身事故が多い10市町村において、横断歩道橋に交通事故防止を呼び掛ける

横断幕を掲出する。（各２か所、計20か所）

(4) ながらスマホ対策事業 7,547千円

車両運転中の「ながらスマホ」は極めて悪質で危険な行為であり、法令に違反しているこ

とをより広く県民に周知するため、若年層向け啓発ＤＶＤ及びＶＲ動画を作成し、「ながら

スマホ」を行いがちな若年層を中心に広報を実施する。また、ＶＲを活用して参加体験型の

啓発キャンペーンを実施し、「ながらスマホ」の危険性を再認識させることで、交通安全意

識の譲成を図る。

(5) 歩行者保護対策事業 9,358千円

ア ドライバーの横断歩道における歩行者保護意識の向上を図るため、歩行者保護を訴える

マグネットシートを県公用車に貼付して行う広報活動を、市町村や民間企業の車両にも拡

充し実施する。

イ 歩行中の交通事故防止を図るため、横断歩道の利用を促す電車内での中吊り広告を実施する。

(6) ドライバーマナー向上推進事業 15,057千円

県内のゆかりの著名人が、自身の心掛けているドライバーマナーを宣言し、録音したメッ

セージをラジオ番組で継続的に放送することで交通安全を呼び掛ける。
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(7) 原付・自動二輪車に対する啓発事業 5,146千円

啓発パレードの開催及び道の駅などでキャンペーンを行い、ライダー等に交通安全を呼び

掛け交通事故防止を図る。

（県教委生涯学習課）

(8) 青年を対象とした事業などを通して、交通安全の啓発を図り、安全意識の高揚に努める。

(9) 成人、女性及び高齢者などを対象とした事業などを通して、意識の高揚と交通マナーの向

上を図る。

（警察本部交通部）

(10) 運転免許取得時の初心運転者教育は、自動車教習所における教習が中心的役割を果たして

いることから、教習水準の一層の向上に努める。

(11) 高齢者の行動特性を理解させる運転者教育の推進

ア 運転免許更新時講習や事業所等における交通講話を実施するに当たっては、高齢者の行

動特性や、高齢歩行者・自転車利用者の交通事故実態、特徴等を周知して理解させるなど、

一般運転者に対する交通安全教育を推進する。

イ 早朝及び夕暮れ時から夜間にかけて発生した交通死亡事故は、歩行中の高齢者が多く被

害に遭っていることから、夜間の危険性を理解させるため、蒸発現象や色彩変化による視

認性実験を実施するなど、より実践的な交通安全教育を推進する。

ウ 実際に発生した交通事故事例を活用した一般運転者教育を推進する。

(12) 免許取得後の運転者教育は、運転者としての社会的責任の自覚、安全運転に必要な知識及

び技能並びに危険予測・回避能力の向上を図るほか、交通事故被害者等の心情と交通事故の

悲惨さに対する理解及び運転者としての社会的責任の自覚を促す交通安全意識・交通マナー

の向上を目標とする。

(13) 公安委員会が行う各種講習、自動車教習所等が受講者の特性に応じて行う運転者教育及び

事業所の安全運転管理者、運行管理者等が行う交通安全教育の充実強化を図る。

(14) 地域・職場における運転者教育の実施

ア 飲酒運転の発生源対策、飲酒運転を許さない環境づくりと運転代行サービスの利用促進

に向け、継続的な交通安全広報、啓発活動を推進する。

イ 飲酒運転の根絶、速度の抑制、全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい

着用を中心に参加・体験・実践型の講習会を実施する。

(15) ライダースクール（二輪車安全運転講習）の実施

二輪車の交通事故を防止するため、実技を中心とした安全運転指導を実施する。

項目 １ 段階的かつ体系的な交通安全教育の推進 （実施機関） 県県民安全課、県高齢福

祉課、県教委保健体育課、警察本部交通

細目 (6) 高齢者に対する交通安全教育の推進 部

１ 計画の実施方針及び重点施策

高齢者を重点とした総合的な交通安全対策については、県、警察本部、名古屋市等の関係部

局で構成された高齢者交通安全対策会議を開催し、関係機関相互が連携を密にし、情報の共有

を図り、各々の役割分担を明確にして各種対策を推進する。

また、加齢に伴って生ずる身体機能の変化が行動に及ぼす影響などを理解させ、自ら納得し

て安全な交通行動を実施することができるよう、各種交通安全教育機材を活用した参加・体験

・実践型の交通安全教育や世代間交流の効果を取り入れた交通安全教育を積極的に行うととも
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に、反射材の利用等、夜間における交通安全用具の普及と活用を促進する。

さらに、高齢社会の進展に伴って増加する高齢運転者に対する交通安全教育及び運転者に対

する高齢者保護に向けた広報啓発活動を展開し、高齢者が当事者となる交通事故の防止を図る。

２ 計画の内容
（県県民安全課）
(1) 自転車安全利用対策推進事業 1,488千円

自転車を運転する際に起こりうる危険を体験できる自転車シミュレータを活用した参加体

験型の出張講座を引き続き実施する。

(2) 交差点事故防止啓発事業 6,046千円

ア 道路の横断に必要な判断力をチェックできる歩行環境シミュレータを活用した出張講座
を開催する。

イ 交差点での人身事故が多い10市町村において、横断歩道橋に交通事故防止を呼び掛ける
横断幕を掲出する。（各２か所、計20か所）

(3) 高齢者交通安全広報事業 15,723千円

高齢者等の交通事故防止を図るため、新聞広告による広報及び啓発イベントを実施する。

また、高齢者の多く集まる施設において、夜間の交通事故防止に効果のある反射材の着用

促進を図る。

(4) 歩行者保護対策事業 9,358千円

ア ドライバーの横断歩道における歩行者保護意識の向上を図るため、歩行者保護を訴える

マグネットシートを県公用車に貼付して行う広報活動を、市町村や民間企業の車両にも拡

充し実施する。

イ 歩行中の交通事故防止を図るため、横断歩道の利用を促す電車内での中吊り広告を実施

する。

(5) ドライバーマナー向上推進事業 15,057千円

県内ゆかりの著名人が、自身の心掛けているドライバーマナーを宣言し、録音したメッセ

ージをラジオ番組で継続的に放送することで交通安全を呼び掛ける。

(6) 原付・自動二輪車に対する啓発事業 5,146千円

啓発パレードの開催及び道の駅などでキャンペーンを行い、ライダー等に交通安全を呼び

掛け交通事故防止を図る。

(7) 高齢者交通安全対策会議

県、教育委員会、警察本部、名古屋市等で構成する会議を開催し、高齢者交通安全対策に

係る施策を推進する。

（警察本部交通部）

(8) 高齢者に対する交通安全啓発活動の実施

・ 高齢者交通安全エリアにおける重点的な高齢者交通事故抑止活動 70エリア

・ 交通安全教育車の活用

・ 高齢者が被害者となる交通死亡事故発生時の高齢者世帯訪問活動による広報啓発

・ 高齢者交通安全協力員による交通安全指導等

・ 高齢者交通安全協力所における広報啓発

・ 交通安全教育チーム"あゆみ"による派遣型交通安全教室の開催

・ ブロック別高齢者自転車講習会の開催 ５回

・ 自動車教習所と連携した実践型交通安全教室の開催
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・ 電動車いす利用者に対する交通安全教室の開催

・ スーパー、ショッピングセンター等における高齢者に対する広報啓発活動の推進

・ 高齢者の事故実態に応じた対策の実施

(9) 高齢運転者対策の実施

ア ＶＲ映像や、可搬式運転シミュレータ等を活用した参加・体験・実践的な交通安全教育

の実施

イ シニアドライバーズスクールの実施

ウ 高齢者の身体機能の変化と行動特性を捉えた交通安全教育の実施

エ 頻繁に交通事故を惹起する高齢運転者への交通安全教育の推進

オ 安全運転サポート車の普及啓発の推進

(10) 高齢者交通安全対策グランドデザイン

高齢社会が急激に進展する中で、高齢者の交通安全対策を総合的・統一的な構想の下で進

めるため、今後の高齢者の交通事故抑止に資する対策等をとりまとめた「高齢者の交通安全

対策グランドデザイン」に基づき、一般ドライバーの歩行者等保護意識の醸成や運転免許証

の自主返納しやすい環境づくり、企業によるＣＳＲ・ＣＳＶとしての交通安全への参画を働

き掛けるなど、高齢者の交通安全に係る総合的な対策を推進する。

項目 １ 段階的かつ体系的な交通安全教育の推進 （実施機関） 県県民安全課、警察本部

交通部

細目 (7) 障害者に対する交通安全教育の推進

１ 計画の実施方針及び重点施策

障害者に対しては、交通安全のために必要な技能及び知識の習得のため、地域における福祉

の場を利用するなどして障害の程度に応じ、きめ細かい安全教育を推進する。

また、聴覚障害者標識に関する広報啓発を推進するとともに、周囲の運転者に対して、配慮

すべき事項についての教育を推進する。

２ 計画の内容

障害者支援施設や介護施設等における交通安全教育の機会の提供に努める。

項目 １ 段階的かつ体系的な交通安全教育の推進 （実施機関） 県県民安全課、警察本部

交通部

細目 (8) 外国人に対する交通安全教育の推進

１ 計画の実施方針及び重点施策
日本の交通ルールに関する知識の普及を目的に、外国人向けの効果的な交通安全教育を推進

するほか、外国人を雇用する使用者等の交通安全意識を高め、雇用されている外国人による積
極的な講習会等への参加を促進する。

２ 計画の内容
（県県民安全課）
(1) 英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語の交通安全ビデオの貸出しを実施する。
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（警察本部交通部）
(2) 外国人に対する交通ルールの周知徹底

外国人集住地域周辺の小･中･高等学校に対し、自治体等と連携した参加・体験・実践型の
自転車教室や交通キャンペーンを積極的に実施するとともに、訪日外国人に対し、チラシ等
を活用して我が国の交通ルールの周知に努める。

項目 ２ 効果的な交通安全教育の推進 （実施機関） 県県民安全課、警察本部

交通部

細目

１ 計画の実施方針及び重点施策
交通安全教育にあたっては、受講者が、安全に道路を通行するために必要な技能及び知識を

習得し、かつ、その必要性を理解できるようにするため、参加・体験・実践型の教育方法を積
極的に活用するとともに、家庭・地域・職場から着実に交通安全教育を進める。
交通安全教育を行う機関・団体は、インターネット等を活用したネットワークの構築により、

交通安全教育に関する情報を共有し、他の関係機関・団体の求めに応じて交通安全教育に用い
る資機材の貸与、講師の派遣及び情報の提供等、相互の連携を図りながら交通安全教育を推進
する。

また、受講者の年齢や道路交通への参加態様に応じた交通安全教育の指導者の養成・確保、

教材等の充実及び効果的な教育手法の開発・導入に努める。

２ 計画の内容

（県県民安全課）

(1) 交通安全の情報の共有化

ア 警察と共同構築したあいち交通安全ネット（Ｉネット）による情報配信

イ 愛知県交通安全推進協議会実施機関・団体（269機関等）に対する電子メール・ファック

スによる情報配信

(2) 資機材の貸与事業（交通安全ＤＶＤ・ビデオの貸出し）

県が作成した愛知県ドライバーマナーアップ啓発ムービーを始め各種の交通安全啓発ＤＶ

Ｄ・ビデオ等の貸出しを実施する。

(3) 自転車安全利用対策推進事業 1,488千円

自転車を運転する際に起こりうる危険を体験できる自転車シミュレータを活用した参加体

験型の出張講座を引き続き実施する。

(4) 交差点事故防止啓発事業 6,046千円

道路の横断に必要な判断力をチェックできる歩行環境シミュレータを活用した出張講座を

開催する。

(5) 交通安全教育ボランティア「かけ橋」派遣事業 1,350千円

マジックや人形劇などの特技を持ち、交通安全活動に関心、意欲のある人材を県民から広

く募集、交通安全教室ボランティア「かけ橋」の構成員として登録し、地域の団体等の要請

に応じて派遣する。

・ 登録証明書の発行

・ ベスト、帽子などの資材を提供

(6) 県民事務所交通安全啓発活動 1,324千円

・ 市町村の行催事に合わせた交通安全キャンペーンの実施

・ 安全なまちづくり・交通安全活動推進員による交通安全教室の開催
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（警察本部交通部）

(7) 参加・体験・実践型の交通安全教育の実施

交通安全教育チーム”あゆみ”を中心として、交通安全教育車を積極的に活用した歩行訓

練・自転車教室など、参加・体験・実践型の交通安全教育を実施する。

(8) インターネットを活用した情報の提供

あいち交通安全ネット（Ｉネット）、すぐメールにより、県・市町村・交通関係団体などに

交通事故情勢、交通安全ワンポイントアドバイスなどを定期的に提供する。

(9) 交通安全教育指導者の養成

各種交通安全教室などを通じて、保育士、教諭、保護者、地域交通安全活動推進委員等を

地域の交通安全指導者として養成する。

(10) ＶＲ映像による交通安全教育事業の推進 248千円

横断中の事故を始めとした各種交通事故のシチュエーションを再現したＶＲ映像を活用し

た効果的な交通安全教育を推進する。

項目 ３ 交通安全に関する普及啓発活動の推進 （実施機関） 県県民安全課、警察本部

交通部、中日本高速道路株式会社、愛

細目 (1) 交通安全運動の推進 知県道路公社、名古屋高速道路公社

１ 計画の実施方針及び重点施策

年４回の交通安全運動を中心に、県民一人一人に交通安全思想の普及徹底を図り、正しい交

通ルールと交通マナーの実践を習慣付けるため、愛知県交通安全推進協議会（県、警察、市町

村、関係機関・団体等）が地域住民と一体となって、組織的、継続的な交通安全運動を展開する。

特に、地域のボランティアは、今後の運動継続の観点から若い世代の参加を働き掛け、裾野

拡大を図る。

夕暮れ時の交通事故防止対策として「ライト・オン運動」（前照灯の早め点灯運動）、被害軽

減対策として「全ての座席のシートベルト・チャイルドシート着用徹底年間運動」、ドライバー

対策として「交通安全スリーＳ運動」を推進する。

また、交通死亡事故など重大な交通事故に直結する悪質・危険性の高い交通違反及び交通安

全運動の重点に沿った交通違反の指導取締りを実施し、広報啓発活動と交通指導取締活動を連

動させた交通安全運動を効果的に推進する。

２ 計画の内容

（県県民安全課）

(1) 交通安全運動の推進 32,498千円

ア 交通安全県民運動

(ｱ) 春の全国交通安全運動 ５月11日～５月20日（10日間）（全国一斉）

(ｲ) 夏の交通安全県民運動 ７月11日～７月20日（10日間）

(ｳ) 秋の全国交通安全運動 ９月21日～９月30日（10日間）（全国一斉）

(ｴ) 年末の交通安全県民運動 12月１日～12月10日（10日間）

(ｵ) 交通安全スリーＳ運動 通年

(ｶ) ライト・オン運動（夕暮れ時の前照灯早め点灯運動） 通年

(ｷ) 歩行者保護運動（横断歩道の日（毎月11日）、ハンドアップ運動（通年））

(ｸ) 全ての座席のシートベルト・チャイルドシート着用徹底年間運動 通年
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(ｹ) 交通安全スリーＳ運動 通年

(ｺ) その他交通安全の日

① 交通事故死ゼロを目指す日（５月20日、９月30日）（全国一斉）

② 交通事故死ゼロの日（毎月10日・20日・30日）

③ 高齢者を交通事故から守る日（毎月30日、２月は末日）

④ 高齢者交通安全週間（９月14日～９月20日）
⑤ 自転車・二輪車安全利用の日（毎月10日）
⑥ 自転車・二輪車安全利用月間（５月）
⑦ バイクの日（８月19日）
⑧ シートベルト・チャイルドシートの日（毎月20日）
⑨ 飲酒運転根絶の日（毎月第４金曜日）
⑩ 飲酒運転根絶強調月間（12月）

イ 事業
(ｱ) ポスター 49,600枚
(ｲ) チラシ 90,000枚
(ｳ) シートベルト・チャイルドシートリーフレット 80,000枚
(ｴ) 交通安全県民大会の開催

年初に県民大会を開催し、交通事故防止を誓うとともに交通安全功労者の表彰を行い、
県民の交通安全意識の高揚を図る。（2020年１月16日 愛知県芸術劇場）

（警察本部交通部）
(2) 広報啓発と交通指導取締りを連動させた活動の推進
ア 交通事故死ゼロの日等における交通監視活動
イ 通学路における交通指導取締り及び通学児童等に対する交通安全指導の実施

(3) 交通情報板等を活用した広報啓発活動の推進
交通情報板等を活用し交通安全運動に連動した広報啓発活動の実施

(4) 交通ボランティア活動の活性化と裾野の拡大
大学のドライバーズクラブや企業に対する働き掛けを行い、大学生や若手社会人等の若い

世代の交通安全活動への参加を促進するなど、交通ボランティア活動の活性化と裾野の拡大

を図る。

(5) 各種媒体を活用した広報啓発活動の推進

ツイッター、YouTube等を活用するなど、幅広い年齢層に交通安全運動の周知を図り、交通

安全意識の高揚を図る。

（中日本高速道路株式会社）

(6) 高速道路における交通安全の推進

ア 年４回の交通安全運動において、警察本部高速道路交通警察隊と合同で、サービスエリア、

パーキングエリア、インターチェンジ入口等で交通事故防止キャンペーンを実施し、交通

安全啓発チラシ等を配布するとともに、横断幕・懸垂幕、情報板、ハイウェイラジオ等で

交通安全広報を行い交通安全に対する意識の高揚を図る。また、交通安全運動期間以外で

も、横断幕、懸垂幕、交通情報板、ハイウェイラジオ等により交通安全啓発を行う。

イ 高速走行時の要注意箇所の紹介（高速走行に気をつけガイドの発行）や、企業・学校へ

の社員派遣による交通安全セミナーの実施などの交通安全活動を積極的に実施する。

(7) 交通事故の特性等を考慮した広報啓発活動の実施

交通事故の特性、特に地域的・季節的な特性、曜日、時間帯及び車種別等の特性を考慮し、

重点項目を絞った交通安全キャンペーンを実施し、小冊子・チラシ等の配布、横断・懸垂幕、

ポスターの掲示、情報板、ハイウェイラジオ、情報ターミナル等により安全運転広報に努める。

・ 後部座席を含むシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底

・ 対停止車両及び対人事故の削減
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（愛知県道路公社）

(8) 愛知県道路公社における交通安全運動の推進

年４回の交通安全運動に、各有料道路情報板に「交通安全運動実施中」を表示するととも

に、料金所等においてドライバーにシートベルト・チャイルドシートの正しい着用の徹底、

飲酒運転の追放等を呼び掛け、安全運転を啓発する。また、取り組み重点事項（飲酒運転の

追放等）を印刷した啓発品を配布するなど、安全運転の広報に努める。

（名古屋高速道路公社）

(9) 名古屋高速道路における交通安全運動の推進を目的

年４回の交通安全運動において、交通安全啓発物品の配布及び横断幕の掲出等を行い、飲

酒運転の根絶、後部座席を含むシートベルトとチャイルドシートの正しい着用、落下物防止

の徹底など安全運転意識の高揚を図る。また、交通安全運動期間以外でも、横断幕・情報板

による交通安全啓発やラジオＣＭ放送による速度抑制、安全運転、合流注意等の安全運転啓

発広報を行う。さらに、注意標識・看板・路面標示等による安全対策を実施し、ホームペー

ジにおいて実施した交通安全対策や交通安全情報等の広報に努める。

項目 ３ 交通安全に関する普及啓発活動の推進 （実施機関） 県県民安全課、警察本部

交通部

細目 (2) 思いやりの意識と交通マナーの向上の推進

１ 計画の実施方針及び重点施策

本来、歩行者が守られるべき横断歩道において高齢者等が被害者となる事故が発生しており、

ドライバーの思いやりの意識と交通マナーの欠如が見られる。こうした情勢に鑑み、交通安全

教育の場や広報・啓発活動を通じて思いやりの意識と交通マナーの向上を図る。

２ 計画の内容

（県県民安全課）

(1) ドライバーに対する広報啓発活動

子どもや高齢者にやさしい思いやり運転の必要性を訴えるとともに、高齢運転者標識、聴

覚障害者標識等表示車両に対する保護意識の醸成を図る。

(2) 交通安全スリーＳ運動の実施

自動車、自転車運転者が交通事故を防ぐため、特に心掛ける運転行動を啓発する「交通安

全スリーＳ運動」を展開する。

Ｓｔｏｐ（ストップ） ・ 赤信号は確実にストップ、一時停止場所では自転車もストップ

・ 横断歩道や交差点では歩行者優先

・ 飲酒運転の根絶

Ｓｌｏｗ（スロー） ・ 子供や高齢者を見かけたらスローな運転

・ 見通しが悪い交差点では徐行

Ｓｍａｒｔ（スマート）・ 全ての人に対して思いやりをもった運転と、運転中はスマート

フォン等を絶対使用しないスマートな運転

・ シートベルトの全席着用徹底

(3) ハンド・アップ運動の実施

道路横断中の事故防止のため、歩行者が道路を横断するときは、ドライバーからよく見え

るように手を挙げ、停車してくれたドライバーに感謝の気持ちを表し、横断する。



- 51 -

また、ドライバーは、歩行者に思いやりの気持ちを持って停車する。このような運転者と
歩行者がお互いを尊重し、温かい思いやりの輪が広がるような行動を「ハンド・アップ運動」
として推進し、各種の行事、啓発活動等を通じて普及・浸透を図る。

(4) ながらスマホ対策事業 7,547千円
車両運転中の「ながらスマホ」は極めて悪質で危険な行為であり、法令に違反しているこ

とをより広く県民に周知するため、若年層向け啓発ＤＶＤ及びＶＲ動画を作成し、「ながら
スマホ」を行いがちな若年層を中心に広報を実施する。また、ＶＲを活用して参加体験型の
啓発キャンペーンを実施し、「ながらスマホ」の危険性を再認識させることで、交通安全意
識の譲成を図る。

(5) 歩行者保護対策事業 9,358千円
ア ドライバーの横断歩道における歩行者保護意識の向上を図るため、歩行者保護を訴える
マグネットシートを県公用車に貼付して行う広報活動を、市町村や民間企業で使用してい
る車両にも拡充し実施する。

イ 歩行中の交通事故防止を図るため、横断歩道の利用を促す電車内での中づり広告を実施
する。

(6) 高齢者交通安全広報事業 15,723千円
高齢者等の交通事故防止を図るため、新聞広告による広報及び啓発イベント等を実施する。
また、高齢者の多く集まる施設において、夜間の交通事故防止に効果のある反射材の着用

促進を図るとともに、併せて、認知症対策の強化が図られた道路交通法及び運転免許証の自
主返納制度を周知する。

(7) ドライバーマナー向上推進事業 15,057千円
県内ゆかりの著名人が、自身の心掛けているドライバーマナーを宣言し、録音したメッセ

ージをラジオ番組で継続的に放送することで交通安全を呼び掛ける。
(8) 通学路の交通安全対策事業 234千円

児童の通学時間帯に、サイン板等を活用した立哨活動により啓発活動を実施する企業等を
募集し、啓発資材の提供により企業等の交通安全活動の支援を行い、通学路における交通事
故の防止を図る。

(9) トラック、バスなどを所有する事業者の団体などに、後退時に警報装置のスイッチを切ら
ないことを働き掛ける。

（警察本部交通部）
(10) 悪質性、危険性及び迷惑性の高い交通違反の指導取締り

交通事故多発交差点等における横断歩行者等妨害等の取締り、通学路における交通指導取

締り、保管場所法違反に対する取締り等を強化する。

(11) 横断歩行者の安全確保に向けた広報啓発活動等

歩行者事故が多発する地域等において重点的に各種活動を推進し、歩行者が被害者となる

交通事故抑止を図る。

(12) 歩行者保護モデルカー活動の拡大

自治体、関係機関・団体等と連携した歩行者保護モデルカー活動の更なる拡大により、ド

ライバーの歩行者保護意識の向上を図る。
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項目 ３ 交通安全に関する普及啓発活動の推進 （実施機関） 県県民安全課、警察本部

交通部

細目 (3) 交差点事故を防止するための啓発活動等の

推進

１ 計画の実施方針及び重点施策

死亡事故の約４割が交差点で発生し、全国平均（35.6%）を上回ることから、事故多発交差点

や交差点事故の実態、特徴等を広く周知するなど各種啓発活動等を推進することで交差点事故

防止のための交通安全知識の普及、交通安全意識の向上を図る。

特に、交差点事故の主な原因が歩行者妨害、一時不停止又は信号無視によるものであること

から「交通安全スリーＳ運動」を強力に推進する。

２ 計画の内容

（県県民安全課）

(1) ハンド・アップ運動の推進

道路横断中の事故防止のため、歩行者が道路を横断するときは、ドライバーに横断する意

思を明確に示すために手を挙げ、停車してくれたドライバーに感謝の気持ちを表して横断す

る。また、ドライバーは、歩行者に思いやりの気持ちを持って停車する。このような運転者

と歩行者がお互いを尊重し、温かい思いやりの輪が広がるような行動を「ハンド・アップ運

動」として推進し、各種の行事、啓発活動等を通じて普及・浸透を図る。

(2) 交通安全スリーＳ運動の推進

交差点事故の防止や思いやり意識の醸成等を図るために、自動車、自転車利用者が特に心

がける運転行動を啓発するため「交通安全スリーＳ運動」を展開する。

(3) 交差点事故防止啓発事業 6,046千円

道路の横断に必要な判断力をチェックできる歩行環境シミュレータを活用した出張講座を

開催する。

（警察本部交通部）

(4) 交差点における街頭指導の強化

交通事故の多発傾向にある交差点等における「見せる・目立つ・聞かせる」街頭活動によ

り、通行するドライバー等の交通安全意識の高揚を図る。

項目 ３ 交通安全に関する普及啓発活動の推進 （実施機関） 県県民安全課、警察本部

交通部

細目 (4) 自転車の安全利用の推進

１ 計画の実施方針及び重点施策
良好な自転車交通秩序を実現させるため、自転車利用者に対し自転車は車両であることの意

識を徹底させる。そして、車両としての交通ルールの周知及び交通マナーの実践の徹底を図り、
車道を通行する自転車と歩道を通行する歩行者の双方の安全を確保する。
自転車乗用中の交通事故防止や安全利用を促進するため、「交通の方法に関する教則」や「自
転車安全利用五則」を活用し、歩行者や他の車両に配慮した通行、歩道通行時におけるルール
等、自転車の正しい乗り方に関する普及啓発の強化を図る。
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特に、自転車・二輪車安全利用月間の５月には、自転車の正しい乗り方及び安全整備に関す
る広報啓発活動を強化する。
夕暮れの時間帯から夜間にかけて、自転車の重大事故が多発する傾向にあることを踏まえ、

自転車の灯火の点灯を徹底し、自転車の側面等への反射材の取付けを促進する。
また、13歳未満の子どもが自転車に乗車する際のヘルメットの着用が保護者の努力義務で

あることや自転車の交通事故実態等について広報啓発を推進するとともに、被害軽減対策とし
て有効なヘルメットの着用を幼児・小学生を始め、高齢者その他全ての自転車利用者に対し
積極的に促進する。
高齢者及び小中学生に対しては、参加・体験・実践型の交通安全教室や交通安全自転車大会

等の競技を通じた広報啓発に努め、教育の機会が少ない社会人・大学生・成人に対しては、大
学・企業へ交通安全教育などの参加を働き掛け、自転車安全教育の機会提供を図る。

２ 計画の内容
（県県民安全課）
(1) 自転車安全利用対策推進事業 1,488千円

自転車を運転する際に起こりうる危険を体験できる自転車シミュレータを活用した参加体
験型の出張講座を引き続き実施する。

(2) ながらスマホ対策事業 7,547千円
車両運転中の「ながらスマホ」は極めて悪質で危険な行為であり、法令に違反しているこ

とをより広く県民に周知するため、若年層向け啓発ＤＶＤ及びＶＲ動画を作成し、「ながら
スマホ」を行いがちな若年層を中心に広報を実施する。また、ＶＲを活用して参加体験型の
啓発キャンペーンを実施し、「ながらスマホ」の危険性を再認識させることで、交通安全意
識の譲成を図る。

(3) 自転車・二輪車安全利用の日等における啓発活動の推進
自転車・二輪車安全利用の日、月間等を通じて、自転車の点検整備や夜間の交通事故防止

のための灯火及び反射器材の取付の普及促進を図る。
・ 自転車・二輪車安全利用の日 毎月10日
・ 自転車・二輪車安全利用月間 ５月

(4) 交通安全スリーＳ運動の推進
自転車も車両の一種であり、乗り方によっては歩行者に危害を加えるおそれがあることか

ら、自転車の安全利用を図るため「交通安全スリーＳ運動」を推進する。
(5) 損害賠償責任に備える保険の加入促進

自転車が加害者となる事故に関し、高額な賠償額となるケースもあり、こうした賠償責任
を負った際の支払い原資を担保し、被害者の救済の十全を図るため、損害賠償責任保険等へ
の加入を促進する。
また、自転車安全整備士が点検整備した普通自転車に貼付されるＴＳマーク（賠償責任保

険等付）などの各種制度の周知を図る。
（警察本部交通部）
(6) 総合対策推進計画に基づく自転車安全利用の促進

「良好な自転車交通秩序の実現のための総合対策推進計画」（2019年１月策定）に基づき、
更なる自転車の安全利用を促進するための広報啓発活動、指導取締り、通行環境の整備等を
推進する。

(7) ５月中における交通安全啓発活動の実施

５月を自転車利用者に対する交通安全啓発活動の推進期間として自転車の安全利用に資す

る広報啓発活動、自転車の交通ルールの周知に向けた安全教育等を推進する。

(8) 反射材の普及促進

自治体、交通関係団体と連携し、街頭キャンペーンなどを実施し、自転車への反射材の取

付けを促進する。
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(9) 自転車乗車用ヘルメットの着用の促進

自転車事故の実態やヘルメットの被害軽減効果についての広報啓発活動を推進し、あらゆ

る年齢層の自転車利用者に対し、自転車利用中のヘルメット着用を促進する。

(10) 幼児二人同乗用自転車の安全利用の周知徹底等

幼稚園・保育所等における自転車教室等の機会を通じ、幼児二人同乗用自転車の安全利用

に係る広報啓発活動を実施する。

(11) 参加・体験・実践型の交通安全教室等
ア ブロック別高齢者自転車教室 年度内に実施
イ 交通安全高齢者自転車愛知県大会 2019年10月10日

(12) 自転車指導啓発重点地区・路線における指導啓発活動の強化
自転車指導啓発重点地区・路線（57地区、45路線）を中心に、自治体や関係機関・団体、

交通ボランティア等と連携した指導啓発活動を強化する。
(13) 自動車等の運転者の立場における安全教育の実施

運転免許の更新時講習等において、自動車等の運転者の立場から、自転車の安全を確保す
るための留意事項についての教育を実施する。

(14) 安全教育への機会が少ない高齢者・社会人・大学生・主婦等への自転車安全教室の参加
促進
安全教育の対象者を高齢者・社会人・大学生・主婦等、幅広い年齢層に拡大するため、児

童・生徒を対象とした自転車教室への保護者の参加要請や安全運転管理者を通じた事業所レ
ベルでの安全教室の開催等の工夫を実施する。

(15) 自転車運転者講習制度の周知徹底
自転車の運転による交通の危険を防止するため、2015年６月に導入された自転車運転者講

習制度の一層の周知を図る。

項目 ３ 交通安全に関する普及啓発活動の推進 （実施機関） 中部運輸局、県県民安全

課、警察本部交通部

細目 (5) 後部座席を含めた全ての座席におけるシート

ベルトの正しい着用の徹底

１ 計画の実施方針及び重点施策

年４回の交通安全運動、交通事故死ゼロの日や各種交通安全教室・講話の機会を利用し、後

部座席を含め、全ての座席におけるシートベルトの着用促進を図る広報啓発活動を行うほか、

非着用者に対する指導取締り活動を実施する。

また、2016年１月15日に発生した軽井沢スキーバス事故を踏まえ、再発防止対策としてバス

・タクシー等における乗客のシートベルトの着用について、関係事業者等を通じて指導の徹底

を図る。

２ 計画の内容

（中部運輸局）

(1) 年４回の交通安全運動、年末年始の輸送等安全総点検において、シートベルト着用につい

て啓発する。

（県県民安全課）

(2) シートベルト・チャイルドシート着用徹底

「カチッと100！」を合言葉に、着用率100％をめざす。

ア 全ての座席のシートベルト・チャイルドシートの着用徹底年間運動の展開

・ シートベルト・チャイルドシートの日（毎月20日）
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・ シートベルト・チャイルドシート着用徹底強化旬間

（６月11日～20日、11月11日～20日、２月11日～20日）

・ 県内一斉シートベルト・チャイルドシート関所

(６月20日、11月20日、２月20日)

イ 企業・事業所による全座席シートベルト着用宣言の促進

パートナーシップ企業等に対して全座席シートベルト着用宣言を促進し、情報の提供や

啓発物等を配布するなど、取組を支援する。

ウ あらゆる機会を通じた広報活動の推進

(3) 交通安全スリーＳ運動の推進

シートベルト着用は乗車時の身だしなみと捉え、全席着用の徹底を図るため「交通安全ス

リーＳ運動」を推進する。

（警察本部交通部）

(4) 交通情報板等を活用した広報の実施

(5) 広報資料やシートベルトコンビンサーを活用した広報啓発活動の実施

項目 ３ 交通安全に関する普及啓発活動の推進 （実施機関） 中部運輸局、県県民安全

課、警察本部交通部

細目 (6) チャイルドシートの正しい使用の徹底

１ 計画の実施方針及び重点施策

年４回の交通安全運動、交通事故死ゼロの日を中心に、広報検問、街頭キャンペーン等の活

動を通じてチャイルドシートの着用効果、正しい着用方法について広報啓発を行うほか、非着

用者に対する指導取締りを実施する。

２ 計画の内容

（中部運輸局）

(1) 取り付ける際の誤使用防止や側面衝突時の安全確保等の要件を定めた新基準（i-Size※12）

に対応したチャイルドシートの普及促進、チャイルドシートと座席との適合性の公表の促進、

製品毎の安全性に関する比較情報の提供を行うとともに、正しい使用方法の周知徹底を推進

する。

（県県民安全課）

(2) 街頭において、チャイルドシート使用調査を実施する。

(3) 全ての座席のシートベルト・チャイルドシートの着用徹底年間運動の展開

ア シートベルト・チャイルドシートの日（毎月20日）

イ シートベルト・チャイルドシート着用徹底強化旬間

（６月11日～20日、11月11日～20日、２月11日～20日）

ウ 県内一斉シートベルト・チャイルドシート関所

（６月20日、11月20日、２月20日）

(4) 広報啓発活動の推進

「カチッと100！」を合言葉に、あらゆる機会を通じ、チャイルドシートの着用に的を絞っ

た効果的な広報啓発活動を推進する。

シートベルト・チャイルドシートリーフレット 80,000枚

（警察本部交通部）

(5) チャイルドシート使用徹底モデル園の指定
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指定園数 44園

モデルプレート 44本 57千円

(6) 交通情報板等を活用した広報活動を実施

項目 ３ 交通安全に関する普及啓発活動の推進 （実施機関） 県県民安全課、警察本部

交通部

細目 (7) 反射材用品等の普及促進

１ 計画の実施方針及び重点施策

夜間における歩行者及び自転車利用者の交通事故防止に効果的な反射材の普及を図るため、

各種広報媒体を活用して積極的な広報啓発を推進するとともに、反射材の視認効果、使用方法

等について理解を深めるため、関係機関・団体と協力して参加・体験・実践型の交通安全教育

を実施する。また、運転者の視認性の向上と併せ、歩行者や自転車利用者、対向車に自分の存

在をいち早く知らせるために、「ライト・オン運動」（夕暮れ時の前照灯早め点灯運動）を展開

し、夕暮れ時の交通事故防止を図る。

２ 計画の内容

（県県民安全課）

(1) 各季の交通安全運動を通じた普及啓発

街頭啓発活動や高齢者が多数集まる祭礼・行事等において啓発品の配布を実施する。

(2) 交通安全運動として、ライト・オン運動(夕暮れ時の前照灯早め点灯運動)を通年実施

(3) 高齢者交通安全広報事業 15,723千円

高齢者等の交通事故防止を図るため、新聞広告による広報及び啓発イベント等を実施する。

また、高齢者の多く集まる施設において、夜間の交通事故防止に効果のある反射材の着用

促進を図る。

（警察本部交通部）

(4) 各季の交通安全運動を中心に、街頭キャンペーン、反射材の効果を実証する参加・体験・

実践型の交通安全教室を開催する。

(5) 高齢者交通安全協力所における普及促進

高齢者交通安全協力所を活用した、反射材の配布活動による普及促進に努める。

(6) ライト・オン運動（夕暮れ時の前照灯早め点灯運動）の実施

各季の交通安全運動を中心に、交通情報板等を活用した広報活動や街頭キャンペーンを実

施するほか、各種交通安全教室・講話において広報啓発に努める。

項目 ３ 交通安全に関する普及啓発活動の推進 （実施機関） 県県民安全課、県医務課、

警察本部交通部

細目 (8) 飲酒運転根絶に向けた規範意識の確立

１ 計画の実施方針及び重点施策

飲酒運転に起因する交通事故の実態・危険性等を広く周知させるため、キャンペーン等の広

報啓発活動を推進し、飲酒運転を許さない社会環境づくりの定着化を図る。
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２ 計画の内容

（県県民安全課）

(1) 飲酒運転根絶のための広報啓発活動等の実施

関係機関・団体と連携を強化し、飲酒運転四（し）ない運動（運転するなら酒を飲まない。

酒を飲んだら運転しない。運転する人に酒をすすめない。酒を飲んだ人に運転させない。）を

始め、飲酒運転根絶の日（毎月第４金曜日）、飲酒運転根絶強調月間（12月）及び「交通安全

スリーＳ運動」等により、飲酒運転根絶の気運をより一層高めるためのキャンペーン、広報

啓発活動を実施する。また、飲酒運転根絶に向け、年４回の交通安全運動等を通じ、チラシ

や啓発品の配布等を実施するとともに飲酒運転の危険性を疑似体験できるゴーグルを活用し

た安全教育を実施する。

県庁、県民事務所等において、飲酒運転防止啓発ビデオ、飲酒体験ゴーグル等の貸出しを

行う。

（県医務課）

(2) アルコール依存症に対する相談支援

愛知県精神保健福祉センターにおけるアルコール専用電話による相談の実施や、県内12か

所の保健所における対面型のアルコール専門相談の実施により、アルコール依存症等に関す

る本人やその家族からの相談に応じ、対応方法の助言を行ったり、医療機関や断酒会等の自

助グループを紹介するなどの支援を行う。

（警察本部交通部）

(3) 飲酒運転根絶キャンペーンの実施

ア 交通関係団体と連携した飲酒運転根絶キャンペーンを実施するとともに「ハンドルキー

パー運動」の普及促進を図る。

イ 交通情報板等を活用した広報啓発活動を実施し、飲酒運転根絶気運の醸成を図る。

(4) 地域、職域との連携

地域の交通ボランティアや安全運転管理者等を通じて、地域、職場における飲酒運転根絶

気運の高揚を図る。
(5) 酒類関係団体との連携

酒の製造・販売業者、酒類提供飲食店、駐車場関係者等に対し、飲酒運転を根絶するため
の取組を要請する。

(6) 自動車運転代行業利用者の利便性・安心感の向上
酒類提供飲食店等に対し、自動車運転代行業に関する情報の提供や店内への運転代行業者

連絡先の掲示の働き掛けを実施するなど、利用者の利便性・安心感の向上を図るための施策
を推進する。

(7) 広報啓発の徹底
あらゆる機会や広報媒体を通じて、酒酔い運転等の悪質・危険な違反行為をした者、車両

提供者、酒類提供者、同乗者等に対する罰則及び運転免許の行政処分について引き続き周知
し、飲酒運転の根絶を図る。

(8) 参加・体験・実践型の交通安全教育の推進
酒に酔った状態を疑似体験することのできる飲酒体験ゴーグルにより、飲酒が運転等に与

える影響について理解を深めるための参加・体験・実践型の交通安全教育を推進する。
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項目 ３ 交通安全に関する普及啓発活動の推進 （実施機関） 県広報広聴課、県県民安
全課、警察本部交通部

細目 (9) 効果的な広報の実施

１ 計画の実施方針及び重点施策
交通安全の啓発を生涯学習の一つとして捉え、県民一人一人が、交通事故の悲惨さや交通事

故は誰でも起こす可能性があるということの理解を深める活動を行う。
そのために日常生活の中で自発的な交通安全意識を醸成するため、世代相互の理解と思いや

りを高めるなど、各世代それぞれの特徴に応じた広報啓発活動を推進する。

２ 計画の内容
（県広報広聴課）
(1) テレビ・ラジオ放送による広報

媒体名 内 容

テレビ
東海 ＳＫＥ４８のあいちテル！

名古屋 まるまる◎あいち

ＣＢＣ あいち県政リポート
ラジオ

東海 こんにちは愛知県です

＠ＦＭ AICHI SATURDAY TOPICS

ＺＩＰ－ＦＭ AICHI SUNDAY TIPS

(2) 広報紙による広報

広報あいち 毎月第一日曜日に中日・朝日・読売・毎日新聞に掲載

(3) インターネットによる広報

県ウェブサイト「ネットあいち」上で、知事記者会見、あいちｲﾝﾀｰﾈｯﾄ情報局
県政リポート等を動画で配信

(4) その他

広報資料「愛知だより」
市町村が発行する広報誌等に転載してもらうため、毎月１日

に、県民にかかわりの深い県政情報をメールにて発行

提 供 原 稿
テレビ（ＣＡＴＶを含む）・ラジオ局に、お知らせ番組やデータ

放送の放送原稿として県政情報を定期的に提供

写 真 展 示 庁舎内掲示板
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(県県民安全課)

(5) 新聞広告、ラジオＣＭ、医療施設での動画放映

（警察本部交通部）

(6) テレビ・ラジオによる広報啓発の実施

ア 東海ラジオ 「セーフティメッセージ」 月～金曜日、１日２回（約75秒）

イ ＪＡ共済と連携したラジオ放送

東海ラジオ (各季の交通安全運動期間中毎日放送、１回20秒)

ＦＭ ＡＩＣＨＩ （各季の交通安全運動期間中毎日放送、１回50秒）

(7) 県警ホームページ等を活用した広報の実施

ア 携帯電話向けメールマガジン「パトネットあいち」による交通死亡事故情報の配信

イ 県警ホームページ内の交通安全ページにおける広報啓発

ウ パソコン向けメールマガジン「すぐメール」による交通安全情報の配信

エ インターネットを活用したメール一斉配信「Ｉネット」による交通安全情報の配信

オ ツイッターによる交通安全情報の配信

(8) 関係機関・団体との協力及び広報資料を活用した訴求力の高い広報の実施

チラシ・ポスター等を活用した広報の実施

(9) 交通情報板等を活用した広報啓発活動の実施

項目 ３ 交通安全に関する普及啓発活動の推進 （実施機関） 中部運輸局、県県民安全

課、警察本部交通部

細目 (10) その他の普及啓発活動の推進

１ 計画の実施方針及び重点施策
高齢社会の進展、日常生活の夜型化、レジャー化、国際化等、様々に変化する社会情勢の中

で、本格的な県民皆免許・大量交通時代を迎え、交通安全を国民行事として捉え、県民に対し
あらゆる機会を活用して多角的に交通安全思想の普及、啓発を図る。

２ 計画の内容
（中部運輸局）
(1) 交通安全運動等の期間中、ポスター等の掲出、ホームページへの掲載を行う。
（県県民安全課）
(2) 県民事務所交通安全啓発活動 1,324千円

地域の交通事故情勢に即した啓発キャンペーンや交通安全教室を開催する。
（警察本部交通部）
(3) 関係機関・団体との連携による総合的な交通安全行事の開催
(4) 各種広報紙に対する資料提供及び寄稿の推進
(5) 交通安全普及所による交通安全教育の推進

ペーパーテストや機械検査による運転適性検査を実施する。
(6) 派遣型交通安全教育の実施

交通安全教育チーム”あゆみ”による参加・体験・実践型の交通安全教育を実施する。
(7) 高齢者が多数利用する施設等における広報啓発活動の推進

高齢者の交通事故が多発した場合においては、高齢者が多数利用するスーパー、商業施設、

高齢者交通安全協力所、地域の掲示板等に緊急チラシの掲示を依頼するなどにより、高齢者

の交通事故実態の周知を図る。
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項目 ３ 交通安全に関する普及啓発活動の推進 （実施機関） 県県民安全課

細目 (11) 交通死亡事故多発時における緊急対策

１ 計画の実施方針及び重点施策

交通死亡事故が一定期間、集中的に発生した場合に、県民に対し交通事故への注意を喚起す

るため、交通死亡事故多発警報などを発令するとともに、県、警察、市町村、関係機関・団体

等が連携・協働して総合的かつ集中的な事故防止対策を図る。

２ 計画の内容

緊急交通安全啓発事業 545千円

「愛知県交通死亡事故多発警報等発令要綱」に基づき、警報等を発令した際には、ホームペー

ジやラジオ等、あらゆる広報媒体を活用した広報、緊急街頭啓発活動等を速やかに実施するこ

とにより、警報等発令の周知及び県民の交通事故に対する注意を喚起し、交通死亡事故の抑止

を図る。

項目 ４ 交通の安全に関する民間団体等の主体的活 （実施機関） 中部運輸局、県社会活動

動の推進 推進課、県県民安全課、県学事振興課

私学振興室、県子育て支援課、県教委

細目 生涯学習課、警察本部交通部

１ 計画の実施方針及び重点施策

交通関係機関・団体との連携を強化し、交通安全運動への参加及び交通事故防止等自主交通

安全活動の指導・協力を行う。

また、地域に根ざした交通安全組織の結成及び自主活動の活性化を図り、県民の交通安全意

識の高揚を図る。

２ 計画の内容

（中部運輸局）

(1) 各自動車運送事業者団体への助言、資料等の提供を始め、交通安全運動への参加及び事故

防止等に対する指導・協力を行う。

（県社会活動推進課）

(2) 青少年県民運動の推進

青少年の非行・被害防止に取り組む県民運動（夏期・冬期）の中で、愛知県教育委員会、

警察本部と連携して、暴走族追放や交通事故防止の機運を醸成する。

（県県民安全課）

(3) 愛知県交通安全母の会に対する事業費の一部補助

交通安全ボランティア組織である愛知県交通安全母の会が実施する交通安全対策事業を助

成することにより、事業の活性化を図る。

事業名 愛知県交通安全母の会事業費補助金

補助金 500千円

(4) 交通安全教育ボランティア「かけ橋」派遣事業 1,350千円

マジックや人形劇などの特技を持ち、交通安全活動に関心、意欲のある人材を県民から
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広く募集、交通安全ボランティア「かけ橋」の構成員として登録し、地域の団体等の要請に

応じて派遣する。

・ 登録証明書の発行

・ ベスト、帽子などの資材を提供

(5) 愛知県交通指導員連絡協議会の活動の推進

交通指導員に対する情報の提供、研修の実施、交通指導員相互の連携等を通じて、交通指

導員の能力の向上と活動の充実を図る。

(6) 交通安全パートナーシップ企業活動支援事業 198千円

従業員に対する交通安全啓発はもとより、街頭啓発活動や顧客等への注意喚起等の交通安

全対策を自主的かつ積極的に実施している企業等を「交通安全パートナーシップ企業」とし

て位置付け、これを広く募集し、県のホームページ等で公表するとともに、啓発資材や情報

等を積極的に提供し、自主交通安全活動の一層の促進を図る。

（県学事振興課私学振興室）

(7) 私立学校に対する交通安全の推進

ア 私立学校関係団体が実施する交通安全運動などの機会を捉え、交通安全に関する情報

資料の提供により、幼児・児童・生徒等への交通安全教育の一層の推進を図る。

イ 私立学校経常費補助金

交通安全教育に関して、外部講師による研修や地域との協働の取組などを実施する私立

幼稚園等に対して補助を行う。

私立学校経常費補助金 39,766,598千円の一部

（県子育て支援課）

(8) 地域組織活動促進事業

母親等による手作り交通安全啓発マスコットを街頭配布するなどの交通安全啓発事業を促

進する。

（県教委生涯学習課）

(9) 社会教育の場において、ＰＴＡ、女性団体、青少年団体等を対象として、交通安全教育の

推進を図るとともに、実践活動を推奨する。

（警察本部交通部）

(10) 企業等に対する交通安全ＣＳＲ活動の促進による、社会全体における交通安全意識の高揚

(11) トラック協会、バス協会、宅配業者、安全運転管理者等に対する模範運転意識を高揚させ

るための「Iネット」配信を含む積極的な情報提供と交通安全思想の普及徹底

(12) 交通安全に関する情報・資料の積極的な提供

(13) 後部座席を含むシートベルト・チャイルドシート及びヘルメットの正しい着用についての

自主的活動の促進

(14) 関係機関・団体との連携による広報啓発活動の実施

・ 街頭点検、街頭キャンペーン等の実施

・ 交通安全功労者（団体）、優良運転者等の表彰

(15) 愛知県交通少年団指導者育成協議会を通じた交通少年団活動の助成及び指導育成

・ 交通少年団集合訓練

・ 機関紙の発行

・ 啓発物の配布

(16) 住民参加による交通安全行事等の実施

(17) 交通安全に関する情報等の提供
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(18) 地域社会における交通安全功労者等の表彰

・ 交通安全奉仕顕賞等表彰の実施

500人 312千円

功労金章（10年以上の街頭活動歴と抜群の功労）

功績銀章（６年以上の街頭活動歴と多大な功績）

優良銅章（３年以上の優良な街頭活動歴）

奉仕き章（６か月以上の街頭活動歴）

・ 優良自動車運転者表彰の実施（自己申告）

530人 27千円

セーフティ・ゴールド賞（15年以上無事故・無違反）

セーフティ・シルバー賞（10年以上無事故・無違反）

セーフティ・コ パ ー 賞（６年以上無事故・無違反）

項目 ５ 住民の参加・協働の推進 （実施機関） 県県民安全課、県道路維

持課、県教委保健体育課、警察本部交

細目 通部

１ 計画の実施方針及び重点施策
交通の安全は、住民の安全意識により支えられることから、住民自らが交通安全に関する意

識改革を進めることが重要である。
このため、交通安全思想の普及徹底にあたっては、行政、民間団体、企業等と住民が連携を

密にした上で、それぞれの地域における実情に即した身近な活動を推進し、住民の参加・協働
を積極的に進める。

２ 計画の内容
（県県民安全課）
(1) 通学路の交通安全対策事業 234千円

児童の通学時間帯に、サイン板等を活用した立哨活動により啓発活動を実施する企業等を
募集し、啓発資材の提供により企業等の交通安全活動の支援を行い、通学路における交通事
故の防止を図る。

(2) 交通安全パートナーシップ企業活動支援事業 198千円
従業員に対する交通安全啓発はもとより、街頭啓発活動や顧客等への注意喚起等の交通安

全対策を自主的かつ積極的に実施している企業等を交通安全パートナーシップ企業として位
置付け、これを広く募集し、県のホームページ等で公表するとともに、啓発資材や情報等を
積極的に提供し、自主交通安全活動の一層の促進を図る。

(3) 交通安全教育ボランティア「かけ橋」派遣事業 1,350千円
マジックや人形劇などの特技を持ち、交通安全活動に関心、意欲のある人材を県民から広

く募集、交通安全教室ボランティア「かけ橋」の構成員として登録し、地域の団体等の要請
に応じて派遣する。

（県道路維持課・県教委保健体育課・警察本部交通部）
(4) 交通安全総点検や「通学路交通安全プログラム」に基づく合同点検を継続的に実施し、住
民に積極的な参加を求め、交通安全対策を推進する。

（警察本部交通部）

(5) 交通安全教育チーム”あゆみ”と連携した効果的かつ分かりやすい交通安全教育を推進する。
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第３節 安全運転の確保

項目 １ 運転者教育等の充実 （実施機関） 警察本部交通部

細目 (1) 運転免許を取得しようとする者に対する教育

の充実

１ 計画の実施方針及び重点施策

安全運転に必要な知識及び技術を身に付けた上で安全運転を実践できる運転者を育成するた

め、免許取得前から安全意識を醸成する交通安全教育の充実を図るとともに、免許取得時にお

いては、特に、危険予測・危険回避能力向上のための訓練を行うほか、個々の心理的・性格的

適性を踏まえた教育、交通事故の悲惨さの理解を深める教育等を通じて運転者の安全意識の向

上を図る。

また、停止処分者講習を始めとした各種講習を通じて運転者に対する再教育を効果的に実施

するため、講習施設・設備等の充実を図るほか、講習指導員の資質向上、講習資器材の高度化

並びに講習内容及び講習方法の充実に努める。

２ 計画の内容

(1) 自動車教習所における教習の充実

各種研修等を通じて指定自動車教習所の教習指導員等の資質の向上を図るとともに、技能

検定に対する立入検査等の結果に基づく指導により教習水準の維持及び向上を促進するほか、

指定自動車教習所以外の届出自動車教習所及び特定届出自動車教習所に対しても、適正な教

習の実施と教習水準の向上に必要な指導・助言に努める。

・ 指定自動車教習所数 本年４月１日現在 53校

・ 届出自動車教習所数 〃 ４校

・ 特定届出自動車教習所数 〃 １校

(2) 運転者の安全意識を向上させる教育の充実

自動車教習所における教習等において、交通事故の悲惨さを理解させ、安全意識を向上さ

せる教育の充実に努める。

(3) 運転免許取得時講習の充実

運転免許取得時講習(大型車講習、中型車講習、準中型車講習、普通車講習、大型二輪車講

習、普通二輪車講習、原付講習、大型旅客車講習、中型旅客車講習、普通旅客車講習及び応

急救護処置講習) を効果的に実施するため、講習に必要な体制の整備を図るとともに、講習

委託先に対する必要な指導監督を行う。
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項目 １ 運転者教育等の充実 （実施機関） 警察本部交通部

細目 （2） 運転者に対する再教育等の充実

１ 計画の実施方針及び重点施策

取得者教育の認定を受けた教育機関（自動車教習所）に対する指導・助言によりその水準の

向上を図る。

２ 計画の内容

(1) 既に運転免許を取得した者に対する再教育を実施している指定自動車教習所等に対し、必

要な指導・助言を行い、その水準の向上を図るとともに、運転免許取得者教育の認定制度の

活用により、地域の交通安全教育センターとしての機能を充実強化する。

(2) 更新時講習の充実

優良運転者・一般運転者・違反運転者・初回更新者の区分に応じた講習の実施、講習指導

員の適正な人員の確保及びその資質の向上、最新の交通事故分析に基づいた講習内容の充実、

講習施設及び資機材の整備・充実等を図ることにより、効果的な更新時講習を実施する。

項目 １ 運転者教育等の充実 （実施機関）県県民安全課、県

教委保健体育課、警察本部交通

細目 （3） 二輪車安全運転対策の推進 部

１ 計画の実施方針及び重点施策

二輪車事故の防止対策として、二輪車関連団体等との連携を密にし、若年層を中心として安

全運転に関する知識・技能習得のための参加、実践型の交通安全教育・訓練等を実施し、二輪

運転の交通安全意識の高揚を図る。

２ 計画の内容

（県県民安全課）

(1) 原付・自動二輪車に対する啓発事業 5,146千円

啓発パレードの開催及び道の駅などでキャンペーンを行い、ライダー等に交通安全を呼び

掛け交通事故防止を図る。

（県教委保健体育課）

(2) 主に、定時制や山間部の生徒で、学校長から原付での通学を特別に許可されている生徒に

ついては、各学校で交通安全教育を実施する。

（警察本部交通部）

(3) 交通安全教育、訓練の推進

・ ライダースクール（二輪車安全運転講習）の実施

・ バイク教室等の開催

(4) その他二輪車運転者に対する教育

指定自動車教習所における自動二輪車に係る教習の充実及び技能検定制度の適正な運用を

図る運転免許取得者教育の認定制度の活用により二輪車運転者に対する教育の充実を図る。
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項目 １ 運転者教育等の充実 （実施機関） 県交通対策課、

県県民安全課、警察本部交通部

細目 (4) 高齢運転者対策の充実

１ 計画の実施方針及び重点施策
高齢社会の進展に伴い、増加する高齢運転者に対する教育体制を整備するとともに、実車を

用いた参加・体験・実践型講習及び科学的運転適性検査器等を活用した運転適性検査の実施に
よる個別安全運転指導を推進するとともに、公共交通の確保・充実の支援を行うことにより、
自動車等の運転に不安を有する高齢運転者等が運転免許証を返納しやすい環境の整備を図る。

２ 計画の内容
（県交通対策課）
(1) 公共交通の確保・充実の支援

住民の足である公共交通の確保・充実に向けた公共交通事業者、市町村及び関係機関の取
組に対し助言、調整を行い支援する。

（県県民安全課）
(2) 高齢運転者に対する広報啓発活動の推進

高齢運転者による交通死亡事故が懸念されることから、交通安全教育等の機会を通じて加
齢による身体機能の変化を自覚した安全運転を呼び掛ける。

(3) 高齢者交通安全広報事業 15,723千円
高齢者等の交通事故防止を図るため、新聞広告による広報及び啓発イベント等を実施する。
また、高齢者の多く集まる施設において、夜間の交通事故防止に効果のある反射材の着用

促進を図るとともに、併せて、認知症対策の強化が図られた道路交通法及び運転免許証の自
主返納制度を周知する。

(4) 歩行者保護対策事業 9,358千円
ア ドライバーの横断歩道における歩行者保護意識の向上を図るため、歩行者保護を訴える
マグネットシートを県公用車に貼付した広報活動を、市町村や民間企業で使用している車
両にも拡充し実施する。

イ 歩行中の交通事故防止を図るため、横断歩道の利用を促す電車内での中づり広告を実施
する。

(5) ドライバーマナー向上推進事業 15,057千円
県内のゆかりの著名人が、自身の心掛けているドライバーマナーを宣言し、録音したメッ

セージをラジオ番組で継続的に放送することで交通安全を呼び掛ける。
(6) 原付・自動二輪車に対する啓発事業 5,146千円

啓発パレードの開催及び道の駅などでキャンペーンを行い、ライダー等に交通安全を呼び

掛け交通事故防止を図る。

（警察本部交通部）

(7) 高齢運転者支援の充実

ア 高齢者運転に対する教育の充実

75歳以上の運転者に対する認知機能検査の適切な運用を図るとともに、同検査に関する

問い合わせ、相談等への対応に当たっては、本人及びその家族の心情に配意した対応に努

める。高齢者講習については、視力や視野を含む身体機能の変化について自覚させるため、

運転適性検査機材による指導等を推進するとともに、ドライブレコーダーを活用した個人

指導等において、個々の能力や特性に応じたきめ細かな指導を行う。

また、認知機能検査及び高齢者講習については、各地域の対象者数の将来予測等の情報

を定期的に指定自動車教習所と共有するほか、委託先の指定自動車教習所等の実情に応じ、

警察施設で実施するとともに、指定自動車教習所の認知機能検査及び高齢者講習の予約状

況を把握した上で、受検又は受講までの期間が短い指定自動車教習所に対象者を振り分け

るなど、その円滑な実施のための取組を計画的に推進する。
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イ 臨時適性検査等の円滑な実施

認知機能検査、交通事故捜査、運転適性相談等を端緒とし、認知症を始めとする一定の

病気等の罹患が疑われる運転者を把握した場合には、臨時適性検査の実施等を通じて、行

政処分の必要性を判断する。

臨時適性検査又は診断書提出命令（以下「臨時適性検査等」という。）の対象者に対し

ては、制度について適切な説明を行うとともに、原則６か月後に再度臨時適性検査等を受

検することとされた者の受検管理を確実に行う。

また、高齢運転者に対する運転支援を行うとともに、認知機能検査、交通事故捜査、運

転適性相談等により、認知症の疑いがある運転者を把握した場合には、的確に臨時適性検

査等を行うとともに、認知症であることが判明した者については、運転免許の取消し等の

行政処分を行う。

さらに、公益社団法人愛知県医師会を始めとする関係団体と連携を密にし、認知症の診

断を行う医師の確保、制度の運用に伴う医師が抱える様々な不安の払拭等に努める。

ウ 高齢者支援施策の推進

申請による運転免許の取消し及び運転経歴証明書制度について積極的な広報に努めると

ともに、地方公共団体を始めとする関係機関・団体等の協力を得て、運転免許証を返納し

た者に対する公共交通機関の運賃割引等の支援措置を充実させることにより、身体機能の

低下等により自動車等の運転に不安を覚える高齢者が自主的に運転免許証を返納しやすい

環境の整備を図る。

エ 高齢運転者標識の表示促進

高齢運転者の安全意識を高めるため、高齢者講習を始めとするあらゆる機会を通じて、

高齢運転者標識の表示の促進を図る。

また、他の年齢層に高齢運転者の特性を理解させ、高齢運転者標識を表示した自動車へ

の保護意識を高めるような運転者教育に努める。

オ 高齢者からの相談等に対する適切な対応
高齢者やその家族からの運転適性相談を始めとした各種相談、高齢運転教育等を実施す

る際に、高齢者の特性や心情に配慮した適切な対応を行う。
また、各種運転免許関係手続について高齢者に配慮した対応に努める。

カ 運転経歴証明書の申請窓口拡充等の周知
運転経歴証明書の申請窓口が県内44警察署に拡充されたこと、代理人による運転免許証

の自主返納及び運転経歴証明書の申請ができること、曜日・時間の指定により９の幹部交
番で運転免許証の自主返納及び運転免許経歴証明書の申請窓口を拡充したことの周知に努
めるとともに、運転免許証を返納しやすい環境の整備を図る。

(8) ドライブシミュレータを活用した交通安全教育の推進
可搬式運転シミュレータを活用した交通安全教育を実施する。

(9) 高齢者の身体機能の変化と行動特性を捉えた交通安全教育の実施
ドライブレコーダー等を活用し、高齢者自身の意識と行動の違いが確認出来るような手法

に配意したシニアドライバーズスクールを計画的に実施する。
(10) 頻繁に交通事故を惹起する高齢運転者対策の推進

一定の期間に複数回の交通事故当事者となった高齢者に対する個別訪問活動等を行い、当
該事故の状況等を踏まえた、きめ細かな交通安全教育等を実施する。

(11) 安全運転サポート車の普及啓発の推進
安全運転サポート車（自動ブレーキなどの先進安全技術が搭載された自動車をいう。）に

ついて、あらゆる機会を活用して、関係機関・団体などと連携した普及啓発を図る。
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項目 １ 運転者教育等の充実 （実施機関） 県県民安全課、警察本部
交通部

細目 (5) シートベルト、チャイルドシート及び乗車用
ヘルメットの正しい着用の徹底

１ 計画の実施方針及び重点施策
シートベルト・チャイルドシート及びヘルメットの着用効果に対する理解と正しい着用の一

層の徹底を図るため、あらゆる機会、広報媒体等を通じて継続的に広報活動を推進するととも
に、非着用者に対する指導取締りを強化する。

２ 計画の内容
（県県民安全課）
(1) 全ての座席のシートベルト・チャイルドシート着用徹底年間運動の展開、シートベルト・
チャイルドシートの日及びシートベルト・チャイルドシート着用徹底強化旬間の設定
毎月20日を、「シートベルト・チャイルドシートの日」とし、シートベルト・チャイルドシ

ート着用に関する街頭啓発活動を徹底するほか、６月・11月・２月に「シートベルト・チャ
イルドシート着用徹底強化旬間」を実施し、この旬間の最終日には、県内一斉に「シートベ
ルト・チャイルドシート関所」を実施する。

(2) 広報啓発活動の推進
合言葉「カチッと100！」や「交通安全スリーＳ運動」を通じ、シートベルト・チャイルド

シートの着用に的を絞った効果的な広報啓発活動を推進する。
・ シートベルト・チャイルドシートリーフレット 80,000枚

(3) 企業・事業所による全座席シートベルト着用宣言の促進
パートナーシップ企業等に対して全座席シートベルト着用宣言を促進し、情報の提供を実

施する。
（警察本部交通部）
(4) 交通安全教育の推進

運転者講習、交通教室等において、衝撃体験等を取り入れた教育を実施し、シートベルト・
チャイルドシート及びヘルメットの着用効果と正しい着用方法についての周知徹底を図る。

項目 １ 運転者教育等の充実 （実施機関）県県民安全課、警察本部

交通部 中部運輸局

細目 (6) 自動車運転代行業の指導育成等

１ 計画の実施方針及び重点施策

警察庁及び国土交通省が策定した「運転代行サービスの利用環境プログラム」や「安全・安

心な利用に向けた自動車運転代行業の更なる健全化対策」に基づき、自動車運転代行業の利用

者の利便性・安心感の向上及び自動車運転代行業の健全化を図り、飲酒運転根絶の受け皿とし

ての運転代行サービスの普及を促進する。

２ 計画の内容

(1) 利用者の利便性・安心感の向上

愛知県運転代行業協会を始め、業者に対して安心して利用できる事業者に関する情報の利

用者への提供や料金体系の明確化など、自動車運転代行業の利用促進に向けた自主的な活動

を支援する。

(2) 自動車運転代行業の健全化
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違法駐車、無保険営業、名義貸し及び変更届出義務違反等の取締りや自動車運転代行業者

に対する指導監督を強化し、ホームページにおいて行政処分を受けた自動車運転代行業者の

公表を行う。

項目 ２ 適正な運転免許行政の推進 （実施機関） 警察本部交通部

細目

１ 計画の実施方針及び重点施策

運転免許に係る各種申請者等の利便性の向上、指定自動車教習所に対する指導監督を徹底するほ

か、危険運転者を道路交通の場から早期に排除するため、仮停止を始めとする行政処分を迅速・

的確に実施するとともに、違反登録に要する期間の短縮や長期未執行者の解消を図る。

また、運転適性検査を積極的に実施し、運転者個々の心理的・性格的な教育等を行うととも

に、障害者及び一定の症状を呈する病気等にかかっている者に対する運動適性相談により一層

の充実に努める。

２ 計画の内容

(1) 運転免許手続における簡素合理化の推進

申請等に係る県民の負担軽減の観点から、運転免許証の更新についての即日交付窓口の拡

大、優良運転者が利用可能な更新窓口の拡大、運転免許手続の簡素合理化を一層推進するこ

ととし、必要な各種資機材の整備を図る。

(2) 県民の利便を考慮した施設の整備及び業務の推進

運転免許証更新申請者等の利便の向上に配意した運転免許試験場の施設の整備、コース開

放による運転免許取得希望者等の練習機会の拡大、持参した写真による運転免許証の作成を

希望する申請者への適切な対応、更新窓口の混雑状況や来訪者用駐車場の有無等の情報提供

に努めるなど県民の利便を考慮した運転免許行政を推進する。

(3) 運転免許試験及び指定自動車教習所における技能検定の適正水準の維持等

学科試験における不正行為を防止するため、出題パターンの複数作成、試験問題の定期的

な更新、試験監視体制の確保等の対策を一層推進する。

また、技能試験の適正水準を維持するため、技能試験官の資質の維持向上を図るとともに、

現実の交通環境における運転能力の有無を的確に判定するため、試験方法等の見直しを推進

する。

さらに、指定自動車教習所に対する指導監督を徹底し、適正な業務の推進及び技能検定の

適正水準の維持を図る。

(4) 危険な運転者の早期排除と改善等

ア 危険な運転者の排除と改善

違反を繰り返す運転者や重大な交通事故を起こした運転者を道路交通の場から早期に排

除するため、仮停止を始めとする行政処分を迅速・的確に実施するとともに、違反登録に

要する期間の短縮や長期未執行者の解消を図る。

また、点数制度による行政処分のほか、「あおり運転」等の悪質・危険な運転に暴行罪が

適用される場合や、「あおり運転」等に起因する暴行、傷害、脅迫、器物損壊等が認められ

る場合には、点数制度による処分に至らない場合であっても、いわゆる危険性帯有による

運転免許の効力の停止の処分が可能であることから、捜査部門との連携を強化し、その活

用を図る。
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さらに、短期間に複数回、交通事故を起こした者の抽出等により、一定の症状を呈する

病気等にかかっていると疑われる者等を把握し、臨時適性検査等を迅速・的確な実施に努

める。加えて、違反行為をした運転者の改善のため、初心運転者講習、違反者講習、停止

処分者講習及び取消処分者講習について、講習指導員を計画的に養成し、資質の向上を図

るとともに、講習施設等の資機材の整備・充実に努め、指導の充実を図る。

特に、初心運転者講習及び取消処分者講習については、指定講習機関制度を適正に運用

することにより、講習水準の維持向上に努める。

イ 常習飲酒運転者対策

飲酒運転をした者に対する行政処分を迅速・的確に行う。また、取消処分者講習等にお

ける飲酒学級の講習内容の充実を図るとともに、飲酒行動の改善や飲酒運転に対する規範

意識の向上を目的とした効果的な飲酒取消講習を推進する。

さらに、2017年３月24日に策定された「愛知県アルコール健康障害対策推進計画」に基

づき、飲酒取消講習等において、自助グループの活用等の関係機関・団体と連携した取組

を推進する。

ウ 暴走族及び違法行為を敢行する旧車會対策の推進

暴走行為に対する運転免許に係る行政処分を迅速かつ厳正に実施する。特に、共同危険

行為等の重大違反の唆し行為による運転免許の取消処分の的確な実施に努める。

(5) 国際化に対応した運転免許事務の推進

外国等の行政庁等の運転免許証を有する者に対する運転免許試験の一部免除に当たっては、

偽造された外国等の行政庁等の運転免許証による我が国の運転免許証の不正取得を防止する

措置を強化するとともに、自動車等の運転に支障がないことの確認を適正に実施する。

(6) 大規模災害対策に備えた対策の推進

大規模災害により運転免許証を亡失等した被災者の利便を図るため、再交付業務の早期再

開等のための体制を構築する。

(7) 貨物自動車に係る交通事故抑止等

準中型自動車免許は、若年者の就職における運転免許の必要性という社会的要請に応える

ために新設されたことを踏まえ、関係機関・団体と連携してその趣旨及び内容について広報

啓発活動を実施し、貨物自動車の運転者に対して効果的な運転者教育がなされるよう努め、

車種外無免許運転を防止するため、引き続き、運行管理者、安全運転管理者等に対する指導

等必要な措置を講じる。

(8) 運転適性検査等の効果的活用

運転者の運転特性を診断するために開発された、筆記による運転適性検査や運転適性検査

器材を用いた運転適性検査を積極的に活用し、その結果に基づいた安全運転指導により、安

全運転意識の醸成を図る。

(9) 運転適性相談の充実等

ア 障害者等に対する運転適性相談の充実

障害者及び一定の症状を呈する病気等にかかっている者だけでなく、その家族等からの

運転適性相談について、運転適性相談窓口における対応のほか、相談の機会の拡大に向け

た声掛け、専門知識の豊富な職員の配置、地域包括支援センターを始めとする関係機関・

団体等との連携強化等の相談体制の整備を図り、運転適性相談のより一層の充実に努める。

また、運転能力が低下している者については、相談終了後も定期又は不定期に運転者本

人や家族等に連絡を取り、相談終了後の運転状況等を継続的に把握するとともに、必要に

応じて臨時適性検査を行うなど、適時適切な対応に努める。

イ 運転免許申請時・運転免許証更新時における正しい申告の徹底

一定の症状を呈する病気等に関する質問票の交付・提出制度について、県民に対する周

知徹底に努める。
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その際、虚偽記載した質問票の提出に対する罰則が設けられていること、一定の症状を

呈する病気に該当すること等を理由として取り消された者は、３年以内であれば再取得に

当たって運転免許試験が一部免除されること及び再取得した場合には当該取り消された運

転免許がみなし継続されることを併せて周知することにより、正しい病状申告を促進する。

ウ 医師との連携

医師団体との連携を強化し、一定の症状を呈する病気等に該当する疑いがある者につい

て、その主治医が届出を行いやすい環境をつくるとともに、臨時適性検査の円滑な運用を

図る。

エ 障害者に対する配慮

運転免許試験場等における障害者の利便のため、身体障害者用に改良された持込み車両

を用いた技能試験の実施等を推進するとともに、字幕入り講習用ビデオの導入、漢字に振

り仮名を付けた学科試験の作成、技能試験や各種講習における運転中の聴覚障害者への意

思伝達手段の確保等に努める。

また、指定自動車教習所等に対し、身体障害者の教習に使用できる車両や取付部品の整

備等、障害者に係る教習体制の充実について働き掛けるとともに、聴覚障害者標識や身体

障害者標識を表示した自動車の周囲の運転者の配慮事項について広報啓発を行う。

項目 ３ 安全運転管理の推進 （実施機関） 警察本部交通部

細目

１ 計画の実施方針及び重点施策

運転者の大半は、企業に属しており、企業内の安全運転管理体制を充実強化し、自主交通安

全活動の活性化を図ることによって、職場、地域及び家庭における交通安全意識の高揚と交通

事故防止に努める。

２ 計画の内容

(1) 安全運転管理者等講習の実施

安全運転管理者、副安全運転管理者に対する法定講習の実施 69回 43,084千円

(2) 安全運転管理者選任事業所に対する指導の徹底

(3) 安全運転管理者講習未受講者に対する指導の徹底

(4) 未選任事業所の発見

(5) 安全運転管理モデル事業所の委嘱及び指導

(6) 若年従業員に対する交通安全教育の強化

項目 ４ 事業用自動車の安全プラン等に基づく安全 （実施機関） 中部運輸局

対策の推進

細目 (1) 運輸安全マネジメント等を通じた安全体質の

確立

１ 計画の実施方針及び重点施策

事業者の安全管理体制の構築・改善状況を国が確認する運輸安全マネジメント評価を行う。
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２ 計画の内容

(1) 運輸安全マネジメント評価によって、事業者によるコンプライアンスを徹底・遵守する意

識付けの取組を的確に確認するとともに、特に、軽井沢スキーバス事故を踏まえて、全ての

貸切バス事業者への評価と運輸安全マネジメントの啓発に向けた取組を推進する。

(2) 自動車運送事業の運行管理者に対する指導講習については、自動車運送事業の安全を確保

するため、事業者に対し指導講習の受講を義務付けるとともに、受講の環境を整えるため、

講習実施の認定基準を明確化したところであり、引き続き、講習の実施者の民間参入を促進

する。

(3) 事業者の安全意識の高揚を図るため、メールマガジン「事業用自動車安全通信」により、

事業用自動車による重大事故発生状況、事業用自動車に係る各種安全対策等の情報を事業者

に引き続き提供するとともに、外部専門家等の活用による事故防止コンサルティング実施に

対する支援など、社内での安全教育の充実を図る。

項目 ４ 事業用自動車の安全プラン等に基づく安全 （実施機関） 中部運輸局

対策の推進

細目 (2) 自動車運送事業者に対するコンプライアンス

の徹底

１ 計画の実施方針及び重点施策
飲酒運転等の悪質違反を犯した事業者、重大事故を引き起こした事業者及び新規参入事業者

に対する監査を徹底するとともに、関係機関合同による監査・監督を実施し、不適切な事業者
に対しては、厳格化された基準に基づき厳正な処分を行う。
また、更なる安全性の確保に努めるため、空港等のバス発着場を中心とした街頭監査を実施

し、バス事業における交代運転手の配置、運転者の飲酒・過労等の運行実態を把握する。
さらに、軽井沢スキーバス事故等を踏まえ、安全・安心な貸切バス等の運行を実現するため、

監査体制の強化と実効性の向上を図る。

２ 計画の内容
(1) 行政が保有する事業用自動車に関する各種情報の分析機能を強化するため、事業者特性・
事故原因等の相関及び傾向を分析し、事故を惹起するおそれの高い事業者等を抽出する事
業用自動車総合安全情報システムを構築し、効率的・効果的な指導・監督を実施することで、
事業用自動車による事故の未然防止を図る。

(2) 関係行政機関と連携して、相互の連絡会議の開催及び指導監督結果の相互通報制度等の
活用により、過労運転に起因する事故等の通報制度の的確な運用と業界指導の徹底を図る。

(3) 事業者団体等による指導として、国が指定した適正化事業実施機関を通じ、過労運転・
過積載の防止等、運行の安全を確保するための指導の徹底を図る。また貸切バス事業者へ
の指導についても、2017年に設立された適正化センターを活用し指導の徹底を図る。

(4) 優先的に監査を実施する必要がある事業者、継続的な監視が必要な事業者の情報を把握し、
自動車運送事業者への監査を実施することにより、事業用自動車に係る事故の未然防止及
び削減を図る。
監査業務の効率化を図るためにＩＣＴ※13を導入するとともに、調査員が一般の利用者と

して、実際に運行するバスに乗り込み、運行経路や適切な休憩時間の確保など監査における

書面の調査では確認できない運行実態を調査し、監査の実効性の向上を図る。
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項目 ４ 事業用自動車の安全プラン等に基づく安全 （実施機関） 中部運輸局

対策の推進

細目 (3) 飲酒運転等の根絶

１ 計画の実施方針及び重点施策

事業者による運転手への徹底した指導等により飲酒運転ゼロを目指す。

２ 計画の内容

点呼時にアルコール検知器を使用した酒気帯びの有無の確認を徹底するよう指導をするとと

もに、会社管理職や運行管理者に対し、アルコール指導員の普及促進を図り、事業者における

飲酒運転ゼロを目指す。

危険ドラッグ等薬物使用による運行の絶無を図るため、危険ドラッグ等、薬物に関する正し

い知識や使用禁止について、運転者に対する日常的な指導・監督の徹底を事業者や運行管理者

等に対し指導を行う。

項目 ４ 事業用自動車の安全プラン等に基づく安全 （実施機関） 中部運輸局

対策の推進

細目 (4) ＩＣＴ・新技術を活用した安全対策の推進

１ 計画の実施方針及び重点施策

事業者による事故防止の取組を推進するため、衝突被害軽減ブレーキ等のＡＳＶ※14装置や

運行管理に資する機器等の普及に努める。

２ 計画の内容

自動車のＩＣＴ化の進展や通信システムを利用したテレマティクス※15技術により取得可能に

なった運転情報や自動車運転者の生体情報、事故情報等を含むビッグデータを活用した事故防

止運行モデル等を構築し、同モデルの普及を図るとともに、車両との車載機器、ヘルスケア機

器等を連携させた次世代型の運行管理・支援システムを検討・実現するほか、急加速・急ブレ

ーキの回数等の様々な運転情報を基に、安全運転指導サービスや安全運転を促すテレマティク

ス保険など、民間による安全運転促進のための新たなサービスの提供を促進することにより、

更なる事故の削減を目指す。
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項目 ４ 事業用自動車の安全プラン等に基づく安全 （実施機関） 中部運輸局

対策の推進

細目 (5) 業態ごとの事故発生傾向、主要な要因等を踏

まえた事故防止対策

１ 計画の実施方針及び重点施策

輸送の安全を図るため、トラック・バス・タクシーの業態ごとの特徴的な事故傾向を踏まえ

た事故防止の取組を、現場関係者とも一丸となって実施させる。

２ 計画の内容

新たな免許区分である準中型免許の創設を踏まえ、初任運転者向けの指導・監督マニュアルの策

定や高齢運転者等に対する、より効果的な指導方法の確立など、さらなる運転者教育の充実・

強化を検討・実施する。

また、トラックやバスなどの後退時の事故を防止するため、後退時における警報装置の使用

や周囲の安全確保について指導する。

項目 ４ 事業用自動車の安全プラン等に基づく安全 （実施機関） 中部運輸局

対策の推進

細目 (6) 事業用自動車の事故調査委員会の提案を踏

まえた対策

１ 計画の実施方針及び重点施策

事業用自動車事故調査委員会における提言を踏まえ、事故の未然防止に向けた取組を実施する。

２ 計画の内容

社会的影響の大きな事業用自動車の重大事故については、事故の背景にある組織的・構造的

問題の更なる解明やより客観的で質の高い再発防止策を提言するため、2014年に事業用自動車

事故調査委員会が発足したところであり、引き続き、同委員会における事故の原因分析・再発

防止策の提言を受け、事業者等の関係者が適切に対応し、事故の未然防止に向けた取組を促進

する。
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項目 ４ 事業用自動車の安全プラン等に基づく安全 （実施機関） 中部運輸局

対策の推進

細目 (7) 運転者の体調急変に伴う事故防止対策の推進

１ 計画の実施方針及び重点施策

運転者の体調急変に伴う事故を防止するため、事業用自動車の運転者の健康管理マニュアル

の周知・徹底を図る。

２ 計画の内容

睡眠時無呼吸症候群、脳ドック等のスクリーニング検査の普及を図る。

項目 ４ 事業用自動車の安全プラン等に基づく安全 （実施機関） 中部運輸局

対策の推進

細目 (8) 貨物自動車運送事業安全性評価事業の促進等

１ 計画の実施方針及び重点施策

全国貨物自動車運送適正化事業実施機関において、貨物自動車運送事業について、利用者が

安全性の高い事業者を選択することができるようにする。

２ 計画の内容

事業者全体の安全性向上に資するものとして実施している「貨物自動車運送事業安全性評価

事業」（通称Ｇマーク事業）を促進する。

また、地方公共団体及び民間団体において、貨物自動車運送を伴う事業を発注する際には、

それぞれの業務の範囲内で道路交通の安全を推進するとの観点から、安全性優良事業所（通称

Ｇマーク認定事業所）の認定状況も踏まえつつ、関係者の理解も得ながら当該事業所が積極的

に選択されるように努める。

項目 ５ 交通労働災害の防止等 （実施機関） 愛知労働局

細目 (1) 交通労働災害の防止

１ 計画の実施方針及び重点施策

2019年度から始まる第13次労働災害防止計画に基づき交通労働災害防止のため、事業場に
おける安全衛生管理体制の確立、適正な労働時間等の管理、走行管理及び運転者に対する健康
管理・交通安全教育の推進を図る。

２ 計画の内容
(1) 「交通労働災害防止のためのガイドライン」（改正平成30年６月１日付け基発0601第１号）
の一層の周知・徹底及び労働災害防止団体、事業者団体等を通じた交通労働災害防止対策の
推進を図る。
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(2) 労働災害防止団体等連絡会議の開催等、労働者に自動車等の運転を行わせる関係事業者団

体等と密接に連携し、これらの機関等の協力を得て交通労働災害防止対策を効果的に推進する。

項目 ５ 交通労働災害の防止等 （実施機関） 愛知労働局

細目 (2) 自動車運転者の労働時間等の労働条件確保

１ 計画の実施方針及び重点施策
自動車運転者の交通事故防止に資するため、「労働基準法」（昭和22年法律第49号）等の関係

法令及び「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」（平成元年労働省告示第７号（改

正平成12年労働省告示第120号等）以下「改善基準」という。）に基づき、自動車運転者の労働

条件の適正化を図る。

２ 計画の内容

(1) 監督指導・集団指導の実施

自動車運転者の交通事故防止に資するため、労働基準法等の関係法令及び改善基準に基づ

き、旅客自動車運送事業及び陸上貨物運送事業等を営む事業主に対する監督指導・集団指導

を実施し、自動車運転者の労働時間、休日、割増賃金、賃金形態等の労働条件の改善を図る。

(2) 自主的労務改善促進のための指導

労働時間管理適正化指導員を活用し、業界及び各事業場の自主的な労務改善活動の促進を

図る。

(3) 関係行政機関との連携

自動車運転者の労働条件改善のため、労働基準監督機関と運輸関係機関との間における通

報制度、自動車運転者の過労運転事案に係る警察機関からの通報制度等を活用するととも

に、関係行政機関との連携を図るため連絡会議を開催する。必要に応じて、運送事業者に対

し労働基準監督機関と運輸関係機関との合同監督監査を行う。

項目 ６ 道路交通に関連する情報の充実 （実施機関） 県消防保安課、中日本高

速道路株式会社

細目 (1) 危険物輸送に関する情報提供の充実等

１ 計画の実施方針及び重点施策
危険物の輸送時の事故による大規模な災害を未然に防止し、災害が発生した場合の被害の軽

減に資する情報提供の充実等を図るため、イエローカード（危険物有害物質の性状、処理剤及
びその調達先等、この際に必要な情報を記載した緊急連絡カード）の携行、関係法令の遵守、
乗務員教育の実施等について危険物運送事業者の指導を強化する。
また、危険物搬送車両の交通事故による危険物の漏洩等が発生した場合に、安全かつ迅速に

事故処理等を行うため、危険物データベース及び危険有害物質の表示・特定の仕組みも含め、
その表示の在り方について検討する。
２ 計画の内容

危険物積載車両による事故を想定した訓練を関係機関と協力して実施していくことにより、

危機管理意識の高揚を図る。
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項目 ６ 道路交通に関連する情報の充実 （実施機関） 名古屋地方気象台

細目 (2) 気象情報等の充実

１ 計画の実施方針及び重点施策

道路交通に影響を及ぼす台風、大雨、竜巻等の激しい突風、地震、津波、火山噴火等の自然

現象について、的確な実況監視を行い、関係機関、道路利用者等が必要な措置を迅速にとり得

るよう、特別警報・警報・予報等を適時・適切に発表して事故の防止に努める。

また、これらの情報の内容の充実と効果的利活用の促進を図るため、防災関係機関等との間

の情報の共有やＩＣＴ※13の活用等に留意し、主に次のことを行う。

２ 計画の内容

(1) 気象観測予報体制の整備等

台風、大雨、竜巻等の激しい突風などの気象現象を早期かつ正確に把握し、適時

・適切な特別警報・警報・予報等を発表するため、観測予報体制の強化を図る。

また、国際的な協力として、世界気象機関（ＷＭＯ）が策定した世界気象監視

（ＷＷＷ）計画を積極的に推進する。

(2) 地震・津波・火山の監視・警報体制の整備等

地震・津波・火山による災害を防止・軽減するため、地震・火山活動を常時監視

して地震・津波、火山に関する防災情報を適時・適切に発表し、迅速かつ確実に伝

達するとともに、主に次のことを行う。

ア 緊急地震速報等（予報及び警報）の利活用の推進

緊急地震速報（予報及び警報）について、受信時の対応行動等の更なる周知・

広報を行うとともに、交通機関における利活用の推進を図るため、有効性や利活

用の方法等の普及・啓発及び精度向上に取り組む。

イ 津波警報等の確実な運用

地震計による観測に基づき、速やかに津波警報等の第一報の発表を行う。その

後、広帯域地震計を活用した地震の規模の精密な解析や沖合津波計を活用した

津波の範囲・規模の予測等の解析を行い、それらに基づく津波警報等の更新を適

切に行う。

ウ 火山監視体制と噴火時等の避難体制の推進

火山活動の監視・評価の結果に基づき、警戒が必要な範囲（この範囲に入ると

生命に危険が及ぶ）を明示して噴火警報等を発表するとともに、平常時からの火

山防災協議会における避難計画の共同検討を通じて、噴火警戒レベルの設定や改

善を推進する。

(3) 情報の提供等

交通事故の防止・軽減に資するため、主に、次の情報を適時・適切に発表し、関

係機関等に迅速かつ確実に伝達する。

また、住民に対し、気象庁ホームページや国土交通省防災情報提供センターを通

じて気象情報等をリアルタイムで分かりやすく提供する。

ア 気象特別警報・警報・予報等

気象による道路交通障害が予想されるときは、適時・適切に気象特別警報・警

報・予報等を発表し、防災情報提供システム等を用いて、関係機関に迅速かつ確

実に伝達するとともに、報道機関等の協力により道路利用者に周知する。
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また、雨による災害発生の危険度を地図にでリアルタイムに表示する「大雨・

洪水警報の危険度分布」についても、気象庁ホームページや報道機関等を通じて

道路利用者に周知する。さらに、特に、大雪により深刻な道路交通障害が見込ま

れる場合は、国土交通省と連携し、大雪に対する国土交通省緊急発表を実施し、

道路利用者に警戒を呼び掛ける。

イ 緊急地震速報（予報及び警報）、津波警報等

地震・津波による道路交通障害が予想されるときは、適時・適切に緊急地震速

報（予報及び警報）津波警報等、地震情報等を発表し、関係機関に迅速かつ確実

に伝達するとともに、報道機関等の協力により道路利用者に周知する。

ウ 南海トラフ地震に関連する情報等

気象庁長官は、「大規模地震対策特別措置法」（昭和53年法律第73号）の規定に

基づく地震防災対策強化地域に係る大規模な地震が発生するおそれがあると認め

るときは、直ちに地震予知情報を内閣総理大臣に報告する。

また、南海トラフ沿いで異常な現象を観測した場合や南海トラフ地震発生の可

能性が相対的に高まったと評価した場合等には、「南海トラフ地震に関連する情報

（臨時）」を発表し、防災情報提供システム等を用いて、関係機関に迅速かつ確実

に伝達するとともに、報道機関等の協力により道路利用者に周知する。

エ 噴火警報等

火山現象による道路交通障害が予想されるときは、平常時からの火山防災協議

会で共同検討した避難計画に基づき、当該道路の交通規制等の防災対応がとられ

る噴火警戒レベルを付した噴火警報等を発表する。また、道路利用者の降灰量に

応じた適切な防災行動に資するよう、降灰予報を適時・適切に発表する。

これらの情報を、防災情報提供システム等を用いて、関係機関に迅速かつ確実

に伝達するとともに、報道機関等の協力により道路利用者に周知する。

(4) 気象知識等の普及

気象、地象、水象に関する知識の普及のため、気象情報等の利用方法等に関する

講習会の開催、広報資料の作成・配布などを行うほか、防災機関の担当者を対象に、

特別警報・警報・予報等の伝達などに関する説明会及び気象防災ワークショップを

開催する。
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第 ４ 節 車 両 の 安 全 性 の 確 保

項目 １ 車両の安全性に関する基準等の改善の推進 （実施機関） 中部運輸局

細目 (1) 道路運送車両の保安基準の拡充・強化等

計画の実施方針及び重点施策

車両の安全対策の基本である自動車の構造・装置等の安全要件を定める「道路運送車両の保安

基準」（昭和26年運輸省令第67号）について、2015年度に開催した交通政策審議会陸上

交通分科会自動車部会の結果を踏まえつつ、事故を未然に防ぐための予防安全対策、万が一事故

が発生した場合においても、シートベルトやエアバッグ等を含めた乗員並びに歩行者及び自転車

乗員等の保護を行うための被害軽減対策、その際に火災の発生等の二次被害が起こることを防止

するための災害拡大防止対策のそれぞれの観点から、適切に拡充・強化を図る。

項目 １ 車両の安全性に関する基準等の改善の推進 （実施機関） 中部運輸局

細目 (2) 安全に資する自動走行技術を含む先進安全

自動車（ＡＳＶ）の開発・普及の促進

１ 計画の実施方針及び重点施策

先進技術を利用してドライバーの安全運転を支援するシステムを搭載した先進安全自動車

（ＡＳＶ※14）について、普及の促進を進め、運転者の安全運転を支援する。

２ 計画の内容

衝突被害軽減ブレーキ、ふらつき警報装置、横滑り防止装置等のＡＳＶを導入する運送事業者

に対し支援を行う。

項目 ２ 自動車アセスメント情報の提供等 （実施機関） 中部運輸局

細目

計画の実施方針及び重点施策

自動車の安全装置の正しい使用方法、装備状況等の一般情報とともに、自動車の車種ごとの安

全性に関する比較情報を公正中立な立場で取りまとめ、これを自動車使用者に定期的に提供する

自動車アセスメント事業を推進する。また、自動車アセスメント事業により、ＡＳＶ技術等の自

動車の安全に関する先進技術の県民の理解促進を図る。これらにより、自動車使用者の選択を通

じて、より安全な自動車の普及拡大を促進すると同時に、自動車製作者の研究開発を促進する。

また、チャイルドシートについても、製品ごとの安全性に関する比較情報等を自動車使用者に

提供することにより、その選択を通じて、より安全なチャイルドシートの普及拡大を図る。
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項目 ３ 自動車の検査及び点検整備の充実 （実施機関） 中部運輸局

細目 (1) 自動車の検査の充実

１ 計画の実施方針及び重点施策

「道路運送車両の保安基準」（昭和26年運輸省令第67号）の拡充・強化に併せて進化する自動

車技術に対応して、ＩＣＴ※１３化による自動車検査情報の活用等の検査の高度化を進めるなど、

「道路運送車両法」（昭和26年法律第185号）に基づく新規検査等の自動車検査の確実な実施を図る。

２ 計画の内容

不正改造を防止するため、適宜、自動車使用者の立入検査を行うとともに、街頭検査体制の

充実強化を図ることにより、不正改造車両を始めとした整備不良車両及び基準不適合車両の排

除等を推進する。

指定自動車整備事業制度の適正な運用・活用を図るため、事業者に対する指導監督を強化す

る。さらに、軽自動車の検査については、その実施機関である軽自動車検査協会における検査

の効率化を図るとともに、検査体制の充実強化を図る。

項目 ３ 自動車の検査及び点検整備の充実 （実施機関） 中部運輸局

細目 (2) 自動車点検整備の充実

１ 計画の実施方針及び重点施策

自動車の点検整備の充実を図る。

２ 計画の内容

(1) 自動車点検整備の推進

自動車ユーザーの保守管理意識を高揚し、点検整備の確実な実施を図るため、「自動車点検

整備推進運動」を関係者の協力の下に県内に展開する。また、街頭啓発活動を高速道路利用

者を中心に実施し、自動車の定期点検整備の必要性をより多くの自動車ユーザーに対し啓発

する。

また、自動車運送事業者の保有する事業用車両の安全性を確保するため、自動車運送事業

者監査、整備管理者研修等のあらゆる機会を捉え、関係者に対し、車両の保守管理について

指導を行い、その確実な実施を推進する。

特に、大型自動車については、車両火災や車輪脱落事故が発生している状況を踏まえ、重

点点検の実施を推進する。

なお、車両不具合による事故については、その原因の把握・究明に努めるとともに、点検

整備方法に関する情報提供等により再発防止の徹底を図る。

(2) 不正改造車の排除

道路交通の秩序を乱すとともに、排出ガスによる大気汚染、騒音等、環境悪化の原因となっ

ている暴走族の不正改造車や過積載を目的とした不正改造車等を排除し、自動車の安全運行

を確保するため、関係機関の支援及び自動車関係団体の協力の下に、「不正改造車を排除する
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運動」を県内に展開し、広報活動の推進、関係者への指導、街頭検査等を強化、さらに年間

を通じ、不正改造車に関する情報収集を行い、寄せられた情報を基にその使用者に対して、

警告ハガキを送付することにより、不正改造防止について、自動車ユーザー及び自動車関係

事業者等の認識を高める。

また、不正改造行為の禁止及び不正改造車両に対する整備命令制度について、その的確な

運用に努める。

(3) 自動車分解整備事業の適正化及び近代化

点検整備に対する自動車ユーザーの理解と信頼を得るため、自動車分解整備事業者に対し、

整備料金、整備内容の適正化について、消費者保護の観点も含め、その実施の推進を指導する。

また、自動車分解整備事業者における経営管理の改善や整備の近代化等への支援を推進する。

(4) 自動車の新技術への対応等整備技術の向上

自動車新技術の採用・普及、車社会の環境の変化に伴い、自動車を適切に維持管理するた

めには、自動車整備業がこれらの変化に対応する必要があることから、関係団体からのヒア

リング等を通じ自動車整備業の現状について把握するとともに、自動車整備業が自動車の新

技術及び多様化するユーザーニーズに対応するための環境整備・技術の高度化を推進する。

また、整備主任者等を対象とした新技術研修の実施等により、整備要員の技術の向上を図

るとともに、新技術が採用された自動車の整備や自動車ユーザーに対する自動車の正しい使

用についての説明等のニーズに対応するため、一級自動車整備士制度の活用を推進する。

(5) ペーパー車検等の不正事案に対する対処の強化

民間能力の活用等を目的として、指定自動車整備事業制度が設けられているが、近年ペー

パー車検等の不正事案が発生していることから、制度の適正な運用・活用を図るため、事業

者に対する指導監督を引き続き行う。

項目 ４ リコール制度の充実・強化 （実施機関） 中部運輸局

細目

１ 計画の実施方針及び重点施策

自動車のリコールの迅速かつ着実な実施するため、装置の製作メーカー等からの情報収集体

制の強化を図るとともに、安全・環境性に疑義のある自動車については独立行政法人自動車技

術総合機構において現車確認等による技術的検証を行う。

また、自動車ユーザーの目線に立ったリコールの実施のために、自動車ユーザーからの不具

合情報の収集を推進するとともに、自動車ユーザーに対して、自動車の不具合に対する関心を

高めるためのリコール関連情報等の提供の充実を図る。

車両欠陥の疑いがある自動車による交通事故等を都道府県警察から国土交通省に対して通報

する制度を的確に運用するなど、関係機関の協力の下、不具合情報の収集に努め、リコール対

象車両の早期発見を図るとともに、ディーラー監査を実施して、不具合情報・改善指示等の充

実を図る。
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２ 計画の内容

(1) 情報収集体制の強化

自動車不具合情報ホットラインを積極的にＰＲするとともに、自動車ユーザー等から安全

上重大な不具合について定期的に報告を義務付けるなど、情報収集体制の強化を図る。

不具合情報やリコール情報等に関し、自動車製作者等から収集している不具合情報の拡充、

海外機関との連携強化等により、情報収集体制の充実強化を図る。

また、自動車整備事業者に対する監査の中で、リコールにつながるような不具合情報の収

集を積極的に行う。

(2) 調査分析体制の強化

収集した不具合情報について、スクリーニングを的確に実施するとともに、独立行政法人

自動車技術総合機構における技術検証体制を一層強化し、調査分析体制の充実強化を図る。

項目 ５ 自動車安全に係る技術開発等の推進 （実施機関） 県産業振興課、県産業科学

技術課

細目

１ 計画の実施方針及び重点施策

自動車安全に係る技術開発等の支援を通じて、交通安全に資する。

２ 計画の内容

国、地方自治体、大学及び民間企業で組織する自動車安全技術プロジェクトチームにおいて、

自動車安全技術に係る研究開発・実証実験や普及啓発の取組を推進する。

（県産業振興課）

・ 自動車安全技術プロジェクトチーム会議及びワーキンググループの開催

・ 安全運転サポート車（サポカー）の理解を促す体験試乗会等の実施

（県産業科学技術課）

・ 自動車安全技術の研究開発に取り組む県内企業等の拡大を目指すセミナーの開催

・ 自動車安全技術の研究開発を目指す企業、大学等により構成する研究会の開催

項目 ６ 自転車の安全性の確保 （実施機関） 中部経済産業局、県県民安

全課、警察本部交通部

細目

１ 計画の実施方針及び重点施策

自転車利用者が、定期的に点検整備や正しい利用方法等の指導を受ける気運を醸成するとと

もに、近年、自転車が加害者となる事故に関し、高額な賠償額となるケースもあり、こうした

賠償責任を負った際の支払い原資を担保し、被害者の救済の十全を図るため、損害賠償責任保

険等への加入を促進する。さらに、夜間における交通事故の防止を図るため、灯火の取付けの

徹底と反射器材等の普及促進を図り、自転車の被視認性の向上を図る。

自転車の安全性を確保し、自転車利用者の交通事故を防止するため、愛知県自転車モーター

商協同組合等と連携の上、自転車安全整備士制度を拡充整備する。
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２ 計画の内容

（中部経済産業局）

(1) 「消費生活用製品安全法」（昭和48年６月６日法律第31号）による製品事故情報の報告・

公表制度などの各種制度の周知を図る。

（県県民安全課)

(2) 自転車・二輪車安全利用の日、月間等を通じて、自転車の点検整備や夜間の交通事故防止

のための灯火及び反射器材の取付の普及促進を図る。

(3) 損害賠償責任に備える保険の加入促進

自転車が加害者となる事故に関し、高額な賠償額となるケースもあり、こうした賠償責任

を負った際の支払い原資を担保し、被害者の救済の十全を図るため、損害賠償責任保険等へ

の加入を促進する。

また、自転車安全整備士が点検整備した普通自転車に貼付されるＴＳマーク（賠償責任保

険等付）などの各種制度の周知を図る。

（警察本部交通部）

(4) 自転車の販売、修理等の機会を捉えた自転車利用者に対する自転車の交通法令等の周知を

図るため、自転車販売店等の自転車関連事業者との連携を図る。
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第 ５ 節 道路交通秩序の維持

項目 １ 交通の指導取締りの強化等 （実施機関） 警察本部交通部

細目 (1) 一般道路における効果的な指導取締りの強

化等

１ 計画の実施方針及び重点施策

一般道路においては、歩行者及び自転車利用者の保護の観点に立った指導取締り及び事故多

発路線、交差点等における重大事故の防止に重点を置いた指導取締りを効果的に推進する。

２ 計画の内容

(1) 交通事故抑止に資する交通指導取締り

取締りの在り方については、「交通事故抑止に資する取締り・速度規制等の在り方に関す

る提言」（平成25年12月）を踏まえ、限られた体制で交通死亡事故の抑止に資する交通指導

取締りをより一層推進する。具体的には、飲酒運転のほか、著しい速度超過等の交通死亡事

故に直結する悪質性・危険性の高い違反及び県民から取締り要望の多い迷惑性の高い違反に

重点を置き、これらの違反を行う運転者への注意喚起に結びつくような、広報と一体となっ

た指導取締りを推進する。

特に、速度超過の取締りに当たっては、速度に起因する交通死亡事故の発生状況等を踏ま

えて路線、時間帯等を選定し、効果的な速度取締りを実施するとともに、取締りスペースの

確保が困難な生活道路や、警察官の配置が困難な深夜等の時間帯における可搬式速度違反自

動取締装置の運用を推進する。

また、「あおり運転」等の悪質・危険な運転に対しては、暴行罪等の適用を念頭に置いた捜

査を推進するとともに、暴行罪等の適用に至らない場合であっても、道路交通法違反による

積極的な検挙措置を講じる。

さらに、信号機のない横断歩道における歩行者の優先等を徹底するため、運転者に対し、

横断中はもとより、横断しようとする歩行者の保護に資する指導を重点的に行うとともに、

子供・高齢者の横断が多い箇所においては適切に検挙措置を講じる。

また、交通事故の被害の軽減を一層図るため、全席シートベルトの着用及びチャイルドシ

ートの適正使用に係る指導取締りの徹底を図る。

このほか、交通事故分析の高度化を図り、交通指導取締りの実施状況について、交通事故

実態の分析結果を踏まえて検証し、その検証結果を取締り方針の見直しに反映させる、いわ

ゆるＰＤＣＡサイクルをより一層機能させる。

交通指導取締りに係る業務の省力化、取締り情報の効果的な集約等に資する携帯端末と

携帯印字機を組み合わせた交通反則切符自動作成機の導入に向けた検討を進めるなど、より

効果的な取締りを行うための資機材の研究開発及び整備に努める。

(2) 街頭活動の推進

交通指導取締りと同様に、地域の交通実態や交通事故の発生状況等を十分に分析した上で、

交通事故の多発する路線及び交差点において、白バイや交通パトカーによる警戒活動を推進

するとともに、通学時間帯や夕暮れの時間帯における街頭活動を推進する。

また、児童、高齢者及び身体障害者の道路横断時の保護誘導、歩行者の法令違反に対する

指導、自転車の交通ルールと正しい乗り方や点検整備についての指導等、歩行者及び自転車

利用者に対する街頭活動を積極的に推進する。
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(3) 飲酒運転等の根絶に向けた取締りの一層の強化

飲酒運転の実態について、必要な調査・分析を行った上で、飲酒運転取締りの時間帯、場

所、方法等の有効性について検証するとともに、関連情報の組織的活用を図ることにより、

飲酒運転に対する取締りを一層強化する。

また、飲酒運転や飲酒ひき逃げ事件を検挙した際は、運転者のみならず、車両の使用者、

飲酒場所、同乗者、飲酒の同席者等に対する徹底した捜査を行い、車両等の提供、酒類の提

供及び要求・依頼しての同乗や教唆行為について確実な立件に努めるとともに、適切な広報

により飲酒運転の危険性の周知を図る。

(4) 無免許運転取締りの強化

無免許運転を認知した際の厳正な取締りに加え、無免許運転常習者の組織的な把握と資料

化、情報の共有を図るなどして、無免許運転に対する強力な取締りを推進する。

また、無免許運転や無免許ひき逃げ事件を検挙した際は、運転者のみならず、周辺者に対

する徹底した捜査を行い、自動車等の提供及び要求・依頼しての同乗や教唆行為について確

実な立件に努めるとともに、適切な広報により無免許運転の危険性の周知を図る。

(5) 携帯電話使用等違反の取締り強化

近年、携帯電話やスマートフォンの画像を注視していたことに起因する交通事故が増加傾

向にあり、運転中に携帯電話等を使用することは、重大な交通事故につながり得る極めて危

険な行為であることから、携帯電話使用等の取締りを強力に推進する。

(6) 自転車の安全利用に向けた指導取締りの推進

自転車の安全利用に向け、自転車利用者の無灯火、二人乗り、信号無視、一時不停止、歩

行者や通行車両に危険を及ぼす違反等に対して指導警告を行うとともに、歩行者や通行車両

に具体的危険を生じさせたり、現場における指導警告に従わないなど悪質・危険な違反につ

いては、積極的な検挙措置を講ずる。指導取締りに当たっては、自転車事故の発生、交通実

態、取締り要望等に応じた重点的な指導取締り、指導警告時の指導内容の充実による再犯防

止の徹底等、指導取締りの手法の工夫に努める。

また、携帯電話等を使用しながら自転車を運転するなど明らかに交通安全上危険と認めら

れる行為については、自転車運転の実態に即した適切な指導取締りを行うための所要の措置

を講ずる。

さらに、制動装置不良自転車を認めた場合には、積極的に停止を求め、検査を行うなどし

て、制動装置不良自転車の取締りを推進する。

(7) 通学路における効果的な指導取締りの推進

通学路における児童の安全を確保するため、交通事故の発生状況、定時通行者等により恒

常的に敢行されている交通違反の態様、地域住民からの取締り要望等を踏まえて、通学時間

帯において通行禁止違反を始めとする児童の安全を脅かす交通違反に重点を置いた指導取締

りを推進する。

また、学校関係者やＰＴＡ等と合同の街頭活動や一斉指導取締り等地域住民に安心感を与

える活動も併せて推進する。
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項目 １ 交通の指導取締りの強化等 （実施機関） 警察本部交通部

細目 (2) 高速自動車国道等における指導取締りの強化

１ 計画の実施方針及び重点施策

高速自動車国道等においては、逆走行為などの重大な違反行為はもちろんのこと、軽微な違

反行為であっても重大事故に直結するおそれがあることから、交通の指導取締り体制の整備に

努め、交通流動や交通事故発生状況等の交通の実態に即した効果的な機動警ら等を実施するこ

とにより、違反の未然防止及び交通流の整序を図る。

２ 計画の内容

(1) 交通指導取締りの推進

高速道路における交通指導取締りについては、悪質性、危険性、迷惑性の高い違反、特に

著しい速度超過、飲酒運転、車間距離不保持義務違反、交通の流れを阻害する通行帯違反等

を重点とした指導取締りを推進する。

また、速度規制を遵守させるため、赤色灯を点灯させた交通パトカーによる警戒活動を強

化する。

(2) シートベルト着用及びチャイルドシート使用の徹底

高速道路においては、シートベルト着用及びチャイルドシート使用による被害軽減効果が

高いことから、普及啓発活動を推進するとともに、インターチェンジ入口等における指導取

締りを強化し、後部座席を含めた全席シートベルト着用等の徹底を図る。

(3) 大型貨物自動車等の事故防止対策の推進

大型貨物自動車等による重大事故を防止するため、各種関係法令を積極的に適用し、飲酒

運転、速度超過、過積載運転等の指導取締りを強化するとともに、背後責任の追及、関係機

関と連携した事務所等に対する行政指導の徹底を図る。

(4) 逆走事案に対する的確な対応

高速道路における逆走は、重大事故に直結しかねない危険な行為であることから、逆走事

案を認知した際は的確な検挙措置を講ずるとともに、運転者の言動等から認知症等の一定の

症状を呈する病気等にかかっている疑いがある場合は、運転者の保護や臨時適性検査の実施

を検討するなど、適切な措置に努める。

項目 ２ 交通事故事件等に係る適正かつ緻密な捜査 （実施機関） 警察本部交通部

の一層の推進

細目 (1) 危険運転致死傷罪の立件を視野に入れた捜

査の徹底

１ 計画の実施方針及び重点施策

悪質かつ危険な運転行為による交通事故事件等に対しては、初動捜査の段階から「自動車の

運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」（平成25年法律第86号）規定する危険

運転致死傷罪の立件も視野に入れた捜査の徹底を図る。また、同法第２条に規定する危険運転

致死罪等について、逮捕又は勾留されている被疑者を取り調べる場合において、原則として、

その過程を録音・録画し適正な取調べに努める。
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２ 計画の内容

飲酒運転、信号無視、著しい速度超過、妨害目的の運転等、悪質かつ危険な運転行為による

死傷事故に対しては、警察本部と警察署が連携し、初動捜査の段階から危険運転致死傷罪等の

立件を視野に入れた適正かつ組織的な捜査活動を推進する。

項目 ２ 交通事故事件等に係る適正かつ緻密な捜査 （実施機関） 警察本部交通部

の一層の推進

細目 (2) 交通事故事件等に係る捜査力の強化

１ 計画の実施方針及び重点施策

危険運転致死傷罪の適用が見込まれる事件やひき逃げ事件、交通事故を偽造した保険金詐欺

事件等、多岐にわたる交通事故事件等の捜査力を強化するため、捜査体制の充実及び研修等によ

る捜査員の捜査能力の一層の向上に努める。

２ 計画の内容

若手交通捜査員等の育成を図るため、体系的かつ組織的な教養を推進するとともに、交通事

故事件捜査等に対して卓越した知識を持つ技能指導官、交通事故鑑識官等による教養を実施し、

捜査能力の向上を図る。

項目 ２ 交通事故事件等に係る適正かつ緻密な捜査 （実施機関） 警察本部交通部

の一層の推進

細目 (3) 交通事故事件等に係る科学的捜査の推進

１ 計画の実施方針及び重点施策

ひき逃げ事件等の被疑者の早期検挙を図るため、防犯カメラやドライブレコーダーのほか、

３Ｄレーザースキャナ等の各種交通鑑識資機材を効果的に活用し、客観的な証拠に基づいた科

学的な捜査を推進する。

２ 計画の内容

(1) 重大又は特異な交通事故事件については、交通事故事件捜査統括官等の捜査幹部による的

確な捜査指揮や交通事故鑑識官の現場見分等による客観的な証拠収集を徹底する。

(2) 各種交通捜査支援システムの活用による科学的捜査を実施するとともに、自動車関連業者

等との協力体制の確立を行い、基礎資料の収集・整備に努める。
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項目 ３ 暴走族等対策の推進 （実施機関） 県社会活動推進課、県教

委高等学校教育課、県教委保健体育課、

細目 (1) 暴走族追放気運の高揚及び家庭、学校等に 警察本部交通部

おける青少年の指導の充実

１ 計画の実施方針及び重点施策

「暴走族等の追放の促進に関する条例」（平成15年条例第60号）に基づき、暴走を「しない・

させない・見に行かない」の３ない運動を強力に推進するとともに、暴走族追放キャンペーン

を実施するなど暴走族追放気運の高揚を図る。

２ 計画の内容

（県社会活動推進課・警察本部交通部）

(1) 県民等に対し、暴走族の凶悪性、反社会性の周知に努め、暴走族追放に向けた広報、啓発

活動を推進し、暴走族追放気運の高揚を図る。

（県教委高等学校教育課、県教委保健体育課）

(2) 「免許はとらない・買わない・乗らない・乗せてもらわない」の四ない運動を推進すると

ともに生徒が暴走族に加入したり、暴走行為をしないよう交通安全教育を徹底する。

(3) 保護者会、ＰＴＡの会合等を通して家庭にも暴走行為の防止を呼び掛け、地域ぐるみで防

止に努める。

（警察本部交通部）

(4）暴走族による犯罪行為や暴走族と暴力団とのつながりについて、ホームページやリーフレ

ットなどを活用した広報を積極的に推進する。

また、中学生や高校生を中心とした暴走族加入防止教室や、学校、地域住民との連携によ

る暴走族加入防止講話を開催し、暴走族への加入防止指導を推進する。

項目 ３ 暴走族等対策の推進 （実施機関） 警察本部交通部

細目 (2) 暴走行為阻止のための環境整備

１ 計画の実施方針及び重点施策

暴走族のい集場所として利用されやすい施設等の管理者との連携を強化し、暴走族をい集さ

せない環境づくりを推進する。また、関係機関・団体との連携により、暴走行為ができない道

路交通環境づくりを推進する。

２ 計画の内容

暴走族のい集場所として利用されやすい公園の駐車場等の夜間閉鎖や、コンビニエンスストア

等の駐車場からの締め出し等、暴走族のい集を防止するため必要な措置を講ずるよう積極的に

働き掛ける。

また、ドリフト走行等の暴走行為が行われている道路や駐車場については、道路管理者等に

対して、物理的にい集・暴走行為ができない措置を講ずるよう働き掛けるなど、道路交通環境

づくりを積極的に推進する。
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項目 ３ 暴走族等対策の推進 （実施機関） 警察本部交通部

細目 (3) 暴走族等に対する指導取締りの推進

1 計画の実施方針及び重点施策

取締り用装備資機材の充実を図り、現場検挙等による徹底した取締りを推進し、暴走行為の

封圧を図る。また、暴走族が敢行する犯罪行為に対して各種法令を適用した検挙活動を推進す

るとともに、暴走族に影響を及ぼしている暴力団関係者の検挙に努め、暴走族と暴力団の切り

離しによるグループの解体を積極的に推進する。

２ 計画の内容

暴走行為の取締りに有効な装備資機材の充実を図り、これらを効果的に活用した現場検挙や、

証拠資料に基づく共同危険行為等の禁止違反による構成員の検挙を推進し、暴走行為の封圧を

図る。また、暴走族が敢行する犯罪行為についても、各種法令の適用により構成員の検挙を進

める。さらに、暴走族と関係のある暴力団関係者の徹底検挙により、暴走族と暴力団の切り離

しを進め、暴走族グループの解体を推進する。

小規模の集団による暴走行為に対しては、暴走に使用する車両の隠匿場所及び暴走族のい集

場所等の的割り・よう撃取締りを積極的に実施し、暴走族の検挙を推進する。

また、違法行為を敢行する旧車會グループについても、整備不良車両運転、消音器不備、騒

音運転、番号標表示義務違反等の各種法令違反に対する取締りを行い、その解体を推進する。

項目 ３ 暴走族等対策の推進 （実施機関） 警察本部交通部

細目 (4) 暴走族関係事犯者の再犯防止

１ 計画の実施方針及び重点施策

暴走族関係事犯の捜査においては、グループの解体と合わせ、グループからの離脱支援や暴

力団と関わりのある者に対する暴力団からの離脱指導及び支援活動による再犯防止に努める。

また、少年の適正な処遇のため、要保護性、ぐ犯性等に関する調査を徹底し、遵法精神のか

ん養等の再犯防止に重点を置いた個別指導の実施に努める。

２ 計画の内容

暴走族に対する共同危険行為等禁止違反などの違反行為については、迅速かつ適正に行政処

分を実施する。

暴走族関係事犯の捜査においては、非行の背景となっている行状、性格及び家庭等の被疑者

を取り巻く環境等を明らかにし、適切な個別指導を実施する。

特に、暴走族のリーダーなどグループの中心的な構成員に対しては、マンツーマンによる指

導を積極的に推進し、暴走行為の再犯防止、暴走族からの離脱指導及び支援活動を行う。

また、暴力団との関わりのある者については、その実態を明らかにするとともに、暴力団から

離脱するよう指導及び支援活動を徹底する。

さらに、暴走族問題は地域社会に深く関わる問題であることに鑑み、関係機関・団体で構成

される暴走族のいないまちづくり推進協議会が実施する暴走族追放強調月間等における啓発活

動を通じ、地域社会が一体となった青少年の非行防止・暴走族加入防止活動を推進する。
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項目 ３ 暴走族等対策の推進 （実施機関） 中部運輸局、警察本部交

通部

細目 (5) 車両の不正改造の防止

１ 計画の実施方針及び重点施策
暴走行為を助長するような車両の不正な改造を防止するよう、また、保安基準に適合しない

競技用車両等の部品などが不正な改造に使用されることがないよう、「不正改造車を排除する運
動」等を通じ、広報活動の推進及び企業・関係団体に対する指導を積極的に行う。

２ 計画の内容
(1) 不正改造車を排除する運動の実施
(2) 街頭指導検査の実施
(3) 暴走族の取締りにおいては、騒音に係る整備不良車両運転、消音器不備、番号標表示義務
違反等の車両の不正改造の取締りを強化するとともに、「道路運送車両法」（昭和26年法律第
185号）による整備命令制度の効果的な運用が図られるよう関係機関との連携を強化する。

(4) 自動車ユーザーだけでなく、不正改造等を行った者に対して、必要に応じて立ち入り検査
を行う。

(5) 違法行為を敢行する旧車會に対する実態把握に努め、不正改造等の取締りを推進する。
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第６節 救助・救急活動の充実

項目 １ 救助・救急体制の整備 （実施機関） 県消防保安課

細目 (1) 救助体制の整備・拡充

１ 計画の実施方針及び重点施策

交通事故の種類・内容の複雑多様化に対処するため、救助活動の円滑な実施を期する。

２ 計画の内容

救助体制について円滑な運用を図るとともに、資機材等の充実を図る。

項目 １ 救助・救急体制の整備 （実施機関） 県消防保安課、県医務課

細目 (2) 多数負傷者発生時における救助・救急体制

の充実

１ 計画の実施方針及び重点施策
大規模道路交通事故等の多数の負傷者が発生する大事故に対処するため、連絡体制の整備、

救護訓練の実施及び災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ※16）の連携による救助・救急体制の充実を
図る。

２ 計画の内容
（県消防保安課）
(1) 大規模災害時の消防力の広域的運用を図るため、発災時における消防機関相互の広域応援
体制を確立する愛知県消防広域応援基本計画の円滑な運用を推進する。

（県医務課）
(2) 救急医療施設運営費補助金（２次～３次）

救急医療体制（２次～３次）の円滑な運用を図る。

救急医療体制 補助金名 事業費

第２次救急医療体制 小児救急医療支援事業費補助金 1 6 , 3 8 4 千 円

第３次救急医療体制 救命救急センター運営費補助金 5 5 4 , 4 8 6 千円

(3) 広域災害・救急医療情報システム事業
広域災害・救急医療情報システム事業の円滑な運営を図る。

事業内容 事業費

県内全市町村を対象に、協力医療機関から情報を集め、
3 7 1 , 1 1 3 千円

救急患者に最寄りの医療機関の情報を提供する。
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(4) 救急勤務医支援事業費補助金

業務負担の多い救急勤務医の処遇改善を図る。

事業内容 事業費

第２次救急医療施設等に勤務する救急医が休日・夜間に
1 3 , 1 7 1 千 円

従事した場合に支給する救急勤務医手当への支援を行う。

項目 １ 救助・救急体制の整備 （実施機関）県消防保安課、県医務課、

県教委高等学校教育課、県教委義務教

細目 (3) 自動体外式除細動器の使用も含めた心肺蘇 育課、県教委特別支援教育課、県教委

生法等の応急手当の普及啓発活動の推進 保健体育課、警察本部交通部

１ 計画の実施方針及び重点施策

現場においてバイスタンダー※17が応急手当を実施することにより、救命効果の向上が期待で

きることから、自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の使用も含めた応急手当について、消防機関等

が行う講習会等による普及啓発活動を推進する。

このため、消防機関、保健所、医療機関、日本赤十字社、民間団体等の関係機関においては、

指導資料の作成・配布、講習会の開催等を推進するとともに、救急の日、救急医療週間等の機

会を通じて広報啓発活動を積極的に推進する。

また、応急手当指導者の育成を積極的に行っていくほか、救急要請受信時における応急手当

の指導を推進する。

加えて、学校においては、教職員対象の心肺蘇生法（ＡＥＤを含む）の実習及び各週講習会

の開催により指導力・実践力の向上を図るとともに、中学校・義務教育学校・高等学校の保健

体育において止血法や包帯法、心肺蘇生法等の応急手当（ＡＥＤを含む。）について指導の充

実を図る。

２ 計画の内容

（県消防保安課）

(1) 県内のＡＥＤの設置場所をデータベース化し、地理情報と統合した「あいちＡＥＤマップ」

を運営するとともに、登録数の増加を図る。これを消防の通報システムの中に取り入れ、通

報者に対してＡＥＤを含めた口頭指導の実施を推進する。また一般の人も設置場所の把握の

ために「あいちＡＥＤマップ」をホームページで公開する。さらに、スマートフォンからの

利用促進を図る。

（県医務課）

(2) 救急の日（９月９日）にちなみ、県民に救急医療、救急業務に対する理解と協力を得るこ

とに努める。

救急医療推進大会の開催 約300人

・ 救急医療功労者・救急業務功労者の表彰

・ 講演会及び救急そ生法の講習会（実技指導）
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（県教委高等学校教育課、県教委義務教育課、県教委特別支援教育課、県教委保健体育課）

(3) 小学校（中高学年）、中学校、義務教育学校、高等学校等の保健体育、特別活動及び総合

的な探求（学習）の時間等において、心肺蘇生法等（ＡＥＤの使用法を含む。）の応急手当

について指導する。

（警察本部交通部）

(4) 自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の使用方法に関する教育の導入等により、応急救護処置講

座・教習を充実させるほか、教習自動車教習所における教習及び取得時講習、更新時講習等

において応急救護処置に関する知識の普及に努める。

項目 １ 救助・救急体制の整備 （実施機関） 県消防保安課、県医務課

細目 (4) 救急救命士の養成・配置等の促進

１ 計画の実施方針及び重点施策

プレホスピタルケア（救急現場及び搬送途上における応急処置）の充実のために、県内全て

の消防機関において、救急救命士の計画的な配置のために、その養成を図り、救急救命士の処

置範囲の拡大により可能となった気管挿管、薬剤投与及び輸液などの特定行為を円滑に実施す

るための講習及び実習の実施を推進する。

また、医師の指示又は指導・助言の下に、救急救命士を含めた救急隊員による応急処置等の

質を確保するメディカルコントロール体制の充実を図る。

２ 計画の内容

（県消防保安課）

(1) 心肺機能停止状態に陥った傷病者に対する高度かつ専門的な応急処置ができる救急救命士

の養成を実施するため、一般財団法人救急振興財団に対して、負担金を支出する。

また、救急救命士の早期養成の必要から、名古屋市救急救命研修所等においても救急救命

士を養成する。

救急振興財団負担金 20,900千円

養成計画人数 約60人

（県医務課）

(2) ドクターカーを保有している救命救急センターに運営費補助を行う。

ドクターカー保有救命救急センター数 ２か所（愛知医科大学病院、藤田医科大学病院）

項目 １ 救助・救急体制の整備 （実施機関） 県消防保安課、県医務課、

中日本高速道路株式会社

細目 (5) 救助・救急資機材の整備の推進

１ 計画の実施方針及び重点施策

救助工作車、救助資機材の整備を推進するとともに、高規格救急自動車、高度救命処置用資

機材等の整備を推進する。
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２ 計画の内容

救助・救急活動の円滑な実施を図るため、消防法の規定に基づき、市町村消防施設の整備促

進を図る。

項目 １ 救助・救急体制の整備 （実施機関） 県消防保安課、県医務課

細目 (6) 消防防災ヘリコプターによる救急業務の推進

１ 計画の実施方針及び重点施策

ヘリコプターは事故の状況把握、負傷者の救急搬送に有効であることから、ドクターヘリと

の効果的な連携を含めて、救急業務における愛知県防災ヘリコプター「わかしゃち」の運用体

制の充実を推進する。

２ 計画の内容

愛知県防災ヘリコプター「わかしゃち」による救助・救急搬送業務の実施に万全を期する。

項目 １ 救助・救急体制の整備 （実施機関） 県消防保安課

細目 (7) 救助隊員及び救急隊員の教育訓練の充実

１ 計画の実施方針及び重点施策

複雑多様化する救助・救急活動に対応すべく、救助隊員及び救急隊員の知識・技術等の向上

を図るため教育訓練を積極的に推進する。

２ 計画の内容

救助隊員及び救急隊員の養成と資質向上を図るため、県消防学校及び市町村において教育訓

練を実施する。

県消防学校の教育訓練

救助科 40人（年１回実施） 140時間

救急科 186人（年３回実施） 257時間

項目 １ 救助・救急体制の整備 （実施機関） 県消防保安課、中日本高

速道路株式会社

細目 (8) 高速自動車国道等における救急業務実施体

制の整備

１ 計画の実施方針及び重点施策

高速自動車国道等における救急業務については、中日本高速道路株式会社が沿線市町村等と

協力して「消防法」（昭和23年法律第186号）の規定に基づき処理すべきものとして、両者は相

協力して適切かつ効率的な人命救護を行う。
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このため、関係市町村等と中日本高速道路株式会社の連携を強化するとともに、中日本高速

道路株式会社がインターチェンジ所在地市町村等に財政措置を講じ、当該市町村等においても、

救急業務実施体制の整備を促進する。

また、中日本高速道路株式会社及び関係市町村は、救急業務に必要な施設等の整備、従事者

に対する教育訓練の実施等を推進する。

２ 計画の内容

（県消防保安課）

(1) 愛知県下高速道路消防連絡協議会負担金

高速自動車国道の沿線の市町村等で組織する協議会に指導・助言を行い、高速自動車国道に

おける沿線市町村等相互の協力体制の推進及び円滑な救助・救急業務の実施を促進する。

予算額 40千円

(2) 知多半島道路・南知多道路は、自動車専用道路のため、沿線市町村は相互に連携を強化し、

効率的な人命救護を行う。

(3) 高速自動車国道等の本線道路上及び付帯施設におけるドクターヘリ及び消防防災ヘリコプ

ターの離着陸に係る関係機関の連携を強化することにより、ヘリコプターによる効果的な救

助・救急活動を実施する。

（中日本高速道路株式会社）

(4) 高速自動車国道における救急・救助体制の整備

ア 高速自動車国道沿線の市町村で組織する協議会の行う事業に対し、負担金を納付し、高

速道路における沿線市町村の協力体制の強化及び適切かつ効率的な救急業務の実施を促進

する。

イ 高速自動車国道の救急業務を担当する市町村に対し、財政援助を講ずる。

（10市１町４組合）

項目 １ 救助・救急体制の整備 （実施機関） 警察本部交通部

細目 (9) 現場急行支援システムの整備

１ 計画の実施方針及び重点施策

現場急行支援システム（ＦＡＳＴ※18）の整備を図る。

２ 計画の内容

現場急行支援システムの整備

緊急車両が現場に到着するまでのリスポンスタイムの縮減及び緊急走行時の交通事故防止

のため、緊急車両優先の信号制御を行うＦＡＳＴの整備を図る。
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項目 １ 救助・救急体制の整備 （実施機関） 警察本部交通部

細目 (10) 緊急通報システム・事故自動通報システム

の対応

１ 計画の実施方針及び重点施策

緊急通報システム・事故自動通報システムへの適正な対応を図る。

２ 計画の内容

交通事故等緊急事態発生時における負傷者の早期かつ的確な救出及び事故処理の迅速化のた

め、人工衛星を利用して位置を測定するＧＰＳ技術を活用し、自動車乗車中の事故発生時に車

載装置・携帯電話を通じてその発生場所の位置情報等を警察に通報することなどにより緊急車

両の迅速な現場急行を可能にする緊急通報システム（ＨＥＬＰ※19）の整備を図る。

項目 ２ 救急医療体制の整備 （実施機関） 県医務課

細目 (1) 救急医療機関等の整備

１ 計画の実施方針及び重点施策

救急医療体制（２次～３次）の施設等の整備と円滑な運営を図る。

また、救急医療情報システムを運営しており、インターネットで救急医療機関の情報を一般

県民に公開する。

２ 計画の内容

(1) 救急医療施設運営費補助金（２次～３次）

救急医療体制 補助金名 事業費

第２次救急医療体制 小児救急医療支援事業費補助金 1 6 , 3 8 4千円

第３次救急医療体制 救命救急センター運営費補助金 55 4 , 4 8 6千円

(2) 救急医療情報システム事業

事業内容 事業費

県内全市町村を対象に、協力医療機関から情報を集め、
37 1 , 1 1 3千円

救急患者に最寄りの医療機関の情報を提供する。

(3) 救急勤務医支援事業費補助金

事業内容 事業費

第２次救急医療施設等に勤務する救急医が休日・夜間に
13 , 1 7 1千円

従事した場合に支給する救急勤務医手当への支援を行う。
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項目 ２ 救急医療体制の整備 （実施機関） 県医務課

細目 (2) ドクターヘリ事業の推進

１ 計画の実施方針及び重点施策

救急患者への救命医療を救急現場から直ちに行い、救急医療施設へ一刻も早く搬送し、交通

事故等で負傷した患者の救命率の向上や後遺症を軽減させるため、医師等が同乗し救命医療を

行いながら搬送できるドクターヘリ活用の促進を図る。

２ 計画の内容

愛知医科大学病院が行うドクターヘリ運航に必要な経費に対して補助する。

ドクターヘリ運営費補助金 254,281千円
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第 7 節 被害者支援の充実と推進

項目 １ 自動車損害賠償保障制度の充実等 （実施機関） 中部運輸局

細目

１ 計画の実施方針及び重点施策

自動車損害賠償責任保険の加入義務車全てのユーザーに対して、自動車賠償責任保険・共済

の有効期間確認の呼び掛けと、無保険車・無共済車運行の違法性を訴え、加入促進を図るとと

もに、自動車賠償責任保険制度の役割や重要性、各種被害者救済対策について広く国民に周知

を図るため、広報啓発活動を展開する。

２ 計画の内容

実施予定期間：毎年９月１日から９月30日まで

(1) 広報啓発の実施

自動車賠償責任保険・共済への加入促進、無保険車・無共済車運行の違法性の周知用ポス

ターを地方公共団体、公共施設、大学等への掲示を行うとともに、地方公共団体、自動車関

係団体等に対して周知用リーフレットの配付等により広報活動を行う。

(2) 市区町村に対する自動車賠償責任保険・共済加入の指導の協力依頼

ア 原動機付自転車の市区町村窓口への届出にあたり、自動車賠償責任保険・共済への加入の

勧奨を行うこと。

イ 道路を走行する小型特殊自動車（農耕作業用を除く。）についても原動機付自転車同様に、

自動車賠償責任保険・共済への加入の勧奨を行うこと。

(3) 監視活動の推進（通年）

鉄道駅周辺駐輪場等において、無保険車・無共済車の監視を行い、そのユーザーに対して

無保険車・無共済車運行の違法性を訴え、加入促進を図る。

項目 ２ 損害賠償の請求についての援助等 （実施機関） 県県民生活課

細目 (1) 交通事故相談活動の推進

１ 計画の実施方針及び重点施策

交通事故被害者救済を迅速かつ的確に推進するため、県民相談・情報センター及び県民相談

室は市町村及び関係援護機関との連携・協力体制を一層緊密にして交通事故当事者に対する相

談を実施する。

また、複雑多様化する相談事案に対応するため、愛知県及び市町村の相談員の研修を実施し、

相談員の資質の向上を図る。

２ 計画の内容

(1) 交通事故相談の実施

県民相談・情報センター（一宮市思いやり会館で実施する巡回相談を含む。）、西三河及び

東三河の各県民相談室で、交通事故相談に応ずる。
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(2) 交通事故相談員等の研修の実施

県交通事故相談員及び市町村交通事故相談員等の資質向上を図るため研修会を開催する。

項目 ２ 損害賠償の請求についての援助等 （実施機関） 警察本部交通部

細目 (2) 交通事故相談活動の推進

１ 計画の実施方針及び重点施策

交通事故被害者に対する適正かつ迅速な救助の一助とするため、救済制度の教示、交通事故

の相談に関する業務を推進する。

２ 計画の内容

交通安全活動推進センター

愛知県公安委員会が交通安全活動推進センターとして指定した愛知県交通安全協会の相談

員９人により、交通事故の相談に関する業務を推進する。

項目 ３ 交通事故被害者支援の充実強化 （実施機関） 県児童家庭課

細目 (1) 自動車事故被害者等に対する援助措置の充実

１ 計画の実施方針及び重点
交通遺児等の健全育成及び福祉増進のために遺児手当を支給する。

２ 計画の内容
遺児手当の支給
両親又は片親が交通事故等により、死亡もしくは重度の障害(身障手帳１・２級程度)となっ

た場合、18歳以下(年度末の末日まで)の遺児を監護・養育している者に手当を支給する。
ただし、平成25年度新規認定者から、公的年金が受給できる方は対象外となっている。

手 当 額 児童１人月額 4,350円（支給開始～３年目）
2,175円（４年～５年目）

対象児童数 13人（2019年１月末現在）
そ の 他 所得制限有り
予 算 額 2,188,827千円

（交通遺児家庭以外のひとり親家庭等への支給も含む。）
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項目 ３ 交通事故被害者支援の充実強化 （実施機関） 警察本部交通部

細目 (2) 交通事故被害者等の心情に配慮した支援活

動の推進

１ 計画の実施方針及び重点施策

交通事故被害者等に対して交通事故の概要、捜査経過等の情報を提供するとともに、刑事

手続の流れ等をまとめた交通事故被害者の手引等を活用する。

特に、ひき逃げ事件、交通死亡事故、全治３か月以上の重傷を負った事故等の重大な交通

事故被害者等に対しては、被疑者の検挙、送致状況等を連絡する被害者連絡制度の徹底を図る。

また、交通事故の被害者等からの加害者の行政処分に係る意見聴取等の期日についての問

い合わせや、交通死亡事故の遺族、重度後遺障害を受けた者及びその直近の家族からの行政

処分結果についての問い合わせに対しては、適切な情報の提供を図る。

さらに、警察本部の被害者連絡調整官等が、各警察署で実施する被害者連絡について指導を

行うほか、自ら被害者連絡を実施するなど組織的な対応を図るとともに、交通事故被害者等

の心情に配意した対応を適切に実施するための教養の強化に努める。

２ 計画の内容

(1) 交通事故被害者の手引の作成配付

刑事手続の流れや、救済制度等を記載したパンフレット・リーフレットを被害者に配付し、

その心情に配意した活動を推進する。

(2) 被害者連絡の実施等

捜査状況連絡など継続的な被害者連絡を確実に実施し、被害者連絡制度の徹底を図るとと

もに重大交通事故の被害者等から、交通事故の加害者に係る意見の聴取等の期日等や、行政

処分の結果について問い合わせがあった場合、交通事故被害者等の心情にも配意した適切な

情報の提供に努める。

(3) 被害者支援要員制度の活性化

被害者等のニーズを的確に把握し、それに応えるための支援要員を効果的に運用し、適切

な被害者支援を実施する。

(4) 交通事故被害者等の声を反映した講習等の推進

交通違反や事故を起こして、行政処分を受けた者が交通事故の惨状を十分に認識するよう、

各種講習において、交通事故被害者等の切実な訴えが反映されたビデオ、手記等を活用する

など交通事故被害者等の声を反映した講習の実施に努める。

(5) 関係機関等との連携強化

交通事故被害者サポート事業の中で開催する意見交換等を通じ、支援に携わる関係機関等

との意見疎通及び連携強化を図るとともに、交通事故被害者等への関係機関に関する情報の

教示、自助グループ運営・連絡協議会の開催等を通じ、交通事故被害者等の精神的な支援の

充実に努める。
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項目 ３ 交通事故被害者支援の充実強化 （実施機関） 中部運輸局

細目 (3) 公共交通事故被害者への支援

１ 計画の実施方針及び重点施策

公共交通事故による被害者等への支援の確保のため、公共交通事故が発生した場合の情報提供のため

の窓口を設置し、被害者等が事故発生後から再び平穏な生活を営むことができるまでの中長期にわたる

コーディネーション（被害者等からの心身のケア等に関する相談への対応や専門家の紹介等）等を図る。

また、関係者からの助言を得ながら、外部の関係機関とのネットワークの構築など、公共交通事故の

被害者等への支援の取組を着実に進める。

２ 計画の内容

(1) 相談窓口の周知活動

事故被害者の搬送先病院等において支援パンフレット、コンタクトカードの配布により、

被害者等に相談窓口の周知を実施する。

(2) 安全意識の啓発活動

事業者の安全意識の啓発や公共交通事業者による被害者支援計画の策定をより一層促進さ

せるとともに、一般国民に対して公共交通事故による被害者支援の意義等について啓発を行

うため、公共交通事故被害者等支援フォーラムを実施する。



- 101 -

第 ８ 節 研究開発及び調査研究の充実

項目 １ 道路交通の安全に関する研究開発の推進 （実施機関） 中部地方整備局、県交通

対策課、県道路維持課、警察本部交通部、

細目 (1) 高度道路交通システム（ＩＴＳ）に関する研究 中日本高速道路株式会社、愛知県道路

開発の推進 公社、名古屋高速道路公社

１ 計画の実施方針及び重点施策

ＩＴＳ※７は、最先端の情報通信技術の活用により、交通事故、渋滞等の道路問題の解決のみ

ならず、大気汚染等の環境負荷問題の解決、高齢化が進む中での安全性・利便性の確保などを

可能とする社会システムとして期待されている。

その中で、ＩＴＳの有用性のアピールやその実現化に向けたフィールド提供などに取り組む

とともに、安全性、輸送効率及び快適性の向上、渋滞の軽減等の交通の円滑化を通じて環境保

全に大きく寄与するものとして、研究開発を推進するとともに、その成果の普及を図る。

２ 計画の内容

愛知県ＩＴＳ推進協議会の運営

民間企業、大学研究機関、国・地方自治体等の産・学・行政一体の推進体制により、ＩＴＳ

の実用化に向けた調査研究事業やＩＴＳの研究成果や最新技術を紹介するセミナーなどの普及

啓発事業等を実施する。

項目 １ 道路交通の安全に関する研究開発の推進 （実施機関） 県道路維持課、名古屋高

速道路公社

細目 (2) 交通安全対策の効果評価の充実

１ 計画の実施方針及び重点施策

交通安全対策のより効率的、効果的、重点的な推進を図るため、各種の対策による交通事故

削減効果について客観的な事前評価、事後評価を実施するとともに、評価を効率的に行うため

のデータ収集・分析等の充実を図る。

危険な運転を抑制するカラー舗装や路面標示などの速効対策では、利用者が分かりやすい工

法に標準化するとともに、交通挙動の改善状況や事故件数の削減状況から効果の検証を行い、

必要に応じて対策の補強や工法の改善を図る。

２ 計画の内容

（県道路維持課）

(1) 事故危険箇所等、交通事故対策を実施した箇所においては、危険な交通挙動の改善状況や

事故件数の削減状況から効果の検証を行うとともに、愛知県交通安全対策推進連絡会議にお

いて、学識経験者、交通管理者の意見を聴き、必要に応じて工法の改善や対策の補強を図る。

（名古屋高速道路公社）

(2) 学識経験者等からなる名古屋高速道路の交通マネジメントに関する調査研究委員会（安全

対策部会）において交通事故の発生要因や交通環境を検証・分析する。
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項目 １ 道路交通の安全に関する研究開発の推進 （実施機関） 警察本部交通部

細目 （3) その他研究の推進

１ 計画の実施方針及び重点施策

多様な側面を有する交通安全対策のより効率的、効果的、重点的な推進を図るため、交通事

故に関して統計学的な見地から分析を行い、交通事故の発生に関する傾向や特徴について、長

期的な予測の充実を図る。

２ 計画の内容

交通事故多発路線及び交通事故多発交差点における集中対策

(1) 交通死亡事故が集中して発生している路線及び交通事故が多発している交差点について、

集中的な交通安全対策を推進する。

(2) 交通事故多発路線及び交通事故多発交差点を管轄する警察署は、交通事故の発生時間帯、

場所、事故類型、交通法令違反等を分析し、その結果を踏まえた交通指導取締りや交通監視

活動、パトカー等による駐留監視、交通安全広報活動等の効果的な交通安全対策を推進する。

項目 ２ 道路交通事故原因の総合的な調査研究の充 （実施機関） 中部地方整備局、県道路

実強化 維持課、警察本部交通部

細目

１ 計画の実施方針及び重点施策
交通事故の実態を的確に把握し、更なる交通事故死傷者数の削減に向けた効果的かつ詳細な

交通安全施策の検討、立案等に資するため、人、道路及び車両について総合的な観点からの事
故分析を行う。

２ 計画の内容
（中部地方整備局）
(1) 交通安全対策合同委員会による調査、検討

管理区間の交通事故について、交通安全施設整備及び交通事故防止に効果的に活用するた
め、道路施設や事故状況の調査分析を行い、統合した事故統合データを作成する。
また、今後の交通安全対策の検討を愛知県道路交通環境安全推進連絡会議において行う。

（県道路維持課）
(2) 交通事故データの活用

交通事故データ及び自動車走行データを用いて、交通事故の原因を分析するとともに、交
通事故対策の実施に平行して、危険な運転行動の抑制状況を測定・分析し、効果検証と改善
に努める。

（警察本部交通部）
(3) 交通事故分析の高度化及び分析の成果の活用

人身交通事故データを詳細かつ具体的に調査分析し、交通事故防止対策に活用する。
(4) 交通関係資料の収集整理と活用

交通事故に関する各種情報を収集整理・資料化して交通事故抑止対策に有効活用を図る。
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第 ９ 節 鉄道交通の安全

項目 １ 鉄道交通環境の整備 （実施機関） 中部運輸局

細目 (1) 鉄道施設等の安全性の向上

計画の実施方針及び重点施策

鉄道施設の維持管理及び補修を適切に実施するとともに、老朽化が進んでいる橋梁等の施設

について、長寿命化に資する補強・改良を進める。特に、人口減少等による輸送量の伸び悩み

等から厳しい経営を強いられている地域鉄道については、補助制度等を活用しつつ、施設、車

両等の適切な維持・補修等の促進を図る。研究機関の専門家による技術支援制度を活用する等し

て技術力の向上についても推進する。

また、多発する自然災害に対応するため、防災・減災対策の強化が喫緊の課題となっている。

このため、切土や盛土等の土砂災害への対策強化、地下鉄等の浸水対策の強化等を推進する。

切迫する南海トラフ地震等に備えて、鉄道ネットワークの維持や一時避難場所としての機能の

確保等を図るため、主要駅や高架橋等の耐震対策を推進する。

さらに、駅施設等について、高齢者、障害者等の安全利用にも十分配慮し、段差の解消、ホー

ムドア又は内方線付き点状ブロック等による転落防止設備の整備によるバリアフリー化を引き続

き推進する。

項目 １ 鉄道交通環境の整備 （実施機関） 中部運輸局

細目 (2) 運転保安設備等の整備

計画の実施方針及び重点施策

曲線部等への速度制限機能付きＡＴＳ※20等、運転士異常時列車停止装置、運転状況記録装置

等について、法令により整備の期限が定められたものの整備については、2016年６月末で

完了しているが、これら以外の運転保安設備等の整備については、引き続き推進の拡大を図る。

項目 ２ 鉄道交通の安全に関する知識の普及 （実施機関） 中部運輸局

細目

１ 計画の実施方針及び重点施策

鉄道交通の安全を確保するため、全国交通安全運動等の広報活動を通じ、一般に周知するこ

とにより、安全意識の高揚を図る。

２ 計画の内容

運転事故の約９割を占める人身障害事故と踏切障害事故の多くは、利用者や踏切通行者、鉄

道沿線住民等が関係するものであることから、これらの事故の防止には、鉄道事業者による安

全対策に加えて、利用者等の理解と協力が必要である。
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このため、学校、沿線住民、道路運送事業者等を幅広く対象として、関係機関等の協力の下、

全国交通安全運動や踏切事故防止キャンペーンの実施、鉄道利用者にホームにおける「ながら

歩き」の危険性の周知や酔客に対する事故防止のための注意喚起を行うプラットホーム事故０

（ゼロ）運動等においても広報活動を積極的に行い、鉄道の安全に関する正しい知識を浸透さ

せる。

また、これらの機会を捉え、駅ホーム及び踏切道における非常押ボタン等の安全設備につい

て分かりやすい表示の整備や非常押ボタンの操作等の緊急措置の周知徹底を図る。

項目 ３ 鉄道の安全な運行の確保 （実施機関） 中部運輸局

細目 (1) 保安監査の実施

１ 計画の実施方針及び重点施策

鉄道交通の安全な運行を確保するため、保安監査を通じて鉄道交通の安全確保の適切な指導

を行う。

２ 計画の内容

鉄道事業者に対し、定期的に又は重大な事故等の発生を契機に保安監査を実施し、輸送の安

全の確保に関する取組状況、施設及び車両の保守管理状況、運転取扱いの状況、乗務員等に対

する教育訓練の状況、安全管理体制等についての適切な指導を行うとともに、過去の指導のフ

ォローアップを実施する。

また、ＪＲ北海道問題を踏まえて、2014年度に実施した保安監査の在り方の見直しに係る検

討結果に基づき、計画的な保安監査のほか、同種トラブルの発生等の際にも臨時保安監査を行

うなど、メリハリの効いたより効果的な保安監査を実施する等、保安監査の充実を図る。

項目 ３ 鉄道の安全な運行の確保 （実施機関） 中部運輸局

細目 (2) 運転士の資質の保持

１ 計画の実施方針及び重点施策
運転士の資質の確保を図るため、動力車操縦者運転免許試験を適正に実施する。また、資質

（適性・知識及び技能）が保持されるよう、運転管理者が行う教育等について適切に措置を講
ずるよう指導する。

２ 計画の内容
鉄道の乗務員及び保安要員に対する教育訓練体制及び教育内容について、教育成果の向上を

図るよう指導する。また、乗務員及び保安要員の適性の確保を図るため、適性検査の定期的な
実施を図るよう指導するとともに、動力車操縦者運転免許試験を適正に実施する。
また、乗務員等がその業務を十分に果たし、安全運転を確保できるよう、就業時における心

身状態の把握を確実に行うなどにより、職場における安全管理について適切な措置を講ずるよ
う指導する。
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項目 ３ 鉄道の安全な運行の確保 （実施機関） 中部運輸局

細目 (3) 安全上のトラブル情報の分析・活用

１ 計画の実施方針及び重点施策
重大な列車事故を未然に防止するため、リスク情報を関係者間において共有できるよう、イ

ンシデント等の情報を収集・分析し、速やかに鉄道事業者へ周知する。

２ 計画の内容
主要な鉄道事業者の安全担当部長等による鉄軌道保安連絡会議を開催し、事故及び事故防止

対策に関する情報交換等を行う。
また、運転状況記録装置等の活用や現場係員によるリスク情報の積極的な報告を推進するよ

う指導する。
さらに、国への報告対象となっていないリスク情報について、鉄道事業者による情報共有化

を推進する。

項目 ３ 鉄道の安全な運行の確保 （実施機関） 中部運輸局、名古屋地方

気象台

細目 (4) 気象情報等の充実

１ 計画の実施方針及び重点施策

鉄道交通に影響を及ぼす台風、大雨、竜巻等の激しい突風、地震、津波、火山噴火等の自然

現象について、的確な実況監視を行い、関係機関、乗務員等が必要な措置を迅速にとり得るよう、

特別警報・警報・予報等を適時・適切に発表して、事故の防止・軽減に努める。

また、これらの情報の内容の充実と効果的利活用の促進を図るため、気象観測予報体制の整備、

地震・津波・火山監視体制の整備、各種情報の提供、気象知識等の普及を行う。

特に、竜巻等の激しい突風による列車転覆等の被害の防止に資するため、竜巻注意情報を適

時・適切に発表するとともに、分布図形式の短時間予測情報として竜巻発生角度ナウ

キャストを提供する。

また、走行中の列車における地震発生時の転覆等の被害の防止に資するため、緊急地震速報

（予報及び警報）の鉄道交通における利活用の推進を図る。

なお、噴火警戒レベルに応じて鉄道事業者等がとるべき防災対応について、平常時からの火山

防災協議会における共同検討を通じて合意を図る。

鉄道事業者は、これらの気象情報等を早期に収集・把握し、運行管理へ反映させることで、鉄

道施設の被害軽減及び列車運行の安全確保に努める。

２ 計画の内容

（中部運輸局）

(1) 鉄道事業者は、鉄道交通に影響を及ぼす台風、大雨、地震、津波、火山噴火等の自然現象に

ついて、的確な状況監視を行い、関係機関、乗務員等が必要な情報の迅速な伝達に努める。

また、鉄道事業者に対し、これらの気象情報等を早期に収集・把握し、運行管理に反映させ

ることで、鉄道施設の被害軽減及び列車の安全運行の確保に努めるよう指導する。

（名古屋地方気象台）

(2) 気象観測予報体制の整備等

台風、大雨、竜巻等の激しい突風などの気象現象を早期かつ正確に把握し、適時・適切な特

別警報・警報・予報等を発表するため、観測予報体制の強化を図る。
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また、国際的な協力として、世界気象機関（ＷＭＯ）が策定した世界気象監視（ＷＷＷ）

計画を積極的に推進する。

(3) 地震・津波・火山の監視・警報体制の整備等

地震・津波・火山による災害を防止・軽減するため、地震・火山活動を常時監視して地震・

津波、火山に関する防災情報を適時・適切に発表し、迅速かつ確実に伝達するとともに、

主に次のことを行う。

ア 緊急地震速報（予報及び警報）の利活用の推進

緊急地震速報（予報及び警報）について、受信時の対応行動等の更なる周知・広報を行

うとともに、交通機関における利活用の推進を図るため、有効性や利活用の方法等の普及・

啓発及び精度向上に取り組む。

イ 津波警報等の確実な運用

地震計による観測に基づき速やかに津波警報等の第一報の発表を行う。その後、広帯域

地震計を活用した地震の規模の精密な解析や沖合津波計を活用した津波の範囲・規模の予

測等の解析を行い、それらに基づく津波警報等の更新を適切に行う。

ウ 火山監視体制と噴火時等の避難体制の推進

火山活動の監視・評価の結果に基づき、警戒が必要な範囲（この範囲に入ると生命に危

険が及ぶ）を明示して噴火警報等を発表するとともに、平常時からの火山防災協議会におけ

ける避難計画の共同検討を通じて、噴火警戒レベルの設定や改善を推進する。

(4) 情報の提供等

鉄道の交通事故の防止・軽減に資するため、主に次の情報を適時・適切に発表し関係機関等

に迅速かつ確実に伝達する。

また、住民に対し、気象庁ホームページや国土交通省防災情報提供センターを通じて気象

情報等をリアルタイムで分かりやすく提供する。

ア 気象特別警報・警報・予報等

気象による鉄道交通障害が予想されるときは、適時・適切に特別警報・警報・予報等を

発表し、防災情報提供システム等を用いて、関係機関に迅速かつ確実に伝達するとともに、

報道機関等の協力により鉄道利用者に周知する。また、雨による災害発生の危険度を地図上

にリアルタイムに表示する「大雨･洪水警報の危険度分布」についても、気象庁

ホームページや報道機関等を通じて道路利用者へ周知する。さらに、特に大雪に

より深刻な道路交通障害が見込まれる場合は、国土交通省と連携し、大雪に対す

る国土交通省緊急発表を実施し、道路利用者に警戒を呼び掛ける。

イ 緊急地震速報（予報及び警報）、津波警報等

地震・津波による鉄道交通障害が予想されるときは、適時・適切に、緊急地震速報（予

報及び警報）、津波警報等、地震情報等を発表し、関係機関に迅速かつ確実に伝達するとと

もに、報道機関等の協力により鉄道利用者に周知する。

ウ 南海トラフ地震に関する情報等

気象庁長官は、「大規模地震対策特別措置法」（昭和53年法律第73号）の規定に基づく地震

防災対策強化地域に係る大規模な地震が発生するおそれがあると認めるときは、直ちに地震

予知情報を内閣総理大臣に報告する。また、南海トラフ沿いで異常な現象を観測した場合や

南海トラフ地震発生の可能性が相対的に高まったと評価した場合等には、「南海トラフ地震

に関連する情報（臨時）」を発表し、防災情報提供システム等を用いて、関係機関に迅速か

つ確実に伝達するとともに、報道機関等の協力により道路利用者に周知する。



- 107 -

エ 噴火警報等

火山現象による鉄道交通傷害が予想されるときは、平常時からの火山防災協議会で共同

検討した避難計画に基づき、当該鉄道の交通規制等の防災対応がとられる噴火警戒レベル

を付した噴火警報を発表する。また、鉄道利用者の降灰量に応じた適切な防災行動

に資するよう、降灰予報を適時・適切に発表する。これらの情報を防災情報提供シ

ステム等を用いて、関係機関に迅速かつ確実に伝達するとともに、報道機関等の協力により

鉄道利用者に周知する。

(5) 気象知識等の普及

気象、地象、水象に関する知識の普及のため、気象情報等の利用方法等に関する講習会の

開催、広報資料の作成・配布などを行うほか、防災機関の担当者を対象に、特別警報・警報・

予報等の伝達などに関する説明会及び気象防災ワークショップを開催する。

項目 ３ 鉄道の安全な運行の確保 （実施機関） 中部運輸局

細目 (5) 大規模な事故等が発生した場合の適切な対応

１ 計画の実施方針及び重点施策

国及び鉄道事業者における、夜間・休日の緊急連絡体制等を点検・確認し、大規模な事故又

は災害が発生した場合に、迅速かつ的確な情報の収集・連絡を行う。

２ 計画の内容

大都市圏、幹線交通における輸送障害等の社会的影響を軽減するため、鉄道事業者に対し、

列車の運行状況を的確に把握して、乗客への適切な情報提供を行うとともに、迅速な復旧に必

要な体制を整備するよう指導する。

項目 ３ 鉄道の安全な運行の確保 （実施機関） 中部運輸局

細目 (6) 運輸安全マネジメント評価の実施

１ 計画の実施方針及び重点施策

鉄道事業者の安全管理体制の構築・改善状況を国が確認する運輸安全マネジメント評価を行

う。運輸安全マネジメント評価にて、事業者によるコンプライアンスを徹底・遵守する意識付

けの取組を的確に確認する。

２ 計画の内容

運輸安全マネジメント評価は、法令遵守とともに輸送の安全の確保を図る者であり、引き続

き、従来からの保安監査の強化と併せ、運輸安全マネジメント制度の定着に向け、鉄軌道事業

者及び索道事業者の安全意識の向上、安全管理体制の構築・改善に係る取組を支援し、公共交

通機関の安全対策を一層推進する。
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項目 ４ 救助・救急活動の充実 （実施機関） 中部運輸局

細目

１ 計画の実施方針及び重点施策

鉄道の重大事故等の発生に際して、関係機関と連携をとり、救助・救急体制の強化を図る。

２ 計画の内容

鉄道の重大事故等の発生に対して、避難誘導、救助・救急活動を迅速かつ的確に行うため、

主要駅における防災訓練の充実や鉄道事業者と消防機関、医療機関その他の関係機関との連携

・協力体制の強化を推進するよう指導する。

また、鉄道職員に対する、自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の使用も含めた心肺蘇生法等の応

急手当の普及啓発活動を推進する。

項目 ５ 被害者支援の推進 （実施機関） 中部運輸局

細目

１ 計画の実施方針及び重点施策

公共交通事故による被害者等への支援の確保を図るため、2012年４月に国土交通省に設置さ

れた公共交通事故被害者支援室において、①公共交通事故が発生した場合の情報提供のための

窓口機能、②被害者等が事故発生後から再び平穏な生活を営むことができるまでの中長期にわ

たるコーディネーション機能（被害者等からの心身のケア等に関する相談への対応や専門家の

紹介等）等を行う。関係者からの助言を得ながら、外部の関係機関とのネットワークの構築、

公共交通事故の被害者等への支援の取組みを着実に進めていく。

２ 計画の内容

(1) 事故被害者の搬送先病院等において支援パンフレット、コンタクトカードの配付により、

被害者等に相談窓口の周知を実施する。

(2) 安全意識の啓発活動

事業者の安全意識の啓発や公共交通事業者による被害者等支援計画の策定をより一層促進

させるとともに、一般国民に対して公共交通事故による被害者支援の意義等について啓発を

行うため、公共交通事故被害者等支援フォーラムを実施する。

項目 ６ 鉄道事故等の原因究明と再発防止 （実施機関） 中部運輸局

細目

１ 計画の実施方針及び重点施策

鉄道事故及び鉄道事故の兆候（鉄道重大インシデント）の原因究明調査を迅速かつ的確に行う。

２ 計画の内容

鉄道事故及び鉄道事故の兆候（鉄道重大インシデント）の原因究明を迅速かつ的確に行うた

め、現地へ職員を派遣するとともに、事故調査結果等を鉄軌道事業者へ情報提供し鉄道事故等

の再発防止を図る。
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第１０節 踏切道における交通の安全

項目 １ 踏切道の立体交差化、構造の改良及び歩行 （実施機関） 中部運輸局、中部地方整

者等立体横断施設の整備の促進 備局、県都市整備課、県道路維持課、

県道路建設課

細目

１ 計画の実施方針及び重点施策

遮断時間が特に長い踏切道（開かずの踏切）や、主要な道路で交通量の多い踏切道等につい

ては、抜本的な交通安全対策である連続立体交差化等により、除却を促進するとともに、道路

の新設・改築及び鉄道の新線建設にあたっては、原則、立体交差化を図る。

加えて、立体交差化までに時間のかかる開かずの踏切等については、効果の早期発現を図る

ため各踏切道の状況を踏まえ、歩道拡幅等の構造の改良や歩行者立体横断施設の設置等を促進

する。

また、歩道が狭隘な踏切についても事故対策として効果の高い構造の改良を促進する。

以上のとおり、立体交差化等による抜本対策と構造の改良等による速効対策の両輪による総

合的な対策を促進する。

２ 計画の内容

＜立体交差化＞

（県都市整備課）

名鉄名古屋本線・三河線 知立駅付近連続立体交差事業

ＪＲ武豊線 半田駅付近連続立体交差事業

都市計画道路清須新川線（桃栄跨線橋）（須ヶ口小ヶ口３号踏切）清須市地内

（県道路建設課）

国道155号（石仏13号踏切） 江南市地内

主要地方道岐阜稲沢線（苅安賀１号踏切） 一宮市地内 等

＜構造改良＞

（県道路維持課）

一般県道小坂井御津線（平坂街道踏切） 豊川市内

項目 ２ 踏切保安設備の整備及び交通規制の実施 （実施機関） 中部運輸局、警察本部交

通部

細目

計画の実施方針及び重点施策

踏切遮断機の整備された踏切道は、踏切遮断機の整備されていない踏切道に比べて事故発生率

が低いことから、踏切道の利用状況、踏切道の幅員、交通規制の実施状況等を勘案し、着実に踏

切遮断機の整備を行う。

主要な地方都市にある踏切道のうち、列車運行本数が多く、かつ、列車の種別等により警報時

間に差が生じているものについては、警報時間制御装置の整備等を進め、踏切遮断時間を極力短

くする。
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自動車交通量の多い踏切道については、道路交通の状況、事故の発生状況等を勘案して、障

害物検知装置、オーバーハング型警報装置、大型遮断装置等、より事故防止効果の高い踏切保

安設備の整備を進める。

高齢者等の歩行者対策としても効果の期待できる全方位型警報装置、非常押ボタンの整備、

障害物検知装置の高規格化を推進する。

道路の交通量、踏切道の幅員、踏切保安設備の整備状況、う回路の状況等を勘案し、必要な

交通規制を実施する。

項目 ３ 踏切道の統廃合の促進 （実施機関） 中部運輸局、県都市整備

課、県道路維持課、県道路建設課

細目

計画の実施方針及び重点施策

踏切道の立体交差化、構造改良等の事業の実施に併せて、近接踏切道のうち、その利用状況、

う回路の状況等を勘案して、第３、４種踏切道など地域住民の通行に特に支障を及ぼさないと

認められるものについて、統廃合を進めるとともに、これら近接踏切道以外の踏切道について

も同様に統廃合を促進する。ただし、構造改良のうち、踏切道に歩道がないか、歩道が狭小な

場合の歩道整備については、その緊急性に鑑み、近隣踏切道の統廃合を行わずに実施できるこ

ととする。

項目 ４ その他踏切道の交通の安全と円滑化を図る （実施機関） 中部運輸局、県都市整備

ための措置 課、県道路維持課、県道路建設課、警察

本部交通部

細目

計画の実施方針及び重点施策

踏切道における交通の安全と円滑化を図るため、必要に応じ、踏切道予告標の導入による踏

切関連交通安全施設の高度化を図るための技術開発等を進める。

自動車運転者や歩行者等の踏切道通行者に対し、交通安全意識の高揚及び踏切支障時におけ

る非常ボタンの操作等の緊急措置の周知徹底を図るなど広報活動等を強化する必要がある。

このため、自動車教習所等において、踏切の通行方法等の教育を引き続き推進する。

このほか、踏切道に接続する道路の拡幅については、踏切道において道路と踏切との幅員差

が新たに生じないよう努めるものとする。

車両等の踏切通行時の違反行為に対する指導取締りを行うとともに、踏切事故防止キャンペ

ーンの展開等を通じ、踏切道を通行する自動車等の運転者及び歩行者に対し、踏切通行時にお

ける安全意識の高揚を図るとともに、安全かつ円滑な踏切道の確保及び踏切事故の防止を図る。
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用   語   解   説 
 

※１【プローブ情報】  

自動車が走行した位置や車速などの情報 

 

※２【1.5車右折帯】 

  直進車線と右折車線の境界標示を施さず、右折車線相当の通行帯を確保するよう、ふくらみを持

たせたもの 

 

※３【道路交通情報通信システム（ＶＩＣＳ）】 

Vehicle Information and Communication Systemの略 

  道路交通情報通信システム。ITS※8の一種で、ドライバーの利便性向上、渋滞の解消・緩和等を

図るため、渋滞状況、所要時間、工事・交通規制等に関する道路交通情報をナビゲーションシステ

ム等の車載器へリアルタイムに提供する情報通信システム 

 

※４【光ビーコン】   

高速道路や幹線道路上に設置されている無線による情報提供のシステム 

電波又は赤外線を発し、渋滞や通行止め、所要時間などの情報を発信 

 

※５【ＥＴＣ2.0】 

  Electronic Toll Collection Systemの略 

  従来のETCの高速道路利用料金収受機能だけではなく、渋滞回避や安全運転支援などの、ドライ

バーに有益な情報を提供するサービス 

 

※６【安全運転支援システム（ＤＳＳＳ）】 

  Driving Safety Support Systemsの略 

周辺の交通状況等を視覚・聴覚情報により提供するシステム 

 

※７【高度道路交通システム（ＩＴＳ）】 

Intelligent Transport Systemsの略 

情報技術を用いて人と車両と道路を結び、交通事故や渋滞などの道路交通問題の解決を図る新し

い交通システム 
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※８【新交通管理システム（ＵＴＭＳ）】 

Universal Traffic Management Systemの略 

  光ビーコン※４を用いた個々の車両と交通管制システムとの双方向通信等の高度な情報通信技術

により「安全・快適にして環境にやさしい交通社会」の実現を目指すシステム 

 

 

※９【ＲＯＡＤパートナー】 

国道を利用中に、道路の異常を発見した場合に、国道事務所にボランティアで連絡をする人の総

称 

 

※10【ロード・セーフティステーション】 

  国道を利用中に発見した、道路の異常などの情報を、情報拠点として国道事務所に連絡をするコ

ンビニエンスストア等の総称 

 

※11【道路情報システム】 

  道路災害時における災害情報及び道路通行規制等の情報を伝達するシステム 

 

※12【ｉ－Ｓize】 

  イギリスで施行されたチャイルドシートの新たな安全基準 

  側面衝突時における子どもの保護強化のため、製品の承認に際し、側面衝突テストを導入 

  日本では、2014年に側面衝突試験が導入され安全基準として用いている。 

 

※13【ＩＣＴ】 

Information & Communications Technologyの略 

日本では、情報処理や通信に関する技術を総合的に指す用語として当初は「IT」が普及したが、

国際的にはICTを広く使用されていることから現在、日本でも「ICT」を用いるケースが多い。 

 

※14【ＡＳＶ】 

   Advanced Safety Vehicleの略 

  高度道路交通システム（ＩＴＳ）の一部で、自動車にさまざまな先端技術を用い車両そのものが

運転を支援する車両 
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※15【テレマティクス】 

  「テレコミュニケーション」と「インフォマティクス」を組み合わせた造語 

  カーナビやGPSなどの車載機と移動体通信システムを利用して、カーナビの地図更新、エアバッ

グと連動した緊急通報等の情報やサービスを提供 

 

※16【災害医療チーム（ＤＭＡＴ）】 

  Disaster Medical Assistance Teamの略 

 災害急性期に活動できる機動性を持ったトレーニングを受けた医療チーム 

 

※17【バイスタンダー】 

  救急現場に居合わせた人、発見者、同伴者等 

 

※18【現場急行支援システム（ＦＡＳＴ）】 

  緊急車両を優先的に走行させる信号制御を行うことで、現場に到着する時間短縮と緊急走行起因

の交通事故防止を目的としたシステム 

 

※19【緊急通報システム（ＨＥＬＰ）】 

  運転中の事故等、緊急事態発生時に救援機関へ位置情報通報を発信するシステム 

 

※20【ＡＴＳ】 

自動列車停止装置 Auto matic Train Stopの略 

  停止（赤）を現示する信号機からある程度手前の位置に列車がさしかかったとき、運転台のベル

が警報を発し、運転士が所定の確認をしないと自動的にブレーキがかかり停止させるシステム 



Ⅳ 参 考
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人  口 車　両 道  路 免許人口

前年比  （人） （台） （㎞）  (人） 10万人 10万台 1,000ｷﾛ 10万人

増減数 (2017.10.1) (2017.10.31) (2017.4.1) (2017.12.31) 当たり 当たり 当たり 当たり

1 北海道 8 141 -7 5,320,000 3,747,151 90,411 3,372,541 2.65 3.76 1.56 4.18

2 青  森 30 45 3 1,278,000 1,005,726 20,050 847,338 3.52 4.47 2.24 5.31

3 岩  手 23 59 -2 1,255,000 1,027,548 33,453 837,039 4.70 5.74 1.76 7.05

4 宮  城 25 56 5 2,323,000 1,698,137 25,369 1,545,353 2.41 3.30 2.21 3.62

5 秋  田 33 42 12 996,000 816,253 23,859 676,391 4.22 5.15 1.76 6.21

6 山  形 29 51 13 1,102,000 934,909 16,766 767,587 4.63 5.46 3.04 6.64

7 福  島 17 75 7 1,882,000 1,658,894 39,237 1,303,412 3.99 4.52 1.91 5.75

8 東  京 7 143 -21 13,724,000 4,419,010 24,261 7,922,005 1.04 3.24 5.89 1.81

9 茨  城 10 122 -21 2,892,000 2,591,072 56,008 2,057,610 4.22 4.71 2.18 5.93

10 栃  木 15 89 -6 1,957,000 1,719,859 25,432 1,399,620 4.55 5.17 3.50 6.36

11 群  馬 20 64 -3 1,960,000 1,792,075 35,052 1,414,596 3.27 3.57 1.83 4.52

12 埼  玉 3 175 -2 7,310,000 4,088,320 47,226 4,687,184 2.39 4.28 3.71 3.73

13 千  葉 2 186 32 6,246,000 3,614,203 40,807 4,020,587 2.98 5.15 4.56 4.63

14 神奈川 4 162 13 9,159,000 4,007,565 25,713 5,622,130 1.77 4.04 6.30 2.88

15 新  潟 12 102 17 2,267,000 1,843,762 37,650 1,567,710 4.50 5.53 2.71 6.51

16 山  梨 38 37 0 823,000 754,961 11,244 593,011 4.50 4.90 3.29 6.24

17 長  野 19 66 -13 2,076,000 1,897,720 48,044 1,486,221 3.18 3.48 1.37 4.44

18 静  岡 11 104 -24 3,675,000 2,874,192 37,043 2,559,575 2.83 3.62 2.81 4.06

19 富  山 26 54 17 1,056,000 900,736 13,986 748,263 5.11 6.00 3.86 7.22

20 石  川 45 28 -6 1,147,000 904,715 13,136 780,942 2.44 3.09 2.13 3.59

21 福  井 34 41 -5 779,000 663,615 10,987 542,765 5.26 6.18 3.73 7.55

22 岐  阜 14 91 16 2,008,000 1,681,079 30,801 1,417,211 4.53 5.41 2.95 6.42

23 愛  知 1 189 -11 7,525,000 5,210,062 50,467 5,103,826 2.51 3.63 3.75 3.70

24 三  重 16 87 1 1,800,000 1,510,215 25,395 1,263,183 4.83 5.76 3.43 6.89

25 滋  賀 35 39 -16 1,413,000 1,024,790 12,534 961,249 2.76 3.81 3.11 4.06

26 京  都 27 52 -14 2,599,000 1,336,004 15,651 1,583,374 2.00 3.89 3.32 3.28

27 大  阪 6 147 -3 8,823,000 3,747,995 19,628 5,108,200 1.67 3.92 7.49 2.88

28 兵  庫 5 152 -9 5,503,000 3,019,964 36,659 3,470,877 2.76 5.03 4.15 4.38

29 奈  良 30 45 5 1,348,000 833,697 12,767 894,885 3.34 5.40 3.52 5.03

30 和歌山 39 36 -2 945,000 751,594 13,808 669,750 3.81 4.79 2.61 5.38

31 鳥  取 46 20 -6 565,000 464,332 8,877 381,715 3.54 4.31 2.25 5.24

32 島  根 46 20 3 685,000 552,463 18,268 460,559 2.92 3.62 1.09 4.34

33 岡  山 18 68 -29 1,907,000 1,533,366 32,289 1,297,660 3.57 4.43 2.11 5.24

34 広  島 13 92 1 2,829,000 1,893,983 29,160 1,865,935 3.25 4.86 3.16 4.93

35 山  口 27 52 -27 1,383,000 1,073,607 16,688 922,959 3.76 4.84 3.12 5.63

36 徳  島 42 31 -3 743,000 619,826 15,276 523,736 4.17 5.00 2.03 5.92

37 香  川 32 44 -4 967,000 783,709 10,296 678,636 4.55 5.61 4.27 6.48

38 愛  媛 23 59 -19 1,364,000 1,016,680 18,399 927,691 4.33 5.80 3.21 6.36

39 高  知 44 29 0 714,000 561,611 14,178 483,415 4.06 5.16 2.05 6.00

40 福  岡 9 136 -3 5,107,000 3,364,515 37,757 3,290,956 2.66 4.04 3.60 4.13

41 佐  賀 43 30 -6 824,000 675,328 11,002 564,297 3.64 4.44 2.73 5.32

42 長  崎 39 36 -11 1,354,000 949,369 18,044 857,529 2.66 3.79 2.00 4.20

43 熊  本 22 60 -13 1,765,000 1,378,650 26,061 1,191,469 3.40 4.35 2.30 5.04

44 大  分 35 39 -5 1,152,000 918,766 18,509 774,994 3.39 4.24 2.11 5.03

45 宮  崎 41 34 -8 1,089,000 942,807 20,145 758,369 3.12 3.61 1.69 4.48

46 鹿児島 20 64 -2 1,626,000 1,346,978 27,354 1,112,425 3.94 4.75 2.34 5.75

47 沖  縄 37 38 -6 1,443,000 1,108,393 8,141 938,415 2.63 3.43 4.67 4.05

全  国 3,532 -162 126,708,000 81,260,206 1,223,888 82,255,195 2.79 4.35 2.89 4.29

注　車両台数は、自動車台数＋原動機付自転車台数＋小型特殊車台数

都 道 府 県 別 交 通 事 故 死 者 数 （ 2018 年 中 ）

道路実延長 運転免許人口
   事  故  率  ( 死 者 数 ）

区 分

 
順位

人 　口死 者 数 車両台数
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当 た り 当 た り

1 福  井 5.26 福  井 6.18 大  阪 7.49 福  井 7.55

2 富  山 5.11 富  山 6.00 神奈川 6.30 富  山 7.22

3 三  重 4.83 愛  媛 5.80 東  京 5.89 岩  手 7.05

4 岩  手 4.70 三  重 5.76 沖  縄 4.67 三  重 6.89

5 山  形 4.63 岩  手 5.74 千  葉 4.56 山  形 6.64

6 香  川 4.55 香  川 5.61 香  川 4.27 新  潟 6.51

7 栃  木 4.55 新  潟 5.53 兵  庫 4.15 香  川 6.48

8 岐  阜 4.53 山  形 5.46 富  山 3.86 岐  阜 6.42

9 新  潟 4.50 岐  阜 5.41 愛  知 3.75 愛  媛 6.36

10 山  梨 4.50 奈  良 5.40 福  井 3.73 栃  木 6.36

11 愛  媛 4.33 栃  木 5.17 埼  玉 3.71 山  梨 6.24

12 茨  城 4.22 高  知 5.16 福  岡 3.60 秋  田 6.21

13 秋  田 4.22 千  葉 5.15 奈  良 3.52 高  知 6.00

14 徳  島 4.17 秋  田 5.15 栃  木 3.50 茨  城 5.93

15 高  知 4.06 兵  庫 5.03 三  重 3.43 徳  島 5.92

16 福  島 3.99 徳  島 5.00 京  都 3.32 福  島 5.75

17 鹿児島 3.94 山  梨 4.90 山  梨 3.29 鹿児島 5.75

18 和歌山 3.81 広  島 4.86 愛  媛 3.21 山  口 5.63

19 山  口 3.76 山  口 4.84 広  島 3.16 和歌山 5.38

20 佐  賀 3.64 和歌山 4.79 山  口 3.12 佐  賀 5.32

21 岡  山 3.57 鹿児島 4.75 滋  賀 3.11 青  森 5.31

22 鳥  取 3.54 茨  城 4.71 山  形 3.04 岡  山 5.24

23 青  森 3.52 福  島 4.52 岐  阜 2.95 鳥  取 5.24

24 熊  本 3.40 青  森 4.47 静  岡 2.81 熊  本 5.04

25 大  分 3.39 佐  賀 4.44 佐  賀 2.73 大  分 5.03

26 奈  良 3.34 岡  山 4.43 新  潟 2.71 奈  良 5.03

27 群  馬 3.27 熊  本 4.35 和歌山 2.61 広  島 4.93

28 広  島 3.25 鳥  取 4.31 鹿児島 2.34 千  葉 4.63

29 長  野 3.18 埼  玉 4.28 熊  本 2.30 群  馬 4.52

30 宮  崎 3.12 大  分 4.24 鳥  取 2.25 宮  崎 4.48

31 千  葉 2.98 神奈川 4.04 青  森 2.24 長  野 4.44

32 島  根 2.92 福  岡 4.04 宮  城 2.21 兵  庫 4.38

33 静  岡 2.83 大  阪 3.92 茨  城 2.18 島  根 4.34

34 兵  庫 2.76 京  都 3.89 石  川 2.13 長  崎 4.20

35 滋  賀 2.76 滋  賀 3.81 大  分 2.11 北海道 4.18

36 福  岡 2.66 長  崎 3.79 岡  山 2.11 福  岡 4.13

37 長  崎 2.66 北海道 3.76 高  知 2.05 静  岡 4.06

38 北海道 2.65 愛  知 3.63 徳  島 2.03 滋  賀 4.06

39 沖  縄 2.63 島  根 3.62 長  崎 2.00 沖  縄 4.05

40 愛  知 2.51 静  岡 3.62 福  島 1.91 埼  玉 3.73

41 石  川 2.44 宮  崎 3.61 群  馬 1.83 愛  知 3.70

42 宮  城 2.41 群  馬 3.57 岩  手 1.76 宮  城 3.62

43 埼  玉 2.39 長  野 3.48 秋  田 1.76 石  川 3.59

44 京  都 2.00 沖  縄 3.43 宮  崎 1.69 京  都 3.28

45 神奈川 1.77 宮  城 3.30 北海道 1.56 神奈川 2.88

46 大  阪 1.67 東  京 3.24 長  野 1.37 大  阪 2.88

47 東  京 1.04 石  川 3.09 島  根 1.09 東  京 1.81

全 国 2.79 全 国 4.35 全 国 2.89 全 国 4.29

都 道 府 県 別 事 故 率 ワ － ス ト 順 位 ( 死 者 数 ）

車 両 10 万 台
順位

1000 ｷ ﾛ 当 た り 10 万 人 当 た り
道 路 実 延 長 運 転 免 許 人 口人 口 10 万 人
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出典

１ 総務省統計局「人口推計」

２ 警察庁「道路の交通に関する統計」「運転免許統計」

３ 一般財団法人自動車検査登録情報協会「都道府県別･車種別自動車保有台数」

４ 国土交通省「都道府県別道路現況」



- 117 -

交通安全対策基本法（抜すい）

昭和４５年 ６月 １日 法律第１１０号

改正 昭和４６年 ６月 ２日 法律第 ９８号

同 ５０年 ７月１０日 同 第 ５８号

同 ５８年１２月 ２日 同 第 ８０号

平成１１年 ７月１６日 同 第１０２号

同 １１年１２月２２日 同 第１６０号

同 １８年 ５月１７日 同 第 ３８号

同 ２３年 ８月３０日 同 第１０５号

（都道府県交通安全計画等）

第２５条 都道府県交通安全対策会議は、交通安全基本計画(陸上交通の安全に関する部分に限る。）に

基づき、都道府県交通安全計画を作成しなければならない。

２ 都道府県交通安全計画は、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 都道府県の区域における陸上交通の安全に関する総合的かつ長期的な施策の大綱

(2) 前項に掲げるもののほか、都道府県の区域における陸上交通の安全に関する施策を総合的かつ計画

的に推進するために必要な事項

３ 都道府県交通安全対策会議は、毎年度、都道府県の区域における陸上交通の安全に関し、当該区域の

全部又は一部を管轄する指定地方行政機関及び都道府県が構ずべき施策に関する計画（以下「都道府県

交通安全実施計画」という。）を作成しなければならない。この場合において、都道府県交通安全実施

計画は、交通安全業務計画（陸上交通の安全に関する部分に限る。）に抵触するものであってはならな

い。

４ 都道府県交通安全対策会議は、第一項の規定により都道府県交通安全計画を作成したときは、すみや

かに、これを内閣総理大臣及び指定行政機関の長に報告し、並びに都道府県の区域内の市町村の長に通

知するとともに、その要旨を公表しなければならない。

５ 都道府県交通安全対策会議は、第三項の規定により都道府県交通安全実施計画を作成したときは、す

みやかに、これを内閣総理大臣及び指定行政機関の長に報告するとともに、都道府県の区域内の市町村

の長に通知しなければならない。

６ 第四項の規定は都道府県交通安全計画の変更について、前項の規定は都道府県交通安全実施計画の変

更について準用する。
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愛知県交通安全対策会議条例

（昭和４５年１０月１６日 愛知県条例第５２号）

改正 昭和６２年 ３月２７日 愛知県条例第 ８号

平成１７年１０月２１日 愛知県条例第８８号

（趣旨）

第１条 この条例は、交通安全対策基本法(昭和４５年法律第１１０号）第１７条第５項の規定に基づき、

愛知県交通安全対策会議（以下「対策会議」という。）の組織及び運営に関し必要な事項を定めるもの

とする。

（会議）

第２条 会長は、会務を総理する。

２ 会長に事故があるときは、あらかじめ、その指名する委員がその職務を代理する。

（委員)

第３条 部内の職員のうちから指名される委員の数は10人以内とし、市町村長及び消防機関の長のうちか

ら任命される委員の数は５人以内とする。

２ 市町村長及び消防機関の長のうちから任命される委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の

任期は、前任者の残任期間とする。

３ 前項の委員は、再任されることができる。

（特別委員）

第４条 対策会議に、特別の事項を審議させるため、特別委員若干人を置くことができる。

２ 特別委員は、東海旅客鉄道株式会社、中日本高速道路株式会社その他の陸上交通に関する事業を営む

公共的機関の役員又は職員のうちから、知事が任命する。

３ 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

（幹事）

第５条 対策会議に、幹事を置く。

２ 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから、知事が任命する。

３ 幹事は、対策会議の所掌事務について、会長、委員及び特別委員を補佐する。

（雑則）

第６条 この条例に定めるもののほか、対策会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が対

策会議にはかって定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則（昭和６２年３月２７日条例第８号）

この条例は、昭和６２年４月１日から施行する。

附 則（平成１７年１０月２１日条例第８８号）

この条例は、公布の日から施行する。この条例は、公布の日から施行する。
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愛知県交通安全対策会議運営要綱

（趣旨）
第１条 この要綱は、愛知県交通安全対策会議条例(昭和４５年愛知県条例第５２号）第６条の規定に基
づき、愛知県交通安全対策会議（以下「対策会議」という。）の運営に関し必要な事項を定めるものとす
る。
（会議）
第２条 対策会議は、会長が招集する。
２ 対策会議を招集しようとするときは、あらかじめ文書により開催の日時及び場所並びに議案を各委員
に通知するとともに、関係資料を送付するものとする。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限
りでない。
３ 対策会議においては、会長が議長となる。
４ 対策会議は、議長（会長に事故があるときは、その職務を代理する者。次項において同じ。)並びに
委員及び議事に関係のある特別委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
５ 対策会議の議事は、出席した委員及び議事に関係のある特別委員の過半数で決し、可否同数のときは、
会長の決するところによる。
６ 会議に出席することができない委員及び議事に関係のある特別委員は、議案に関し、あらかじめ書面
及びその他の方法により意見を述べることができる。
７ 委員及び議事に関係のある特別委員は、やむを得ない理由により会議に出席できないときは、その属
する機関の職員のうちから代理者を選定し、その者を出席させることができる｡この場合において、代理
者は、委員とみなす。
（会議の公開等）
第３条 対策会議の会議は、これを公開するものとする。ただし、次の各号に掲げる場合はこの限りでな
い。
(1) 愛知県情報公開条例（平成１２年愛知県条例第１９号）第７条に規定する不開示情報に該当する情報
を含む案件を審議する場合
(2) その他対策会議が非公開とする旨を議決した場合
２ 対策会議の傍聴方法等については、別途定める。
（会議録）
第４条 対策会議の会議については、会議録を作成し、出席者のうち議長が指名する者２名が、これに署
名押印するものとする。
２ 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開催の日時及び場所
(2) 出席者及び欠席者の氏名
(3) 会議に付した事項
(4) 議事の経過
(5) その他必要と認めた事項
３ 会議録の保存年限は、５年とする。
（意見聴取）
第５条 会長は必要があると認めるときは、対策会議に委員及び特別委員以外の者の出席を求め、その意
見を聴くことができる。
（幹事会）
第６条 対策会議に幹事会を置く。
２ 幹事会は、あらかじめ会長が指名するものが議長となる。
３ 幹事会は、次の事項を処理する。
(1) 対策会議に提出する議案の作成
(2) その他会長から命ぜられた事項
４ 幹事会の協議事項は、会長に報告しなければならない。
（庶務）
第７条 対策会議の庶務は、愛知県防災安全局県民安全課において処理する。
（雑則）
第８条 この要綱に定めるもののほか、対策会議の運営に関し必要な事項は、そのつど会長が定める。

附 則
この要綱は、昭和４５年１１月４日から実施する。
附 則

この要綱は、平成１２年４月１日から実施する。
附 則

この要綱は、平成１４年６月１３日から実施する。
附 則

この要綱は、平成１８年４月１日から実施する。
附 則

この要綱は、平成３０年４月１日から実施する。
附 則

この要綱は、平成３１（２０１９）年４月１日から実施する。
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（2019年5月）

機       　 関　        名 職　　　名 氏　　　　　　　　　　　名

　愛知県 知 事 大 村 秀 章

機       　 関　        名 職　　　名 氏　　　　　　　　　　　名

　中部管区警察局 局 長 和 田 昭 夫

　中部経済産業局 局 長

　中部運輸局 局 長 石 澤 龍 彦

　名古屋地方気象台 台 長 松 村 崇 行

　東海総合通信局 局 長 古 市 裕 久

　愛知労働局 局 長 高 﨑 真 一

　中部地方整備局 局 長 勢 田 昌 功

副 知 事 松 井 圭 介

政 策 企 画 局 長 野 村 知 宏

防 災 安 全 局 長 山 田 哲 夫

県 民 文 化 局 長 齋 木 博 行

福 祉 局 長 平 田 雅 也

保 健 医 療 局 長 吉 田 宏

経 済 産 業 局 長 伊 藤 浩 行

建 設 局 長 林 全 宏

都 市 整 備 局 長 鎌 田 裕 司

　愛知県教育委員会 教 育 長 長 谷 川 洋

　愛知県警察本部 本 部 長 加 藤 達 也

市 長 河 村 た か し

消 防 長 木 全 誠 一

　愛知県市長会 西 尾 市 長 中 村 健

　愛知県町村会 豊 山 町 長 服 部 正 樹

＜特　別　委　員＞　４名

機       　 関　        名 職　　　名 氏　　　　　　　　　　　名

　東海旅客鉄道株式会社 東海鉄 道事 業本 部長 鈴 木 広 士

　中日本高速道路株式会社 名 古 屋 支 社 長 近 藤 清 久

　愛知県道路公社 理 事 長 市 川 和 邦

　名古屋高速道路公社 理 事 長 新 開 輝 夫

愛知県交通安全対策会議名簿

＜会　長＞ 　１名

＜委　員＞ ２２名

　愛知県

　名古屋市

髙 淳
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（2019年4月）

機　　　　関　　　　名 職　　　　　　　　　　　　  名 氏 名

中部管区警察局 広域調整第二課長 小 谷 寛

中部経済産業局 総務課長 彦 坂 謙 二

中部運輸局愛知運輸支局 支局長 平 谷 守

名古屋地方気象台 防災管理官 五 味 孝 夫

東海総合通信局 総務課長 星 野 誠

愛知労働局 安全課長 西 田 吉 治

中部地方整備局 名古屋国道事務所長 五 十 川 泰 史

愛知県 広報広聴課長 伊 藤 修 司

消防保安課長 川 口 信 司

県民安全課長 竹 村 賢 二

県民生活課長 平 松 哉 人

学事振興課私学振興室長 久 保 見 順

子育て支援課長 野 口 幸 夫

高齢福祉課長 小 木 曽 尚 登

医務課長 近 藤 良 伸

産業振興課長 松 川 典 靖

産業科学技術課長 内 藤 裕 司

道路維持課長 渡 邊 恒 博

道路建設課長 中 島 一

都市計画課長 片 山 貴 視

都市整備課長 仙 石 忠 広

公園緑地課長 小 嶋 幸 則

交通対策課長 片 桐 靖 幸

生涯学習課長 大 道 伊 津 栄

高等学校教育課長 小 島 寿 文

義務教育課長 伊 藤 克 仁

特別支援教育課長 鈴 木 能 成

保健体育課長 木 村 誠

交通総務課長 水 上 洋 樹

交通指導課長 髙 原 清 人

交通捜査課長 豊 田 俊 道

交通規制課長 中 山 友 之

運転免許課長 相 馬 圭 吾

地域安全推進課長 橋 本 真 司

道路維持課長 水 野 博 樹

街路計画課長 鍜 治 博 人

救急課長 鳥 居 太

名古屋市教育委員会 指導室長 加 賀 幸 一

総務課長 中 澤 紀 雄

踏切保安担当課長 関 口 正 宏

中日本高速道路株式会社 交通管制チームリーダー 星 野 正 樹

愛知県道路公社 事業課長 谷 口 睦

名古屋高速道路公社 交通管理課長 沖 森 克 文

愛知県交通安全対策会議幹事名簿

愛知県教育委員会

愛知県警察本部

名古屋市

東海旅客鉄道株式会社
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愛知県交通安全条例

平成２６年１０月１４日条例第５５号

愛知県交通安全条例をここに公布する。

愛知県交通安全条例

道路交通は、私たちの日常生活や経済活動の基盤であり、私たちは、道路交通の発達により利便性等の多

くの恩恵を受けている。

しかし、その一方で、本県では、交通事故が多発し、毎年多くの人命が失われている。一瞬にして人命を奪い、

人々の平和な暮らしを脅かす交通事故をなくすることは、県民の切なる願いである。

交通事故の防止については、これまでも様々な取組が行われてきており、それらの取組により、交通事故の発

生件数は減少してきているが、なお依然として多数の交通事故が発生する状況が続いている。

交通事故をなくするためには、私たち一人一人が、交通事故の被害者の存在に思いをいたし、人命の尊重を

最優先にして、交通の安全の確保に向けた取組を一層進めることが必要である。

私たちは、このような認識を共有し、一体となって、交通事故のない社会の実現を目指した取組を推進するた

め、ここにこの条例を制定する。

（目的）

第１条 この条例は、道路交通の安全（以下「交通の安全」という。）に関し、基本理念を定め、並びに県、県民

及び事業者の責務を明らかにするとともに、交通の安全に関する施策の基本となる事項を定めることにより、

県、市町村、県民、事業者等が一体となって行う交通事故のない社会の実現を目指した取組を推進し、もっ

て県民が安全に安心して暮らすことができる社会の実現に寄与することを目的とする。

（基本理念）

第２条 交通の安全は、人命尊重の理念に基づき、交通事故のない社会の実現を目指すことにより確保されなけ

ればならない。

２ 交通の安全は、県民及び事業者（以下「県民等」という。）の交通事故のない社会の実現を目指した自主的な

取組が促進されることにより確保されなければならない。

３ 交通の安全は、県、市町村及び関係行政機関並びに県民等及び県民等の組織する交通の安全に関する活動を

行う団体（以下「交通安全関係団体」という。）が相互に連携を図りながら協力して一体となって取り組

むことにより確保されなければならない。

（県の責務）

第３条 県は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、交通の安全に関する総合的な施

策を策定し、及び実施する責務を有する。

（市町村に対する協力等）

第４条 県は、市町村が実施する交通の安全に関する施策に協力するものとする。

２ 県は、交通安全関係団体が行う交通の安全に関する活動を促進するため、助言その他の支援を行うよう努め

るものとする。

（県民の責務）

第５条 県民は、基本理念にのっとり、日常生活における交通の安全の確保に自ら努めるとともに、県が実施す

る交通の安全に関する施策に協力するよう努めなければならない。

（事業者の責務）

第６条 事業者は、基本理念にのっとり、従業員に対する交通の安全に関する教育の実施その他の交通の安全の

確保のために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、県が実施する交通の安全に関する施策に協力するよう

努めなければならない。

（県民の高齢者等の安全な通行への配慮）

第７条 県民は、高齢者、障害者並びに児童、生徒及び幼児（以下「高齢者等」という。）の交通の安全を確保

するため、高齢者等が安全に道路を通行することができるように配慮するよう努めなければならない。

（県民の自転車の安全な利用）

第８条 県民は、自転車を利用するときは、道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）その他の法令を遵守する

等により歩行者に危害を及ぼさないようにする等その安全な利用に努めなければならない。
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（県民等の飲酒運転の根絶のための取組）

第９条 県民等は、飲酒運転が重大な交通事故を引き起こす原因となることを認識し、家庭、職場及び地域にお

いて、飲酒運転を根絶するための取組を行うよう努めなければならない。

２ 酒類を提供する飲食店を営む者は、飲酒運転の根絶を呼び掛けるポスター等を客の見やすい場所に掲示する

等の取組を行うことにより客の飲酒運転が根絶されるよう努めなければならない。

（交通の安全に関する県民運動の推進）

第１０条 県は、市町村及び関係行政機関並びに県民等及び交通安全関係団体と連携して、交通の安全に関する

県民運動（以下「県民運動」という。）を推進するものとする。

（交通事故死ゼロの日）

第１１条 交通事故による死者が生じないよう社会全体で特に努める日として、交通事故死ゼロの日を設ける。

２ 交通事故死ゼロの日は、毎月１０日、２０日及び３０日とする。

３ 県は、交通事故死ゼロの日には、交通死亡事故の防止を図るための県民運動を推進するものとする。

（道路交通環境の整備）

第１２条 県は、交通の安全の確保に必要な道路交通環境の整備を図るため、信号機、道路標識等の交通安全施

設の整備、交通の規制及び管制の合理化、道路の使用の適正化等の措置を講ずるものとする。

２ 県は、住宅地、商店街、学校の周辺等の道路について前項に規定する措置を講ずるに当たっては、歩行者、

特に高齢者等の保護が図られるように配慮するものとする。

（交通の安全に関する教育の推進）

第１３条 県は、県民が、交通の安全を確保することの重要性について理解を深めるとともに、そのための行動

をすることができるよう、家庭、学校、職場等における交通の安全に関する教育を推進するものとする。

（交通の安全に関する広報及び啓発）

第１４条 県は、高齢者等の交通の安全の確保の徹底、自転車の安全な利用、飲酒運転の根絶、自動車の全ての

座席におけるシートベルトの着用の徹底、チャイルドシートの適切な使用その他の交通の安全に関し必要な事

項について広報及び啓発を行うものとする。

（交通事故による死者が多数となった場合における警報の発令等）

第１５条 知事は、県内において交通事故による死者が多数となり、県民等に対し注意を喚起するため必要があ

ると認めるときは、その状況を周知するための警報を発するとともに、市町村、関係行政機関、交通安全関係

団体等と連携して交通事故を防止するための総合的かつ集中的な対策を実施するものとする。

（交通の安全に関する技術の研究開発の促進等）

第１６条 県は、自動車の安全な運転を支援し、又は交通事故の発生時における被害の軽減に資する技術の研究

開発の促進及びその成果の普及を図るために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

（財政上の措置）

第１７条 県は、交通の安全に関する施策を推進するため必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。


